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平成30年３月12日（月曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成30年度宮崎県一般会計予算

○議案第４号 平成30年度宮崎県国民健康保険

特別会計予算

○議案第５号 平成30年度宮崎県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

○議案第20号 平成30年度宮崎県立病院事業会

計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第25号 宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第29号 宮崎県国民健康保険財政安定化

基金条例の一部を改正する条例

○議案第30号 宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条

例

○議案第31号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第33号 宮崎県産科専門医研修資金貸与

条例

○議案第34号 宮崎県小児科専門医師研修資金

貸与条例の一部を改正する条例

○議案第35号 宮崎県医師修学資金貸与条例の

一部を改正する条例

○議案第36号 宮崎県看護師等修学資金貸与条

例の一部を改正する条例

○議案第37号 宮崎県国民健康保険調整交付金

条例を廃止する条例

○議案第38号 宮崎県国民健康保険運営協議会

条例の一部を改正する条例

、○議案第39号 宮崎県介護保険サービスの人員

設備及び運営等の基準に関する

条例の一部を改正する条例

○議案第40号 宮崎県指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改

正する条例

○議案第41号 宮崎県指定通所支援の事業及び

指定障害児入所施設等並びに基

準該当通所支援の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例

○議案第42号 旅館業法施行条例の一部を改正

する条例

○議案第43号 後期研修医研修資金貸与条例の

一部を改正する条例

○議案第50号 宮崎県医療計画の変更について

○議案第51号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変

更について

○議案第52号 宮崎県歯科保健推進計画の変更

について

○議案第53号 みやざき子ども・子育て応援プ

ランの変更について

○請願

・請願第22号 子どもの医療費助成制度の拡充

を求める請願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・第３期宮崎県医療費適正化計画の策定につい

て

・第５期宮崎県障がい福祉計画（第１期宮崎県

障がい児福祉計画）の策定について

・健康みやざき行動計画21（第２次）見直し計

画の策定について

・第３期宮崎県がん対策推進計画の策定につい

て

出席委員（７人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 土 持 正 弘

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
阪 本 典 弘

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 川 原 光 男

平成30年３月12日(月)
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県立日南病院長 峯 一 彦

県立日南病院事務局長 奥 泰 裕

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀

県立延岡病院事務局長 青出木 和 也

病 院 局
後 藤 和 生

県立病院整備対策監

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

福祉保健部次長
椎 重 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 倉 芳 照

福 祉 保 健 課 長 小 田 光 男

指導監査・援護課長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 田 中 浩 輔

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 成 合 孝 俊

長 寿 介 護 課 長 木 原 章 浩

医 療 ・ 介 護
内 野 浩一朗

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 日 髙 孝 治

衛 生 管 理 課 長 樋 口 祐 次

健 康 増 進 課 長 矢 野 好 輝

感染症対策室長 永 野 秀 子

こども政策課長 髙 畑 道 春

こども家庭課長 松 原 哲 也

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

ただいまから厚生常任委員会を○右松委員長

開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○右松委員長

します。

次に、審査方法についてであります。お手元

に配付しております委員会審査の進め方（案）

をごらんください。

まず、１、審査方針についてであります。当

初予算の審査に当たっては、重点事業・新規事

業を中心に説明を求めることとし、あわせて決

算における指摘要望事項に係る対応状況につい

ても説明を求めることとしております。

次に、２でありますが、当初予算関連議案等

の審査についてであります。

今回の委員会は、審査が長くなることが予想

されることから、福祉保健部については、４つ

のグループに分けて審査を行いまして、最後に

総括質疑の場を設けたいと存じます。

審査方法について 御異議はありませんでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。それで○右松委員長

は、そのように決定いたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

まず、当委員会に付託されました議案等につ

いて概要説明を求めます。

おはようございます。病院局○土持病院局長

でございます。よろしくお願いをいたします。

それでは、当委員会に審議をお願いしており

ます議案につきまして、その概要を説明申し上
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げます。

お手元の平成30年２月定例県議会提出議案 平（

成30年度当初分）をごらんいただきたいと思い

ます。

表紙をめくっていただきまして、目次をごら

んいただきたいと思います。目次で御説明をい

たします。

病院局関係の議案は、下のほうでございます

が、議案第20号「平成30年度宮崎県立病院事業

会計予算 、それから議案第25号「宮崎県立病院」

事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例 、議案第43号「後期研修医研修資金貸与条例」

」 。の一部を改正する条例 の３議案でございます

まず議案第20号「平成30年度宮崎県立病院事

業会計予算」でありますが、平成30年度当初予

算の編成に当たりましては、診療報酬の減額改

定並びに給与改定や職員数の増による給与費の

増加などによりまして、大変厳しい経営を迫ら

れる中 「宮崎県病院事業経営計画2015」に基づ、

き、経営改善に資する取り組みを加速化させ、

収益の確保及び費用の節減に努めることといた

しております。

全県レベルあるいは地域の中核病院として、

引き続きその役割を果たしていくために、より

一層の経営改善に取り組んでまいる所存であり

ます。

次に、議案第25号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」であり

ますが、これは県立病院の分娩料の上限額の改

正をお願いするものであります。

県立病院に分娩料につきましては、国が定め

る助産施設分娩介助料に合わせた料金改定を

行っているところでありますが、今回、助産施

設分娩介助料が増額改定されましたことから、

条例の上限額を引き上げるための所要の改正を

行うものであります。

最後に、議案第43号「後期研修医研修資金貸

与条例の一部を改正する条例」でありますが、

これは福祉保健部が所管しております宮崎県産

科専門医研修資金貸与条例の制定及び宮崎県小

児科専門医師研修資金貸与条例の一部改正に伴

いまして、病院局が所管しております後期研修

医研修資金貸与条例について、所要の改正を行

うものであります。

議案の概要説明は以上でございます。詳細に

つきましては、この後、次長より説明をいたし

ますので、よろしく御審議いただきますようお

願いをいたします。

私からは以上であります。

病院局長の概要説明が終了いた○右松委員長

しました。

次に、議案に関する説明を求めます。

それでは、お手元の常任委○阪本病院局次長

員会資料で御説明をいたします。１ページをご

らんください。

まず、平成30年度宮崎県立病院事業会計予算

の概要でございます。

１の基本方針につきましては、先ほど局長か

ら御説明申し上げました。

２の年間患者数、これは目標数値でございま

すけれども、今年度の29年度当初予算での目標

人数をそれぞれ0.2、0.3％前後上回る数字、36

万人から37万人、合計いたしまして73万人強を

目標としているところでございます。

３の新規・重点事業につきまして、６つ掲げ

ておりますが、真ん中の２、３が新規、４が改

善でございます。詳細は後ほど御説明いたしま

す。

２ページをごらんください。まず、病院事業

会計の収益的収支の状況でございます。従来か



- 4 -

平成30年３月12日(月)

ら申し上げております病院事業会計につきまし

ては、収益的収支、そして後ほど説明いたしま

す資本的収支の２つ予算がございます。この収

益的収支は、日常発生する収益、費用を予算化

しているものでございます。

まず、病院事業の収益でございます。一番上

の数字、324億3,000万円余りということで、前

年度より７億8,000万余の増となっております。

内訳といたしましては、医業の収益が中心で

ございますが、入院収益、外来収益とも４億円

から５億円の増ということで、合計で280億円余

り、前年度と比べますと10億6,200万円余の増と

なっております。

真ん中より下、費用でございます。病院事業

、 、費用 総額で323億5,300万円余りということで

一つは収入増に伴う費用の増もございまして、

前年度比７億1,700万円余の増となっておりま

す。

この収益と費用の差が一番下の収支差、7,600

万円余りの黒字ということで、前年度より6,500

万円黒字幅がふえているところでございます。

詳しくは３ページで主な項目について説明を

記載しております。

まず、収益でございますが、一つ目の白丸、

入院収益につきましては、まず延べ入院患者数

の増を見込んでおりますほか、補正の常任委員

会でも御説明しましたＤＰＣ制度に対応した効

率的な医療提供体制、コンサルへの委託等に取

り組みまして、前年度比2.3％、４億7,000万円

余の増を見込んでおります。

また、外来収益につきましても、同じく患者

数の増のほかに、地域連携の強化、民間病院と

の連携強化を進めることによりまして、こちら

も前年度比9.5％、５億4,000万円余の増を見込

んでおります。

一般会計からの繰入金、これは国の一般会計

からの補助でございますが、前年度比0. 5

％、1,300万円の増を見込んでおります。これに

つきましては、書いてありますとおり、総務省

が定めております繰出基準によって算定した結

果でございます。

一方、後ほど説明いたします資本的収支にお

ける繰入金、こちらは7,000万円余の減となって

おりますので、合わせますと、括弧書きにあり

ます46億80万6,000円ということで、前年度

比6,300万円余の減となっておるところでござい

ます。

費用につきましては、一番大きなところが給

与費です。一つは人事委員会勧告がございまし

てベースアップがございました。その他、医療

の充実ということで、職員数の増を図っており

ます。その関係で前年度比３％、約４億6,000万

円の増となっております。

材料費につきましては、費用の削減には努力

しておりますけれども、オプジーボ等の高額な

薬品もふえております。また、先ほど申し上げ

ました入院、外来とも患者の増を見込んでおり

ますので、その分での医療費の増というのが出

てまいります。

その結果、前年度比4.5％、３億5,000万円余

の増を見込んでおります。

経費につきましては、主に賃金、報酬等の労

、 、務単価が上がっておりますので 前年度比1.7％

約8,000万の増を見込んでいるところでございま

す。

収支につきましては、先ほど説明したとおり

でございます。

４ページでございます。資本的収支の状況、

２つ目の予算でございますが、これは支出の効

果が長期にわたる、主に施設それから器械の整
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備購入でございます。

まず、左上、資本的収入につきましては、76

億6,900万円余ということで、この資本的収支に

つきましては、来年度、宮崎病院の整備に本格

的に着手、それから延岡病院の心臓脳血管セン

ターの整備ということもありまして、収入、支

出とも増となっております。

収入につきましては、主に企業債の増がござ

いまして、前年度比36億8,000万円の増、76

億6,900万となっております。

４段目の支出につきましても、今申し上げた

要因によりまして、前年度比36億8,200万円余の

増の91億7,100万円余となっております。

一番下の収支差でございますが、収入を支出

が上回っており、マイナス15億200万円余となっ

ておりますが、これにつきましては、表外に書

いてありますとおり、損益勘定留保資金で補塡

をするということにしております。

次に、資本的収支の状況の内訳でございます

が、収入につきましてまず企業債、こちらは改

築整備費、それから医療器械の購入等に伴いま

して、前年度比168.5％、37億6,000万円余の増

となっております。

一般会計繰入金、先ほど御説明いたしました

が、資本的収支におきましては4.4％、約7,700

万円の減となっております。

支出につきましては、建設改良費のうちの改

築整備費が大幅といいますか、皆増となってお

りまして、中身としまして主な事業、まず宮崎

病院の立体駐車場の整備に着手いたします。そ

れから延岡病院の心臓脳血管センター、これに

新規に着手いたします もろもろ合わせまして18。

億8,900万円余の増となっております。

その他の改良工事つきましては 約10％ 7,600、 、

万円余の減となっております。

主な事業はこちらに記載しております３つの

事業により、経常的な改良等を行ってまいりま

す。

資産購入につきましては、延岡病院の心臓カ

テーテル、それから電子カルテの器械等の整備

ということで、前年度比127.2％、19億9,000万

円余の増となっております。

企業債の償還金は過去に発行いたしました企

業債の償還分でございます。若干の減となって

おります。

６ページでございます。こちらは病院別の収

益的収支の状況を記載しておりますので、後ほ

どごらんいただけたらと思います。

続きまして、７ページから新規・重点事業の

概要でございます。

まず一つ目、県立宮崎病院の改築事業、いよ

いよ予算、本格化するわけでございまして、２

の事業の概要 （１）事業費、今回の予算としま、

しては総額で242億6,400万円余を計上させてい

ただいております。

米印で書いておりますとおり、この240億円余

は本体工事、準備工事、それから実施設計費で

ございまして、下に書いております外構、改修

工事、解体、医療機器整備費は含んでおりませ

ん。この外構等が大体100億円余でございますの

で、合わせて350億円ほどとなる予定になってお

りまして、詳細は後ほど御説明をいたします。

①が平成30年度の当初予算に計上する分で13

億7,600万円余、実際には31年度以降に支払いが

発生いたします債務負担行為が228億8,800万円

余となっております。

（２）の事業内容でございますが、まずは来

年度、大体連休前後になろうかと思いますけれ

ども、立体駐車場の建設工事等に着手いたしま

す。
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８ページをごらんください。宮崎病院改築事

業の整備費のコストを縮減いたしましたので、

その内訳、それから年度計画を御説明いたしま

す。

一番左、基本設計完了時とございますが、こ

れが一昨年の10月に基本設計が完了いたしまし

て、報告させていただいたときの数字が一番

下、390億円という数字を発表したところでござ

います。これについて、やはり縮減を図るべき

だということで、昨年の６月議会で約50億円の

工事費の減というのを目標に掲げたところでご

ざいます。

今回は増減のところにありますとおり、工事

費を約40億円削減いたしまして276億円余として

おります。

医療機器等につきましては、総額をそのまま

確保いたしまして、合計で約350億円を現時点で

の目標としております。

なお、残りの10億円余につきましては、今後

の実施設計、それから最終的な入札段階で達成

できるのではないかと見込んでいるところでご

ざいます。

増減の内訳でございますが、昨年の６月に基

本設計の見直しということで、約25億円の減と

いうのを説明しております。その他に約15億円

ございますけれども、それにつきましては、主

に本体工事のところに内訳がございますが、特

に熱源につきまして、エネルギーサービス事業

という手法で外部委託を考えております。

これは、受注業者の負担によりまして、当初

の器械を整備いたしますので その分のイニシャ、

ルコストが削減できると考えておりまして、主

に電気工事、給排水衛生工事、それから空調工

事の部分で約15億円の削減を見込んでいるとこ

ろでございます。

その後の年度内訳といたしましては、平成30

年度の予算といたしまして工事費が13億6,000万

円余、それからその下の医療機器整備等のその

他というのが開院支援の約2,000万円、これを合

、 、わせまして 一番下の太文字の13億8,000万円余

これが平成30年度の当初予算に計上しておりま

す工事費でございます。

31年度以降の債務負担につきましては、網掛

けの部分でござまして、総額228億9,000万円余

を債務負担行為として設定させていただいてい

るところでございます。

次に９ページでございます。今後のスケジュ

ールでございますが、平成30年度におきまして

は、まず仮設工事を始めまして、大体連休明け

に立体駐車場の建設に着手しまして、来年度中

の完成を見込んでおります。

その後、道路の改築事業、病院の敷地の東側

にちょっと狭い市道がございます。こちらに工

事中の安全も含めまして、その後の入院患者等

の利便も図るということで、病院敷地内に幅員

約２メーターの歩道を新設します。この工事を

来年度着手いたしまして、再来年度、31年度の

初頭には完成を見込んでおります。

その後、来年度中、31年３月31日までに本体

の工事の契約を行いたいと思っております。そ

れに先立ちまして、ことしの11月をめどに入札

の公告につきまして、ある程度の情報を開示い

たしまして、12月をめどに本体工事の入札の公

告を行いたいと考えております。

病院本体につきましては、足かけ３カ年工事

を行いまして、平成33年度の第４四半期、恐ら

く34年１月ごろに暫定的に新病院の開院を予定

しております。その後現病院の解体、附属棟研

、 、修棟の改修 それから外構工事等を行いまして

平成35年度の初頭にはグランドオープンをした
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いと考えているところでございます。

宮崎病院の再整備については以上でございま

す。

10ページをごらんください。県立延岡病院心

臓脳血管センター（仮称）整備事業でございま

す。これは新規事業でございます。

これまで県北地域におきましては、心不全等

により緊急で救急を要する治療といいますか、

心臓カテーテル等の治療施設といいますと、こ

の延岡病院のみでございまして、しかも器械が

１台しかないということで、一人の患者に対応

している場合に、緊急の患者に対応できないと

いう状況がございました。

そこで、さらに１台ふやしまして、２台体制

にし、かつ病院内にあります脳の疾患に対する

器械も将来的には新しい施設に移すということ

で、心臓脳血管センターの整備を計画しており

ます。

事業費といたしましては、総額７億7,000万円

余、うち建設工事 これは敷地内に平屋の建─

物の建設を予定しておりまして、約４億9,000万

円、器械の購入費として２億8,000万円を予定し

ております。

先ほど申し上げましたとおり、事業内容とし

ましては、心臓のカテーテル室を１室から２室

に増室します。

それから、脳等の疾患に対応します血管造影

室を１室整備することとしております。事業の

効果にありますとおり、心臓カテーテル室を１

室から２室にするということ、それから脳の血

管造影室も備えるということで、この県北地域

におけます循環器疾患、脳血管障害等への迅速

かつ的確な医療の提供が行うことができると考

えております。

またあわせまして、この病院機能の向上によ

りまして、医師の研修施設としての魅力が高ま

るということで、医師確保にも大いに期待をし

ているところでございます。

次に、11ページ、電子カルテシステム整備事

業でございます。

この電子カルテシステム 今カルテにつき─

ましては、全て電子化されておりまして、コン

ピューターで管理をしております。現在のシス

テムは平成24、25年度に新たに整備をしており

ますが、機器等の保守期間が終了しますので、

主に機器の改修、更新を予定しております。あ

わせて一部のソフトも変更いたしまして、総額

で16億9,000万円余となっております。

内訳としましては、保守、それから運用管理

に１億円余、それから機器のハード等で15

億8,500万円余となっております。

内容といたしましては、耐用年数を迎えます

サーバー、それから約2,000台のパソコンを更新

します。

それからソフトウエアの一部についても、今

回更新をします。

事業の効果としまして、システムの長期使用

に伴います総費用の削減、それからシステムの

向上によりまして、事務負担の軽減が図られる

ものと考えております。

次に、12ページをごらんください。県立病院

経営改善事業でございます。

この事業は、今年度新規事業で行っておりま

して、その成果につきましては、先週の補正の

常任委員会で御説明をさせていただきました。

引き続き平成30年度もこの事業を継続したいと

いうこと。あわせまして、事業の概要の（２）

の②にございます病床管理・入退院支援センタ

ー開設事業を新たに事業に追加したいと考えて

おります。
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これにつきましては、今患者の方が入院され

る、それから退院される場合、外来で手続を行

い、それから病棟に入って、そこでまたいろん

な手続をするということで、二度手間の状況が

一部ございます。

そういったことから、こういった入退院に関

する事務をセンターに集約しまして、その点で

患者様についても、そういった二度手間を避け

るということでのサービスの向上、それから外

来病棟業務の負担軽減も図られるものと考えて

おります。

なお、この①のＤＰＣ分析・対応強化、それ

から③の看護業務改善事業につきましても、今

年度に行いましたものを、さらに強化をいたし

まして、二巡目といいましょうか、徹底を図っ

。てまいりたいと考えているところでございます

予算につきましては以上でございまして、一

旦決算特別委員会の指摘事項、要望に関する対

応状況について御説明をさせていただきます。

別資料の決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況の資料をごらんください。

６ページをお開きください。厚生分科会にお

きまして、病院局に関しましては、⑤でござい

ます 「県立病院について、各診療科の充実のた。

めの医師確保、高度医療などの診療の専門化、

病床稼働率を上げるための取り組みによって、

さらなる経営改善に努めること」という御指摘

をいただいているところでございます。

対応状況でございます。県立病院は全県レベ

ルあるいは地域の中核病院といたしまして、県

民の皆様に高度で良質な医療を安定的に提供す

るため、医師確保のための研修プログラムの充

実、それからさらなる医師確保に努めておると

ころでございまして、実績でございますが、平

成29年度の正規医師数は前年度の191名から12名

増加しまして、現在203名の体制となっていると

ころでございます。

、 、また 平成30年度の当初予算におきましては

高度医療に必要な機器の整備を進めるほか、高

度医療の専門人材等の育成事業によりまして、

医師や医療スタッフに対する専門資格の取得等

を支援するなど、高度かつ専門的な医療体制の

一層の充実を目指し、引き続き取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

後段でございますが、またこの病院経営改善

事業によりまして、診療情報等を活用したいろ

んな専門的な見地からの分析を進めており、収

益の確保、費用削減に取り組んでおりまして、

その結果、さきの常任委員会で御説明しました

とおり、今年度は２億5,000万円余の収支改善を

見込んでいるところでございます。

引き続き、病床稼働率の向上等によります収

益確保を図るなど 宮崎県病院事業経営計画2015、

、 、に基づきまして さらなる経営改善に取り組み

安定した経営基盤の確保を図ってまいりたいと

考えております。

指摘事項の対応については、以上でございま

す。

委員会資料にお戻りください。13ページ、14

ページの高度医療専門人材等育成事業、それか

ら臨床研修医確保・育成事業につきましては、

昨年度と同様でございます。

、 、 。次に 15ページ 特別議案が２件ございます

条例改正でございます。

一つ目が15ページ、宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部改正でございます。これ

につきましては、先ほど局長より申し上げまし

たとおり、分娩料について１万円未満は切り捨

てておりますが、国の助産施設分娩介助料と同

額としております。この国の改定に合わせまし
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て３万円を引き上げるということにしておりま

す。

施行期日は、県民の方への周知を図るという

ことで、７月１日を予定しております。

16ページをごらんください。現在この条例の

規定は上限額でございます。この上限額の範囲

内で、病院の規定により、それぞれ時間帯ごと

の料金を定めておりまして、休日・深夜が最高

の20万円、時間外が19万円、時間内が17万円と

なっておりまして、それぞれ３万円の引き上げ

を計画しております。

施行につきましては、条例の公布に合わせて

７月１日を考えております。

最後に17ページ、後期研修医研修資金貸与条

例の一部改正でございます。

これも先ほど局長が申し上げました福祉保健

部所管の産科専門医研修資金貸与条例の制定、

それから小児科専門医師研修資金貸与条例の一

部改正に伴う文言の修正、それから条項の追加

でございまして、病院局の条例についての実質

的な変更はございません。

説明は以上でございます。

私のほうからおわびと訂正を○土持病院局長

１点させていただきたいと思います。

先週７日の補正の委員会におきまして、ＤＰ

Ｃ制度適用の条件として、200床以上があるとい

うふうに申し上げましたが、要件として病床数

は条件とはなっておりませんでした。

具体的な要件を申し上げますと、５点ありま

す。まず急性期一般入院基本料等、７対１また

。は10対１入院基本料の届け出がされていること

２点目が診療録管理体制加算の届け出、いわゆ

る電子カルテシステムとか医療情報その他のも

のが電子化されているということ。

３点目といたしましては、厚労省が毎年実施

します退院患者調査あるいは随時調査されます

特別調査に参加をすること。

４点目が調査期間一月当たりのデータ病床比

が87.5％以上というのがありますが、これは一

般病棟入院基本料、救命救急入院料、特定集中

治療室管理料等13の基本料や管理料が指定され

ておりますけれども、その算定対象となった患

者が87.5％以上いるということでございます。

最後５点目ですが、適切なコーディングに関

する委員会を年４回以上開催することというこ

とで、これはＤＰＣコードが約5,000ありますけ

れども、それが病名に適切に割り振られている

かどうか、そういった検討を年４回やりなさい

という趣旨でございます。

、 。以上が ＤＰＣ対象病院の要件でございます

訂正しておわびを申し上げます。大変申しわけ

ございませんでした。

議案に関する執行部の説明が終○右松委員長

了しました。

質疑のほうをお願いします。

一番最初に説明いただいた３ペー○西村委員

ジの収益増の見込みが、それぞれ入院、外来等

々あるんですけれども、外来の場合9.5％と非常

に高い伸び率が見込まれておりまして、その根

拠というものを、先ほど説明をいただいたんで

すけれども、どの程度の根拠に基づいているの

かを追加で教えていただきたいと思います。

これはここ一、二年の実績○阪本病院局次長

で見込んでおります。患者数そのものは大体0.2

％ほどの伸び、わずかでございます。一方単価

がここ数年かなり上昇しております。一つは医

療の高度化というのもあろうかと思いますが、

、 、一方 地域医療連携を進めることによりまして

高度な医療を要する患者の方が、民間病院から

集約しておりまして、単価の上昇というのもご
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ざいます。

そういったことで、恐らくこれは達成できる

のではないかなと見込んでおります。

これまでの委員会でも入院患者を○西村委員

減らしていくというか、早期に出して回転を上

げていくとか、そういう説明を今までいただい

ていたんですけれども、今の話ですと、県病院

の場合は 患者さんが支払う医療費が 単純に1.1、 、

倍とか1.2倍ぐらいになっていく傾向なんでしょ

うか。

単価につきましては、それ○阪本病院局次長

ぞれ１日の単価ですから、当然ながらその日数

分、患者の方は支払われるわけですので、そう

いった意味では、この県立病院における患者の

方お一人が支払う額というのは、 ふえる方向に※

あろうかと思います。

わかりました。○西村委員

失礼いたしました。今総額○阪本病院局次長

がふえると申し上げましたが、誤りでございま

した。１日当たりの単価はふえますが、特に入

院につきましてはお一人お一人の日数は減りま

す。ですから総額については、計算しておりま

せんけれども、減る方向に。そうなる可能性は

ございます。

３ページで、費用の材料費という○有岡委員

、 、項目がございますが ＤＰＣ制度の分析の中で

例えば後発医薬品、ジェネリック医薬品、こう

いった取り組みというのは、現状はどうなって

いるのかお伺いいたします。

このジェネリックにつきま○阪本病院局次長

しては、現在国が数量ベースでの目標を80％と

定めておりまして、まだ若干届いておりません

けれども、70％後半には近づいているところで

ございます。

ありがとうございます。今後材料○有岡委員

費を抑制することも大切ですが、なかなかそう

いった分野だけではないもんですから、またよ

ろしくお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいます。

６ページに各病院の収支状況が出○丸山委員

ているんですが、これまで延岡病院が大分改善

して収支がよくなるという報告を受けていたん

ですが、来年度はマイナスになってしまってい

るという。原因が心臓脳血管センターの整備を

するからなのか、ＤＰＣを含めると、本来もっ

と収支改善が進むべきではないのかなと。日南

病院も含めてなんですが、なぜこんな状況なの

かを少し教えていただけるとありがたいなと。

延岡病院につきましては、○阪本病院局次長

実質的な収支は改善いたします。ただ、この表

では見えませんが、特別利益というのが29年度

にございました。これは何かといいますと、

ちょっと難しいんですけれども、長期前受金と

、 、いいまして 交付税等が入ってきますけれども

、 、減価償却との関係で 当年度の収入にできずに

償却に合わせて後年度の収入になるものがあり

ます。

そういった特別利益の長期前受金戻入という

のがあるんですけれども、延岡病院は29年度に

比べ１億7,000万円減ります。そういった診療、

医療に関係ない特別収入が１億7,000万円減った

結果でございますので、実質的な収支は１億円

の改善。医療とは直接関係ない特別収入が１

億7,000万円減ります。7,500万円の収益が悪化

をしているように見えますけれども、実際は１

億7,000万円の特別収入の減がありますので、見

えておりませんけれども、実質的にはこの収支

は１億円改善するとなっております。

日南病院が改善していない。ＤＰ○丸山委員

※このページ左段に訂正発言あり
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Ｃ含めて改善すべきだと思っているんですが、

去年は１億円くらいの赤字、ことしも１億円の

赤字を予定しているというのは、どういう理由

なんでしょうか。

日南病院につきましても、○阪本病院局次長

若干同様の理由がございますが、やはり地域性

といいましょうか。なかなか人口自体が少ない

ということもありまして。地域的な構造的な体

質といいましょうか、なかなか黒字化というの

は非常に難しい状況にはあるのではないかなと

は考えております。

ただし、年々日南病院につきましても、この

予算上はたったの200万円ではありますけれど

も、収支改善を見込んでおります。恐らく29年

度の決算は、今の見込みですけれども、ある程

度もっと大きな収支改善が図られるものと見込

んでいるところでございます。

仮の話をして申しわけないのです○丸山委員

が、ＤＰＣに取り組んでなければ、全体でもっ

と赤字がふえていたと見ていいものなんでしょ

うか。

ＤＰＣの有無による試算は○阪本病院局次長

しておりませんので、何とも言えません。とい

いますのが、ＤＰＣをせずに全て出来高で診療

報酬を得るということになれば、やったほど収

入は入ってくるわけですので、やらなかったら

よくなった、悪くなったというのは、申しわけ

ありませんが、何とも言えないのかなと思いま

す。

宮崎県病院事業経営計画2015に基○丸山委員

づくと、どういう状況なのかを説明していただ

くとありがたいかなと思っています。

それぞれ収支の黒字化等、○阪本病院局次長

私もぱっと数字が入っていないですけれども、

この2015の計画は、現在のところ大体目標どお

り達成できているところでございます。

延岡病院の心臓脳血管センターの○丸山委員

ことなんですが、整備することは本当にありが

たいと思っているんですが、医師確保について

はどのような状況なのかをお伺いできればと

思っています。

まず、主に血管を扱います○阪本病院局次長

診療科におきましては、先に、主に熊本大学か

ら派遣をいただいております。それから宮崎大

学からも派遣をいただいておりまして、診療科

のドクターが今年度４月１日現在で１名増員を

しているところでございます。

１名増で何人になっているのか、○丸山委員

教えていただくと。脳神経外科が特に大きいか

なと思っているんですけれども。

循環器内科で○青出木県立延岡病院事務局長

心臓カテーテルを行っておりますけれども、こ

ちらの医師が28年４月１日現在で５名でした

が、29年４月１日現在では６名となっていると

ころでございます。

病院全体の医師数でございますが、28年４月

１日現在で51名、29年４月１日現在で58名、そ

して今現在が59名となっているところでござい

ます。

しっかり医師確保を含めてやって○丸山委員

いただきたいということと、あとこの効果の中

で研修医もふえるんじゃないかということです

が、なかなか延岡は厳しい状況で。日南は地域

医療、地域連携で研修医もふえているというこ

とだったんですが、ここに書いているように、

本当に研修医が来てくれるものなのか そうなっ。

てほしいんですが、本当にそうなるのか説明を

もう少ししていただくとありがたいかなと思う

んですが。

実は前々から熊本大学から○阪本病院局次長
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ぜひこういったハードの整備もお願いしたいと

いう要望があっておりまして。これは我々の期

待でございますけれども、こういった器械、機

器の整備、施設の整備を図ることで、恐らく来

てくださるんじゃないかなと大いに期待してい

るところでございます。

一方、直接この心臓脳血管センターとは関係

ございませんけれども、来年の初期の臨床研修

医につきましてのマッチングというのをさきに

行っておりまして、実は久しぶりというと何で

すけれど、ここ数年ずっとゼロが続いておった

んですけれども、来年は延岡病院に３名の初期

の臨床研修医が来ていただけるということにな

りました。直接この心臓脳血管とは関係はござ

いませんけれども、我々としてはさらに増加と

いいましょうか、継続が期待できるんじゃない

かなと考えております。

ぜひ医師確保を含めてお願いした○丸山委員

いと思います。

それと、11ページの電子カルテのことについ

、 、てお伺いしたいんですが 先ほどの説明の中で

電子カルテにしっかり取り組んでいかないとい

けないということがあったんですが、今回の電

子カルテは、ＤＰＣを請け負っているところの

アドバイスを受けて、こういう電子カルテにし

、 、たいとか そういうようなイメージがあるのか

全くそれは関係ないということなのか、教えて

いただくとありがたいかなと思っています。

この電子カルテシステムの○阪本病院局次長

整備につきましては、ＤＰＣを担当しておりま

す会社とは関係はございません。これは当初か

ら予定されていた５年間の期間というのを今回

、 。迎えますので それに伴ってハードを整備する

それとあわせて、システムについても一部手直

し、それから必要な部分の更新を行います。

逆にＤＰＣをやっているところか○丸山委員

ら、こういうソフトにかえたほうがより効率的

になるとか、分析がしやすくなるというような

アドバイスを聞かなくてもいいものなのか。電

、子カルテシステムをきちんと構築しているから

ただ単に耐用年数が来ているから、かえていく

だけでいいと理解すればいいのかを教えていた

だければなと思っておりますが。

このＤＰＣについてのコン○阪本病院局次長

サルをしていますＧＨＣにつきましては、人の

行ういろんな医療行為であったり、点数の計算

であったり、そういったことについての指導、

助言をいただいているところでございます。

またシステムに関しての御意見というのは、

恐らく今後必要があれば、お伺いすることにな

ると思います。少なくとも今回に関しては、反

映はされておりません。

一応聞いてみていただいて。これ○丸山委員

だけお金をかけるのであれば、ちゃんとアドバ

イスをいただいて。かなり経営改革になってい

るということであれば、やっておけばよかった

なとならないように、確認だけはしていただく

とありがたいかなと思います。

、 、○井本委員 これは 競争入札でやるんですか

随意契約でやるんですか。

まず、ハードにつきまして○阪本病院局次長

は、基本的に競争入札を考えております。一方

ソフトのメーンとなります電子カルテシステム

は、５年前に入札といいますか、プロポーザル

で業者を決定いたしました。今回は、５年のハ

ードの更新にあわせる部分ですので、現在お願

いしております富士通との随意契約で、あと５

年間。５年後につきましては、またゼロからの

入札プロポーザルになろうかと思います。一応

５年前に10年間続くという前提での契約になっ
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ております。

今の説明、５年前に決まっていた○丸山委員

ということでいいですか。

失礼しました。契約そのも○阪本病院局次長

のはあくまでも、単年度で契約を更新するとい

う形でやっております。ですので、５年間は継

続するということでございました。今回の残り

の５年をどうするかというのは、今回の判断で

ございます。失礼いたしました。

そういう場合に、随契でやるとい○丸山委員

うのは、正しいのかなと、若干疑問が湧くんで

すが。随意契約でいいという根拠をお示しいた

だくとありがたいかなと思っています。

前回の平成24年度、25年度○阪本病院局次長

にかけまして、整備をいたしまして、そのとき

に約20億円の経費がかかっています。今回、ソ

フトの根幹部分は継続使用を考えておりますの

で、今回16億9,000万円ということで、継続する

ことでかなり経費的には節減できると考えてい

ます。

よくわからないんですが。今から○丸山委員

、 、発注だと思いますので 簡単に継続でいいのか

。 、もう少し議論をしていただいて 今の説明では

我々議会のほうで、ぱっと流れないような気が

するもので。本当に随意契約でいいのか、何か

もう少し競争原理を働かせたほうがいいのか。

今言うように、今後、全体としては安くなると

いう説明をいただかないと、はい、わかりまし

たということには、なりづらいんじゃないかと

思いますので。その辺は、もう少し検討した結

果を紙ベースでしっかり出していただければあ

りがたいかなと思います。よろしくお願いしま

す。

かなり巨額な発注でござい○阪本病院局次長

ますので、これについては、今までも慎重に検

討しておりますけれども、慎重に検討いたしま

して、また御報告を申し上げたいと思います。

今後について、事業効果の（１）○丸山委員

に長期的には経費の削減ができると書いてある

んですが、これはどういう意味なのか、具体的

に教えていただくとありがたいのかなと思って

おります。

このシステムにつきまして○阪本病院局次長

は、おおむね10年をめどとしております。した

がいまして、今回５年で打ち切って、新たにシ

ステムを構築するということになりますと、単

純にいいますと、先ほど申し上げました20億円

が今回16億9,000万円、この分は継続することで

節減をできているのではないかなと考えており

ます。

ハードにつきましては、全て更新をいたしま

すので、ほぼ同額になるのかなと思いますが、

そのシステムで約３億円程度は節減できている

ものと考えています。

３ページの給与費の部分なんです○日髙委員

けれども、先ほど丸山委員から医師の数につい

て質問が出たんですけれども、給与の中で、職

員数の増等ということで、どれぐらいを見込ん

でいらっしゃるのか、もしよかったら教えてい

ただきたいなと。

まず、職員数につきまして○阪本病院局次長

は、10月１日現在の職員数での、当初予算の計

上ですので、この見込みですけれども、全体と

いたしましては54名の増で予算の積算をしてお

ります。

確保ができる見込みということな○日髙委員

んですよね。

主には大半を占めますのは○阪本病院局次長

看護師でございまして、これについては、試験

を行っておりまして、確保しております。
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その上のほうなんですけれども、○日髙委員

先ほど西村委員のほうからお話があったんです

けれども、外来収益の増加の中で、地域連携の

強化に取り組むとあるんですが これはどういっ、

、 。た取り組みを行うのか 教えていただけますか

これは主に地域の民間病院○阪本病院局次長

との連携でございまして、民間病院でまず最初

に患者の方が診療を受けられて、これは高度な

、 、医療を要する 急な医療を要するというときに

県病院に紹介いただく。そして手術等を行いま

して、ある程度の急性期が過ぎましたら、また

地元の病院にお返しする。これが地域連携でご

ざいますので、主にはそういった民間病院のド

クターとの顔の見える関係をつくるということ

に尽きるかと思います。

ありがとうございます。○日髙委員

３点ほどお尋ねしたいと思います○有岡委員

が、15ページの県立病院の分娩料について周知

を行うということで、30年７月１日が施行期日

になっていますが、３カ月間の周知を行うとい

うことで、どのような周知を行う予定なのか、

お伺いいたします。

ホームページですとかマス○阪本病院局次長

コミ等を使いましての広告、それから当然なが

ら病院それぞれにおきまして掲示等を行いまし

て、患者の皆様、県民の皆様への周知を図りた

いと考えております。

よく話題になるのは、里帰りして○有岡委員

急に出産ということがあって、病院にお世話に

なるというような場合、大変難しい対応を迫ら

れるというようなこともあるんですが そういっ、

たことを含めて周知をして対応するということ

でよろしいでしょうか。

そうですね。やはり急性期○阪本病院局次長

ということでありますと、県病院に来られる方

が多いかと思いますので、実家といいましょう

か、そういったところに対して、マスコミ等を

通じて周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。

周知の関係で、９ページの県立病○有岡委員

院の工程表の中では、平成30年度に仮設工事か

ら道路の改築工事まで予定してますが、この周

知については、その関係者または通学路関係、

そういった辺の周知というのは、現在どのよう

な形で行われるのかお伺いいたします。

病院周辺の住民の方々につ○阪本病院局次長

きましては、昨年の11月に説明会を行っており

まして、大体200戸ぐらいお配りして、大体60名

ぐらい来ていただいております。

また、宮崎市が開催いたします公聴会、説明

会も県病院でございました。こちらは人数が少

なかったんですけれども、該当する住民の方、

土地・建物の所有者の方には周知を図っている

ところでございます。

現在利用している患者さんやその○有岡委員

家族の方、そういった方への周知というのは、

大事だと思うんですが そこら辺をやっていらっ、

しゃるのか。院内でそういった取り組みをされ

ているのかまでお伺いいたします。

現在、委員会、マスコミの○阪本病院局次長

皆さんにお知らせしている程度のことを掲示は

しておりますけれども、いよいよ工事が始まる

ところになりましたら、さらに詳細な掲示とい

いましょうか、周知を、患者の皆様、それから

家族の皆様にも図る必要があるものと考えてお

ります。これからだと思います。

もう１点、13ページの高度医療専○有岡委員

門人材等育成事業というのを。説明はなかった

、 、んですけれども 毎年行っているということで

、例えば短期研修にどのくらい行かれているとか
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この予算の中での予定枠をお伺いしたいと思う

んですが。対象件数なり、人数等がおわかりに

なるでしょうか。例えば助産師の育成事業に、

また認定看護師を何人とか、そういう目標数字

がある中でのこの事業費なのかなと考えたもの

ですから、おわかりになればお伺いしたい。

積算についてはちょっとお○阪本病院局次長

待ちください。逆に今年度の実績でございます

けれども、ドクターにつきましては、今年度２

名を、東京都のがん研究有明病院と同じく東京

都の国立がん研究センター中央病院に短期で派

遣をしています。

それから、医師以外のいわゆるコメディカル

スタッフの職員につきましては、今年度87名の

職員にそれぞれ助成をしまして、研修を行って

おります。大体これを若干上回る予算の確保を

しているところでございます。

大変細かく聞きますが、例えば認○有岡委員

定看護師も、ぜひ取りたいという看護師の方が

いらっしゃる。その中で、なかなか時間的な調

整ができなくて受けられないという実態もある

んじゃないかと思うんですが、毎年どれぐらい

の数を予定して積算をされているのかお伺いで

きればと思っております。実績でも結構ですの

で、よろしくお願いいたします。

この認定看護師といいます○阪本病院局次長

のは、看護師会等が看護師の中でも特定の分野

についての技能を持った看護師について、認定

を行うわけです。そのためには、３カ月か、長

いと半年の集中的な研修を受ける必要がござい

ます。

その研修でございますが、県として研修を行

いまして、その結果、新規に認定の資格を取得

をした者が、今年度は２名でございまして、28

年度は４名、27年度は６名の職員が新規に資格

を取得をしております。

新規取得以外に５年に１回は更新が必要でご

ざいますので、必要に応じて更新を毎年行って

おります。

この人材育成の積算でございますが、医師等

の短期派遣につきましては、毎年度12名分の予

算、410万円を確保しております。

それから、ことしは実績がございませんが、

海外の学会等への派遣が２名、70万円を積算し

ております。

それから、認定看護師につきまして、新規取

得が４名で1,500万円、それから看護師以外のコ

メディカルスタッフにつきましても、13名で

約900万円を積算しております。

要望ですが、ぜひ研修されて、例○有岡委員

えば院内感染対策はどうするとか、そういう研

修の成果を各病院に広げていただきながら、生

。かしていただければありがたいと思っています

ありがとうございました。

経営改善のことで改めてお伺いし○丸山委員

たいんですが、前回の委員会の中で、９カ月ぐ

らいで、２億5,000万円ぐらい改善できたという

ことで、それが９月ぐらいから始まったところ

もあるという説明を受けたんですが。１年間全

ての診療科なりで始まっていくと思っているん

ですが、このＤＰＣのおかげで、30年度は大体

どれくらいを目標といいますか、目標を前年に

対してではなくて、２年前にするのか、どうい

うふうにするのかよくわからないですが、どの

ような感覚を持っていらっしゃるのかというの

をお伺いできればと思います。

まず、この診療科ミーティ○阪本病院局次長

。 、ングでございます 先週御説明しましたとおり

４月から始まったんですが、最終的に行き渡っ

たのが９月でございました。
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これにつきまして、30年度につきましては、

今の計画では、まず先に入退院支援センター、

を新しく立ち上げますので、まずはこちらに集

中して、大体９月をめどに各診療科ミーティン

グの２巡目を行いたいと考えております。

現在のところ、目標数字というのは、大変申

しわけございません、なかなか積算が難しい点

もございます。しかも２億5,000万円から幾ら上

積みできるかというところは、さすがに同額と

いうのは無理だろうと思っておりますので、で

きるだけ多くの収支改善に取り組みたいと考え

ておりますが、具体的な目標というのは掲げて

おりません。

、○丸山委員 なかなか難しいかもしれませんが

できる限り目標があったほうがいいと思ってお

ります。ぜひプランドゥチェックみたいな感じ

で、何が改善できて何が足りないのかというの

をしっかりやっていただいて、できれば３億と

か４億とかできれば５億とかいうぐらいの目標

をしっかりと掲げていただきたい。なおかつ早

く退院できることによって、患者さんもよかっ

た、地域連携ができたとかいうような形をしっ

かりやっていただければ、本当の意味での経営

改善、また県民も本当によかったなというふう

になっていくと思っておりますので、しっかり

と取り組んでいただければと思います。

どうしても医師確保というのが大きな問題に

なってくると思っているのですが 先ほど平成29。

年度全体で203名と。資料でいただいたことがあ

るんですが、最終的な目標は236名ぐらいの医師

が確保できれば、ある程度ちゃんとした目標が

できるということを伺っているんですが 平成30、

年度は、この203名から大体何名ぐらいまで医師

確保をしたいなという思いなのか。宮崎病院

は107名というふうに思っているんですが、日南

病院が38名でずっと変わってない 延岡病院は58。

名ということなんですが、それぞれの病院長で

どの辺まで伸ばしたいという思いがあれば、ま

ずはそこをお伺いできればと思っております。

。○菊池県立宮崎病院長 宮崎病院でございます

医師を何人目標とするかというのは、どのよう

な医療を提供するかということに尽きると思い

ます。今宮崎病院においては、先進医療をやり

たいということでございますので、100数名のド

クターがいます。

具体的にどのくらい必要なのかというのは、

他県の同じような医療を提供している県立病院

を参考に今考えているところでございます。で

は、幾らかと言われると、医師確保は非常に難

しいです。何でもできる医師というわけにはい

かないわけです。例えばこの分野のこれをやる

というような医師、それと今現在いる医師とう

まく協調してやれるか。それから御承知のよう

に、大学の医局との関係といった、非常にたく

さんのファクターが絡みますので、いい医療を

提供するために、このくらいは欲しいという大

体の考えはありますが、なかなか難しいです。

数字は申しわけありません。

今宮崎病院としては、一番必要なところを集

中して医師を確保するというスタンスでやって

おります。全体でこれだけやりたいという、大

体プランニングは皆さんお持ちだと思いますけ

れども、なかなか難しいので、今宮崎病院の一

番のウィークポイントになっているところを集

中して確保に励んでいるというようなところで

ございます。

延岡病院は今59名です○栁邊県立延岡病院長

けれども、何人必要かということになると、と

りあえず定数が決まっていると思うんです。そ

れが66名か67名だったと思うんです。それは数
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年前に再検討をしたときのお話だと思いますけ

れども、それでも数としては全然足りないと思

います。

２人でやっている診療科も多いわけですけれ

ども、当直明けに手術をするとか、あるいは１

人が学会等、あるいは夏季休暇等で休みになる

と１人になってしまうわけですので、そのとき

の診療体制は非常に落ちるわけです。

そういうことを含めると、各診療科最低３人

以上はいないといけないだろうと。あるいは今

後の働き方改革委員会等々あると思いますけれ

ども、そうなったら、３人でも足りないかもし

れない。そういう形になっていきますので、現

在の定数で60数名というのは、不足になってい

くだろう。

ただ、現在59名なのに、目標を80名、90名と

しても、その差が非常に大きくなりますので、

現実的な定数として、60数名というのを言って

いると思います。

例えば済生会熊本病院の話をして申しわけな

いですけれども、あそこは400床。うちが定数

は460床ですけれども388床で運用してまして、

それでうちが 5 9名、済生会はざっといっ

て140、150名いるわけです。研修医はまた別に

います。そういうところが都市部では珍しくな

くなってきているわけです。

なので、理想を言えば、私は倍ぐらい欲しい

なと思ってますけれども、それは非現実的なの

で、先ほど菊池院長も言われましたけれども、

何人いるのだということになると、非常に難し

。 。 、い 多いにこしたことはない 医師がふえると

、その分収益も上がっていくことが多いですので

最低で70、80名は欲しいと思っていますけれど

も、それは目標です。

日南病院は、研修医を除○峯県立日南病院長

いて常勤医が39名です。私が思うには、一番足

りないところは内科です。病院の一番の中心の

柱になるのが内科だと思うんですが、今４名し

。 、かいません 循環器は別にいるんですけれども

循環器を除く内科が４名なので、何が一番欲し

いかと言われたら、内科の先生が３名ぐらい欲

しいところです。あと麻酔科が１名というのが

現実です。

院長になってから、大学のほうには医師派遣

のお願いに行くんですけれども、大学の実情と

病院の現実を見ると、まずはとにかく現状を維

持したいです。

減らないようにというのが正直なところで、

できれば内科をもっと欲しいというのが現実で

す。

苦しい実情はわかります。医師を○丸山委員

確保することによって、県民の命を守るという

ことに、全力を挙げていただきたいと思ってい

ます。

また、特に県立宮崎病院に関しましては、今

回改築をするに当たって、我々の思いというの

は、特に私は西諸でありますので、県病院がな

い地域もしっかりと支えていくために、地域医

療を守る医者をつくってほしいということだっ

、 、たんですが 今まだ自治医科大学卒の先生方も

地域医療のほうに従事してもらっていますが、

各診療科に張りついていて、本当の地域医療と

の連携がなかなかできていないということだっ

たものですから、そこはしっかりと。県立宮崎

病院は、確かに三次救急を担う場所ということ

はわかっているんですが、今回の改築に当たっ

ては、地域にしっかり貢献できる、県全体の病

院に貢献できるように取り組んでいただきたい

と思っておりますので、その辺も理解していた

だいていると思っているんですが、改めて宮崎
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病院長にお言葉をいただければと思っておりま

す。

委員の思いはよくわか○菊池県立宮崎病院長

ります。宮崎病院は地域医療科ということで医

師を確保しております。これはもともと地域の

医療が少ないところに宮崎病院としてお手伝い

をしようということです。

ですが現実は、地域医療科のドクターの専門

科の問題もありまして、なかなか派遣というよ

うなことはできていないですが、これは宮崎病

院に課せられた大きな使命であると思っており

ますので、病院局の指導を仰ぎながら、前向き

に進めていこうと思っております。

ぜひよろしくお願いします。○丸山委員

今医師確保の大変さをいろい○田口副委員長

ろ伺いましたが、延岡病院においては、２年前

と比べると現時点で８名ほどふえている。そう

いう状況があって、来月からドクターカーも走

るようになりますし、今回カテーテルの新しい

施設をつくっていただけるというのは、大変う

れしく思っております。

長年延岡では、医師確保が厳しい状況であり

ましたので、今挨拶等でこのことを報告します

と、非常に喜んでいただいております。さらに

医師の確保はお願いをしたいと思っております

が、カテーテル事業の関係で、細かいことです

けれども教えていただきたいんですが、県立３

病院で、各病院ごとのカテーテル手術は、年間

どの程度行われているのかがわかれば教えてく

ださい。

申しわけございません。今○阪本病院局次長

３病院の数字は手元にございません。延岡病院

に関しましては、既に委員御存じかもしれませ

んが、平成28年度の実績といたしまして、心臓

カテーテルは、まず検査をしてその後手術等も

行いますので、この２つを合わせますと、昨年

度が1,014件行っております。内訳としまして、

検査が549件、手術は465件行っております。

先ほどの説明で、１人の患者○田口副委員長

を手術をしていると、緊急に来た場合には、対

応できずに、宮崎とかに移送しているというこ

とでしたが、具体的に移送というか、対応でき

なかった件数というのはどれくらいあるかわか

るんですか。

実際に移送せ○青出木県立延岡病院事務局長

ざるを得なかった件数というのは残念ながらご

ざいません。実質的にそれほど多い事例ではな

いかと思いますけれども、しかし実際にもし処

置中に患者さんがお見えになった場合には、そ

うせざるを得ない状況というのが続いておりま

すので、そういう場合には、もう１室ないと対

応できないので、ぜひこういう形で認めていた

だきたいということで、今回要求させていただ

いているところでございます。

そうしますと、１室が２室に○田口副委員長

なるということは、先ほどの数字が単純に倍ぐ

らいになると思ってもいいですか。大体どれぐ

らいを想定しているんでしょうか。

なかなかさすがに倍とはい○阪本病院局次長

きませんで、現在我々としては1.5倍を見込んで

おるところでございます。大体1,500件程度でご

ざいましょうか。

最後の要望ですけれど、これ○田口副委員長

は脳血管に関しては、専門医がまだ延岡はいな

い状況ですので、この医師の確保に全力を注い

でいただけたらと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

ほかにありますでしょうか。○右松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありますでしょう○右松委員長
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か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって病院局○右松委員長

を終了いたします。執行部の皆様大変お疲れさ

までした。ありがとうございました。

暫時休憩します。

午前11時16分休憩

午前11時18分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

まず、当委員会に付託されました議案等につ

いて、概要説明を求めます。

おはようございます。福○畑山福祉保健部長

祉保健部でございます。当委員会に御審議をお

願いいたしております議案等につきまして、概

要を御説明申し上げます。

まず、お手元の厚生常任委員会当初資料の表

紙をめくっていただきまして、目次をごらんく

ださい。

福祉保健部関係の議案は、１つ目の丸にあり

ますように、平成30年度当初予算関連議案が３

件のほか、２つ目の丸の特別議案としまして、

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例など、条例制定・改正関係の議案が13件、こ

のほか委員会資料にはございませんが、条例廃

、 、止の議案が１件 また計画の変更関係の議案が

医療計画など４件、以上の21件となっておりま

す。

これらの議案のうち、私のほうからは、当初

予算の概要について御説明をさせていただきま

す。１ページをお開きください。

Ⅰ平成30年度福祉保健部当初予算（案）の概

要でございます。この福祉保健部の予算額、一

般会計で1,070億8,725万9,000円で、29年度の当

初予算額と比較しまして、23億3,049万6,000

円、2.1％の減となっております。

福祉保健部の予算案につきましては、社会保

障関係費等を経常経費として計上するととも

に、30年度重点施策の「未来を支える人材育成

・確保と中山間地域対策の強化」のうち、子育

、て支援の推進に係る事業を中心に計上したほか

県政において直面する課題に対応するため、地

域医療介護総合確保基金事業や産科医療提供体

制強化事業などの所要額を計上したところであ

ります。

なお、一般会計予算が前年度から減少した理

由でございますが、これは国民健康保険の制度

改革によりまして、従来一般会計で計上してい

た事業の一部を、今回新たに設置をお願いして

おります特別会計に計上したこと等によるもの

でございます。

各課別の予算につきましては、下の２の表に

記載のとおりでございます。また、ただいま申

、し上げましたこの表の下から３番目の特別会計

国民健康保険特別会計につきましては、当初予

算額は1,157億6,108万7,000円を計上しておりま

す。

その下の母子父子寡婦福祉資金特別会計につ

きましては、当初予算額は２億7,095万6,000円

で、対前年度比8,632万8,000円、24.2％の減と

なっております。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた福

祉保健部の予算の合計額は、一番下の欄にござ

いますが2,231億1,930万2,000円で、前年度の当

初予算額と比較しまして、1,133億4,426万3,000

円、103.3％の増となっております。

以上が、当初予算の概要でございますが、次

の２ページをごらんください。こちらに当部の

重点施策関連の事業を掲載しておりますので、

後ほど御参照いただければと存じます。
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また、各課の主な新規・改善事業につきまし

ては、次の３ページから44ページにかけて掲載

しております。

次に、債務負担行為についてであります。平

成30年２月定例県議会提出議案（平成30年度当

初分）の９ページをお開きください。

福祉保健部関係の債務負担行為の追加は、上

から４件目の医療薬務課の地域医療介護総合確

保計画推進事業及びその下の衛生管理課の広域

連携推進のための宮崎県水道ビジョン策定事業

の２件でございます。これらの債務負担行為の

追加や予算事業の詳細につきましては、後ほど

それぞれ担当課長・室長から御説明を申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。

なお、別冊でお配りしております決算特別委

員会の指摘要望事項に係る対応状況の個別的指

摘要望事項並びに条例など特別議案の詳細につ

きましても、それぞれ担当課長から御説明を申

し上げますので、当初予算議案とともに、よろ

しく御審議をお願いいたします。

最後に、常任委員会資料の目次の２枚目をご

らんください。中ほどに記載をしておりますそ

の他報告事項といたしまして、医療費適正化計

画など４件の計画策定について、担当課長から

御説明を申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

なお、本日は机上配付資料としまして、Ａ３

の資料平成29年度議決計画等一覧をお配りをし

ております。本日御説明を申し上げます８つの

計画の概要をまとめたものですので、後ほど御

参照いただければと存じます。

私からは以上でございます。

。○右松委員長 部長の概要説明が終了しました

これより４班に班分けして議案等の審査を行

い、最後に総括質疑の時間を設けることとしま

す。

歳出予算の説明については、重点・新規事業

を中心に簡潔に行い、あわせて決算における指

摘要望事項に係る対応状況についても説明をお

願いします。

それでは、初めに福祉保健課、指導監査・援

護課、医療薬務課の審査を行いますので、それ

ぞれ説明をお願いします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

。○小田福祉保健課長 福祉保健課でございます

まず議案第１号「平成30年度宮崎県一般会計予

算」につきまして御説明いたします。

お手元の平成30年度歳出予算説明資料をお願

いいたします。福祉保健課のところ、115ページ

をお開きください。

福祉保健課の平成30年度当初予算額は、左か

ら２つ目の欄になりますが、総額で113億2,670

万4,000円でございます。

主なものにつきまして御説明をいたしま

す。117ページをお開きください。

中ほどの 事項 社会福祉総務費3,926万6,000（ ）

円であります。主なものは説明欄４の地域生活

定着促進事業の2,000万円でございますが、これ

は高齢であったり障がいがあるために、福祉的

な支援を必要とする刑務所等からの出所予定者

に対し、矯正・更生保護部門と福祉部門が連携

して、円滑な社会復帰と地域生活への定着を支

援するものであります。

次に、下の（事項）社会福祉事業指導費４

億8,485万6,000円であります。これは説明欄の

社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補

助金で、社会福祉施設等の職員を対象に、退職

手当を支給する福祉医療機構に対しまして、経

費の一部を補助するものであります。
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次に、一番下の地域福祉対策事業費１億1,751

万円であります。118ページをお開きください。

主なものは、１の地域福祉活動推進事業932万

円で、これは地域福祉を支える人材であります

地域福祉コーディネーターの養成や、さまざま

な関係機関が連携して行う、地域における福祉

の課題を解決する取り組みに対し、助成を行う

ことにより、住民がともに支え合う仕組みづく

りを推進するものであります。

次に、３の福祉サービス利用支援推進事業

6,020万円で、これは初期の認知症などにより※

判断能力が十分でない方に、福祉サービスの利

用手続の支援等を行うものであります。

次に、２つ下の（事項）民生委員費１億3,535

万3,000円であります。主なものは、１の民生委

員活動費等負担金の１億3,187万6,000円で、こ

れは民生委員の活動経費等を負担することによ

り、民生委員による地域福祉活動の促進を図る

ものであります。

次に、下の（事項）生活福祉資金貸付事業

費2,261万6,000円であります。これは、県社会

福祉協議会が実施しております低所得者等に対

する生活福祉資金貸付事業に要する事務費につ

いて、補助を行うものであります。

119ページをごらんください。上から２つ目の

（事項）生活困窮者支援事業費2,885万円であり

ますが、説明欄２の改善事業、３と４の新規事

業につきまして、後ほど常任委員会資料により

御説明いたします。

次に、２つ下の（事項）福祉総合センター費

１億3,863万4,000円であります。これは説明欄

１の福祉総合センター管理運営費や、２の社会

福祉事業従事者を対象に、研修を行う社会福祉

研修センター事業、それから３の福祉人材の無

料職業紹介等を行う福祉人材センター事業に要

する経費であります。

４の改善事業、福祉で働こう！ひなたの人材

確保推進事業につきましては、後ほど常任委員

会資料により、御説明いたします。

120ページをお開きください （事項）自殺対。

策費の改善事業「いのちをつなぐ 「地域で支え」

る」自殺対策推進事業につきましても、後ほど

御説明いたします。

次に、121ページをごらんください。中ほどの

（ ） 。事項 扶助費33億5,771万6,000円であります

これは生活保護に要する経費でございまして、

主なものは説明欄１の生活保護扶助費30億12

万3,000円であり、生活保護法に基づく生活や医

療費、教育費など８種類の扶助に要する経費で

あります。

次の122ページから124ページの（事項）医務

諸費までは、福祉保健課の出先であります衛生

環境研究所、それから保健所の運営費及び部の

連絡調整費などを計上しております。

124ページの一番下の 事項 県立病院管理費41（ ）

億581万1,000円ですが、これは県立病院の運営

などに要する経費の一部を、一般会計において

負担するものであり、福祉保健課において予算

措置を行っているところであります。

それでは、主な新規改善事業について御説明

をいたします。お手元の常任委員会資料の３ペ

ージをお開きください。

まず、改善事業 「子どもたちの夢・挑戦」応、

援事業であります。１の目的・背景であります

が、子供の将来が生まれ育った環境に左右され

ないよう、地域における関係機関のネットワー

クを構築するとともに、幅広く支援に携わる人

材・団体の育成や各種支援制度の周知を図るも

のであります。

※31ページに訂正発言あり
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次に、２の事業概要であります （１）であり。

ますが各市及び郡部福祉事務所におきまして、

子供の貧困対策会議を開催することにより ネッ、

トワークを構築し、地域の実情に応じた効果的

な取り組みの検討を行います。

次に （２）でありますが、県内で貧困対策に、

積極的に取り組む方々を対象に、研修会等を実

施することで、支援に携わる人材や団体を育成

するものであります。

（３）でありますが、県内全ての中学２年生

及び高校１年、２年生に学校等を通じまして、

奨学金制度などを記載した概要集「桜さく成長

応援ガイド」を配布し、進学や就職におけるさ

。まざまな支援内容の周知を図るものであります

次に ３の事業費ですが 654万6,000円となっ、 、

ております。

最後に、４の事業効果ですが、地域において

子供の貧困対策会議を開催し、地域の実情に応

じた対策を検討するとともに、県内で幅広く貧

困対策に取り組む方々を対象に、研修会などを

実施することによりまして、支援に携わる人材

や団体を育成し、参加者同士の連携を図ること

ができるものと考えております。

また、奨学金制度などを記載した概要集を作

成することによりまして、進学や就職などの支

援について、広く周知を図ることができるもの

と考えております。

、 。 、次に ４ページをごらんください 新規事業

生活困窮者家計相談支援事業であります。

１の目的・背景でございますが、多くの生活

困窮者が抱えている収入や消費、多重債務など

の家計の問題を解決し、みずからの力で家計が

、管理できるよう総合的に支援を行うことにより

、生活の再建を図ることを目的としておりまして

県の福祉事務所が所管する町村を対象とするも

のであります。

次に、２の事業概要ですが、大きく４つの支

援を行うものであります。

まず （１）でありますが、家計の見える化に、

よりまして、収支の均衡が図られるよう出納管

理の支援を行うなど、相談者みずからが家計の

管理ができるよう支援を行うものであります。

（２）でありますが、債務整理が必要な方に

対し、多重債務に関する窓口などと連携し、必

要に応じて法律の専門家への相談に同行するな

ど、債務整理に向けた支援を行うものでありま

す。

（３）でありますが、家計の状況や滞納の状

況などにつきまして、徴収の免除、猶予、分割

納付等を検討しまして、自治体の担当部署等と

。の調整や申請などの支援を行うものであります

（４）でありますが、貸付金の額や使途、家

計再生の見通しなどを記載した貸付斡旋書を作

成し、家計の状況や家計再生プランなどを貸付

機関と共有し、貸し付けの円滑で迅速な審査に

つなげるものであります。

次に ３の事業費でございますが 437万8,000、 、

円となっております。

最後に、４の事業効果ですが、生活困窮者が

みずからの家計の状況を把握し、どのように家

、 、計を管理すればよいか 理解できるようになり

収支の改善や管理能力の向上等により、自立し

た生活の定着が可能になるものと考えておりま

す。

また、多重債務や滞納の解消などの支援を行

うことによりまして、再びそのような状態にな

らないための家計管理ができる力を身につける

ことができるものと考えております。

次に５ページをごらんください。新規事業、

生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業で
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あります。

まず、１の目的・背景ですが、生活困窮世帯

の子供を対象に、学習の習慣づけや進路を考え

るきっかけづくりなどを含めた、総合的な学習

支援を行うことにより、貧困の連鎖の防止を図

ることを目的としておりまして、県の福祉事務

。所が所管する町村を対象とするものであります

次に、２の事業概要ですが、大きく子供への

。支援と保護者への支援の２つに分けております

まず （１）の子供の状況に応じた学習支援で、

すが、①の学習の習慣づけとしまして、日常生

活の習慣、意識の改善を図り、学習を行う習慣

づけを支援いたします。

次に、②でありますが、高校受験のための進

学の支援や学校の勉強の復習、わからない内容

の学び直しなどを支援いたします。

③でありますが、個別の進路相談や進学に必

要な奨学金などの公的制度等の紹介などを行う

ことにしております。

④でありますが、自宅以外の場所において社

会性などを育むため、身近な地域において子供

が安心して通える場所の提供を行います。

次に （２）の保護者への養育の支援でありま、

す。子供の学習や進学への関心を高めるために

は、保護者の意識を育てることも重要でありま

すので、必要な知識の習得や、進学に必要な奨

学金などの公的制度等の紹介などを行います。

次に ３の事業費ですが 421万8,000円となっ、 、

ております。

最後に、４の事業効果ですが、生活困窮世帯

の子供に対する学習支援や保護者への養育支援

などを行うことによりまして、将来の希望や意

欲を育むことにつながり、困窮世帯からの自立

や、貧困の連鎖の防止が図られるものと考えて

おります。

、 。 、次に ６ページをごらんください 改善事業

福祉で働こう！ひなたの人材確保推進事業であ

ります。

まず、１の目的・背景ですが、将来の福祉の

担い手として期待される若年層等と本県への移

住・ＵＩＪターン希望者に対し、福祉の仕事へ

の理解を深める取り組みを行い、福祉分野への

進路選択や就業を推進することにより、県内の

社会福祉事業等従事者の確保を図るものであり

ます。

次に、２の事業概要ですが、まず （１）の福、

祉の仕事キャリア教育連携事業でありますが、

教育関係者と連携しまして、小学生から高校生

まで各世代に応じた出前講座を実施することと

しております。

また、高校生以上の学生や求職者を対象に、

福祉分野を選択していただけるよう事業所見学

会を開催することとしております。

次に （２）福祉人材ＵＩＪターン強化事業で、

ございますが、現在、福祉現場で活躍している

ＵＩＪターン者の動画やＵＩＪターン者のイン

タビュー記事や資格取得の支援制度等を掲載し

たパンフレット等を作成し、移住相談会等のさ

。まざまな機会にＰＲを実施するものであります

次に ３の事業費ですが 975万4,000円となっ、 、

ております。

最後に、４の事業効果ですが、若年層等や移

住・ＵＩＪターン希望者の福祉の仕事に対する

理解が深まり、福祉分野への進路選択や就業が

促進されることで、福祉人材の確保につながる

ものと考えております。

、 。 、次に ７ページをお開きください 改善事業

「いのちをつなぐ 「地域で支える」自殺対策推」

進事業」であります。

１の目的・背景ですが、本事業はこれまでも
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実施してまいりました自殺のリスクに応じた段

階ごとの対策、いわゆるいのちをつなぐ取り組

みの充実に加えまして、地域福祉分野で実施し

てまいりました見守りの強化や、生きがいの醸

成に向けた取り組み、いわゆる地域で支える取

り組みも組み入れて実施することにより、総合

的かつ包括的な自殺対策を展開し、誰も自殺に

追い込まれることのない地域づくりを推進する

ものであります。

次に、２の事業概要ですが （１）のいのちを、

つなぐ取り組みといたしまして、基盤の強化、

事前予防、自殺発生への危機対応、事後対応の

それぞれの状況に応じた一次、二次、三次予防

の対策において実施してきたこれまでの取り組

、 、みに加えまして ①の基盤強化につきましては

自殺対策基本法の改正において、地方公共団体

に義務づけられました自殺対策計画の策定を、

県内全市町村において促進させるための事業を

新たに展開していくほか、②の一次予防では、

本県で自殺者数の減少が、他の世代に比べ鈍い

状況であります働き盛り世代、それから若年層

への対策の強化のため、民間事業者や教育機関

向けの研修を新たに実施いたします。

また、③の二次予防では、自殺防止のための

夜間電話相談におきまして、相談員が不足して

いるという現状を踏まえまして、相談員不足の

解消と夜間相談体制の充実化を図るため、委託

先であるＮＰＯ法人の相談員養成研修に係る講

習料の一部を助成する事業を展開し、相談員の

確保に努めてまいりたいと考えております。

次に （２）の地域で支える取り組みとしまし、

ては、これまでも実施してまいりました世代間

交流の拠点整備を通して、地域住民の居場所づ

くりを市町村と連携しながら推進していくとと

もに、この居場所を起点とした地域活動の核と

なるキーパーソンの育成を図るため、先進的活

動を展開する県内外のＮＰＯ法人等の団体を講

師として市町村に派遣し、講習会を開催する事

業を実施したいと考えております。

次に、３の事業費でございますが、5,240

万3,000円となっております。

最後に、４の事業効果ですが、全ての世代や

地域におきまして、自殺者の減少が期待できる

とともに、地域のつながりの強化や活性化が促

進され、誰も自殺に追い込まれることのない暮

らしやすい地域づくりが推進されるものと考え

ております。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況について、御説明いたします。お手元

の決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の４ページをお開きください。③の民生委員

の将来のなり手の確保につきまして、御指摘を

受けておりました。

資料にありますように、平成29年12月時点の

本県における民生委員の充足率は97.3％で、平

成28年12月の一斉改選時から1.3％増加しており

ますが、市町村等に対して、引き続き人材の掘

り起こしを働きかけているところであります。

将来にわたって民生委員のなり手を確保する

ためには、地域住民の民生委員活動に対する理

解の促進や、民生委員を支える人材の育成等に

より、その業務負担の軽減を図ることが重要で

あります。

このため、県では、従来から宮崎県民生委員

児童委員協議会との意見交換等を行いまして、

民生委員活動の実態などの把握に努めてきたと

ころでありますが、今年度が民生委員制度創

設100周年に当たりますことから、大学生などの

若い世代にも参画していただきながら、県民の

皆様に民生委員の役割や、やりがい等を効果的
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に周知してまいりたいと考えております。

また、地域の福祉課題の解決に取り組む地域

福祉コーディネーターを初め、関係機関等との

連携した活動の促進にも取り組んでまいりたい

と考えております。

福祉保健課からは以上であります。

指導監査・援護課○池田指導監査・援護課長

分を御説明をいたします。お手元の平成30年度

歳出予算説明資料の指導監査・援護課のとこ

ろ、125ページをお開きください。

、指導監査・援護課の平成30年度当初予算額は

左から２つ目の欄にありますように２億678

万9,000円でございます。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。127ページをお開きください。中ほどの（事

項）社会福祉事業指導費の3,541万9,000円であ

ります。

主なものは、説明欄の２の新規事業、社会福

祉法人改革・連携支援事業の3,152万1,000円で

すが、これは後ほど厚生常任委員会資料で御説

明いたします。

次に、その下の（事項）地域福祉対策事業費

の965万8,000円であります。

主なものは、説明欄の１の（１）福祉サービ

ス運営適正化推進事業の870万2,000円でありま

すが、これは福祉サービスに関する利用者等か

らの苦情を適切に解決するための機関である運

営適正化委員会を設置しております県社会福祉

協議会に対して補助を行うものであります。

。 （ ）128ページをお開きください 中ほどの 事項

戦傷病者・引揚者及び遺族等援護費の94 2

万1,000円であります。主なものは、説明欄の６

の特別給付金等支給裁定事務費の738万5,000円

でありますが、これは戦没者等の遺族に対して

支給される特別給付金等の裁定事務に要する経

費であります。

次に、その下の（事項）戦没者遺族援護事業

費の900万7,000円であります。まず説明欄１の

追悼・援護事業の628万1,000円ですが、これは

政府主催の全国戦没者追悼式に参列される遺族

に対しての支援や、各種援護事業を行う県遺族

連合会に対して補助を行うものであります。

続いて、説明欄の２の戦争体験継承事業の272

万6,000円ですが、これは戦没者や遺族の方々の

御労苦や平和の尊さを伝えるため、宮崎県平和

祈念資料展示室やホームページの運営による情

報発信を行うほか、次の世代に戦争体験の継承

を図るため、戦争体験者が小中学校を訪問し、

子供たちに戦争体験を聞く機会を提供するもの

であります。

続きまして、お手元の厚生常任委員会資料の

８ページをお開きください。新規事業、社会福

祉法人改革・連携支援事業であります。

まず、１の目的・背景ですが、平成29年４月

に全面施行されました社会福祉法の改正に伴い

まして、社会福祉法人に対する指導・監査体制

の強化等を図るとともに、複数の社会福祉法人

が連携して行う地域貢献の取り組み等を支援す

るものであります。

次に、２の事業概要ですが、大きく３つの事

業を行うこととしております。

まず （１）の指導・監査体制強化事業は、国、

が運用する財務諸表等電子開示システムを通じ

た社会福祉法人からの決算報告の確認等を円滑

に進めるとともに、税理士等の専門家の助言に

基づき、法人運営の指導を行うなど、指導・監

査体制の強化を図るものであります。

次に （２）の会計監査人設置モデル事業は、、

会計監査人設置の義務づけが予定されている社

会福祉法人を対象に、公認会計士または監査法
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人による会計監査をモデル的に実施し、会計監

査人監査を導入するに当たっての課題等の整理

を行うものであります。

次に（３）の社会福祉法人連携支援事業は、

複数の社会福祉法人が参画するネットワークを

通じて、地域の福祉ニーズを踏まえた協働型の

地域貢献の取り組み等を支援するものでありま

す。

次に、３の事業費ですが、3,152万1,000円と

なっております。

最後に、４の事業効果ですが、社会福祉法人

の適正な運営の確保や、地域社会に貢献する取

り組みの促進など、社会福祉法人制度改革の着

実な進展が図られるものと考えております。

指導監査・援護課からは以上でございます。

ここで暫時休憩をとらせていた○右松委員長

だきまして、１時再開とさせていただきたいと

思います。暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

医療薬務課分を御説明い○田中医療薬務課長

たします。

最初に、当初予算の関係について御説明いた

します。

お手元の平成30年度歳出予算説明資料の医療

薬務課のところ、129ページをお開きください。

医療薬務課の平成30年度の当初予算は、左か

ら２つ目の欄にありますように、41億6,776

万6,000円でございます。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

132ページをお開きください。

ページの下から２番目の（事項）へき地医療

対策費１億8,789万2,000円であります。

主な事業は、説明欄１の自治医科大学運営費

負担金等１億3,665万5,000円ですが、これは、

へき地勤務医師を養成している自治医科大学に

対する県の負担金などであります。

次の 事項 救急医療対策費11億8,568万7,000（ ）

円であります。

主な事業は、その次のページをごらんくださ

い。

説明欄２の第三次救急医療体制整備３億623

万9,000円ですが、これは、重症・重篤な救急患

者を受け入れる救命救急センターの運営費を負

担するものであります。

次に、６の医療施設スプリンクラー等整備事

業４億8,300万円ですが、これは、医療施設が行

うスプリンクラー等の整備を支援するものであ

ります。

次の ７ ドクターヘリ運航支援事業２億3,512、 、

万9,000円ですが、これは、ドクターヘリの運航

を支援するとともに、フライトドクター、フラ

。イトナースの研修支援等を行うものであります

次の 事項 地域医療推進費２億8,229万4,000（ ）

円であります。

主な事業は、説明欄３の医師修学資金貸与事

業１億2,359万9,000円ですが、これは、へき地

や小児科等特定診療科に勤務する医師の育成・

確保を図るため、医学生に対し、修学資金を貸

与するものであります。

次に、５の医療施設近代化施設整備事業１

億3,541万6,000円ですが、これは、医療資源の

効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しなが

ら、老朽化した医療機関の施設整備等に支援を

行うものであります。

次に、６の新規事業、産科専門医研修資金貸

与事業360万円でありますが、これは、後ほど厚
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生常任委員会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）地域医療介護総合確

、保基金事業費13億9,665万7,000円でありますが

基金事業の全体概要は、後ほど長寿介護課医療

・介護連携推進室長より常任委員会資料にて説

明をさせていただきますので、ここでは医療薬

務課関係の主な事業を御説明いたします。

134ページをごらんください。

説明欄（１）地域医療介護総合確保計画推進

事業７億306万9,000円ですが、これは、高齢化

の進展により増大する医療・介護サービスの需

要を見据え、病床の機能分化・連携等を促進す

るため、病床の機能転換等を図る医療機関の施

。設・設備整備等への支援を行うものであります

４ 看護師等確保対策事業２億6,133万5,000（ ）

、 、 、円ですが これは 看護教育の充実を図るため

看護師等養成所の運営費に対しての補助や看護

師等養成施設に在学する者に修学資金の貸与を

行うものであります。

次に （６）看護職員資質向上推進事業2,498、

万9,000円ですが、これは、看護職員等のスキル

アップのための研修等を行うものであります。

次に （11）女性医師等の離職防止・復職支援、

事業3,604万3,000円ですが、これは女性医師の

働きやすい職場環境づくりを支援するほか、病

院内保育所の運営等に対して補助を行うもので

あります。

１つ飛びまして （13）宮崎県地域医療支援機、

構運営事業費4,532万3,000円ですが、これは、

県と宮崎大学等で設置しました「宮崎県地域医

療支援機構」において、医師の育成・確保対策

を効果的に行うことで、地域医療提供体制の充

実を図るものであります。

次に （15）改善事業、脳卒中連携体制構築支、

援事業2,571万円ですが、こちらも後ほど常任委

員会資料にて御説明をいたします。

次の（16）宮崎大学「地域医療・総合診療医

学講座」運営支援事業4,080万5,000円ですが、

これは、県の寄付講座であります宮崎大学医学

部地域医療・総合診療医学講座の運営を支援す

るものであります。

次に （18）救急医療体制における機能分化・、

連携推進事業4,705万6,000円ですが、これは、

、脳卒中や急性心筋梗塞の広域的な救急医療拠点

それから、二次医療圏における救急医療体制に

欠かせない医療機関の機能強化を図るため、こ

れら医療機関の設備整備を支援するものであり

ます。

次に （19）看護師等養成所施設整備補助金１、

億577万7,000円ですが、これは、都城看護専門

学校の移転改築に伴う施設整備を支援するもの

であります。

次の（事項）薬事費1,926万6,000円でありま

す。これは、医薬品等の製造から流通段階にお

ける監視指導や適正使用の推進に要する経費で

あります。

次の135ページをごらんください。

２つ目の（事項）毒劇物及び麻薬等指導取締

。 、 、費679万5,000円であります これは 毒物劇物

麻薬等の監視指導や覚せい剤等の薬物乱用防止

に要する経費であります。

主な事業は、説明欄２の薬物乱用防止推進事

業336万5,000円ですが、これは、薬物乱用防止

の啓発を図るため 「ダメ。ゼッタイ 」普及運、 。

。動の街頭キャンペーン等を行うものであります

次に、一番下の（事項）公立大学法人宮崎県

、 、立看護大学費８億689万2,000円ですが これは

昨年４月に公立大学法人による運営形態に移行

いたしました宮崎県立看護大学の運営費等に要

する経費であります。
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主な事業は、説明欄１の運営費交付金７

億7,455万9,000円ですが、これは、大学を運営

する法人に対し、その財源を交付するものであ

ります。

それでは、主な新規・改善事業について、常

任委員会資料で御説明いたします。

。常任委員会資料の９ページをごらんください

新規事業、産科医療提供体制強化事業であり

ます。

この事業は、県民が地域で安心してお産ので

きる体制を確保するため、以下の２つの事業に

、 、取り組むものでありますが 医療薬務課からは

１の新規事業、産科専門医研修資金貸与事業に

ついて御説明いたします。

（１）目的・背景については、平成30年度か

らスタートする新しい専門医制度のもと、周産

期医療の現場を直接支える医師の安定的な確保

を図るため、周産期医療の即戦力となり、今後

の県内定着が期待される産科医を目指す専攻医

に対して研修資金を貸与するものであります。

（２）事業概要について、まず、①対象とし

ては、県内で産科の専門研修を行う専攻医とし

ており、②貸与額は、月額15万円、最大３年間

の貸与を行うものであります。また、③返還免

除としまして、専門研修終了後、貸与期間に相

当する期間の間に、県内の産科医不足地域、具

体的には産科医が集中する宮崎東諸県医療圏以

外の二次医療圏におきまして、１年間勤務した

。場合に返還を免除することといたしております

（３）の事業費は、２名分といたしまして360

万円をお願いしており、財源は、全額一般財源

を予定しております。

（４）事業効果としては、当事業の実施によ

り、産科医を目指す専攻医に対しまして、県内

の研修環境を充実させるとともに、医師のキャ

リア形成を支援しながら、医師が不足する地域

及び診療科の医師確保を支援することで、本県

の周産期医療に携わる産科医の育成・確保が図

られるものと考えております。

11ページをごらんください。

改善事業、脳卒中連携体制支援事業でありま

す。

１の目的・背景につきましては、脳卒中患者

の後遺障害を軽減させるため、行政や医療機関

等の連携体制を構築し、予防から急性期治療、

回復期リハビリテーションまでのシームレスか

つ効率のよいシステムを確立することにより、

脳卒中による寝たきり患者の減少を目指すもの

でございます。

２の事業概要について、まず （１）急性期脳、

梗塞に対する血栓溶解療法の連携体制の確立で

は、発症後4.5時間以内の脳梗塞患者に血栓を溶

かす薬を投与する血栓溶解療法について、下の

②にあります「遠隔画像診断支援システムの運

用・拡大 、具体的には、患者を診療しておりま」

す医療機関に専門医がいない場合でも、専門医

のいる拠点医療機関が画像診断を支援するシス

テムを運用・拡大することによりまして、宮崎

大学医学部と県内医療機関等との連携体制を確

立するものであります。

次に （２）脳卒中症状についての啓発につき、

ましては、脳卒中症状の理解と早期対処のサイ

「 （ ）」 、ンであります ＦＡＳＴ ファスト について

県民への普及啓発を図るものであります。

３の事業費は、2,571万円をお願いしており、

財源は、全額地域医療介護総合確保基金を予定

いたしております。

４の事業効果としては、脳卒中の医療体制の

連携を確立することにより、脳卒中患者の救命

率向上と後遺症軽減が図られ、社会復帰率の向
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上や介護状態への移行の抑制に寄与するものと

考えております。

当初予算関係については以上であります。

続きまして、条例の制定・改正など、特別議

案５件について御説明をいたします。

委員会資料50ページをお開きください。

議案第33号「宮崎県産科専門医研修資金貸与

条例」であります。

、 、この条例は 先ほど御説明しました新規事業

産科専門医研修資金貸与事業の実施に当たりま

して、条例を制定するものでございます。

１の制定理由につきましては、産科専攻医を

対象に研修資金を貸与いたしまして、産科専門

医の育成・確保を図るというものであり、２の

条例の概要は、県内で産科の専門研修を行う専

攻医を対象に、月額15万円を３年間上限で貸与

いたしまして、専門研修終了後、貸与期間に相

当する期間の間に、県内の産科医不足地域にお

いて１年間勤務した場合に返還を免除するもの

でございます。

３の条例の施行期日は、平成30年４月１日と

しております。

51ページをごらんください。

議案第34号「宮崎県小児科専門医師研修資金

貸与条例の一部を改正する条例」であります。

１の改正の理由につきましては、平成30年度

からスタートする新専門医制度のもと、医師の

キャリア形成支援と一体的に県内小児科医の確

保を重点的に行うとともに、小児科医の地域偏

在解消を図るため、所要の改正を行うものであ

ります。

２の改正の概要につきまして、まず （１）と、

いたしまして、条例名を新専門医制度に合わせ

まして、現在の「専門医師」を「専門医」に改

めるものであります。

次に （２）としまして、小児科医の地域偏在、

解消を図るため、研修資金の返還免除条件を変

更するものであります。具体的には、これまで

貸与期間満了後、直ちに県内全域での１年間の

勤務により免除しておりましたが、これを、産

科専門医研修資金と同様に、専門研修終了後、

貸与期間に相当する期間の間に小児科医が不足

する地域、具体的には宮崎東諸県医療圏以外の

二次医療圏での１年間の勤務により免除すると

いうことに改正するものでございます。

次に （３）としまして、貸与者の勤務環境を、

、 、 、改善し 小児科医の確保を図るため 育児休業

介護休業その他やむを得ない理由により業務に

従事できない期間について、貸与期間に相当す

る期間から除外するための改正を行うものであ

ります。

最後に（４）は、語句の定義やそれに伴う条

文の修正を行うものであります。

３の施行期日は、平成30年４月１日といたし

ております。

次に、52ページをごらんください。

議案第35号「宮崎県医師修学資金貸与条例の

一部を改正する条例」であります。

１の改正の理由については、修学資金貸与者

の勤務環境を改善し、医師が不足する医療機関

の医師確保を図るため、所要の改正を行うもの

であります。

２の改正の概要の（１）についてですが、医

師修学資金の返還免除の条件であるへき地ある

いは公立・公的病院の特定診療科での勤務は、

現在、貸与期間の２倍に相当する期間内に行う

必要がありますが、この貸与期間の２倍に相当

する期間から、育児休業、介護休業その他やむ

を得ない理由により業務に従事することができ

ない期間を除外するものであります。
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次の（２）は、語句の定義やそれに伴う条文

の修正を行うものであります。

３の施行期日は、平成30年４月１日といたし

ております。

次に、53ページをごらんください。

議案第36号「宮崎県看護師等修学資金貸与条

例の一部を改正する条例」であります。

１の改正の理由については、介護保険法等の

一部改正に伴い、修学資金の貸与等の要件とな

る特定施設等について、必要な改正を行うもの

であります。

２の改正の概要について、まず （１）としま、

して、特定施設等に介護保険法改正により新た

に創設された介護医療院を追加するものであり

ます。

次に （２）としまして、特定施設等の１つで、

ある母子健康包括支援センターに係る母子保健

法の引用条項を改めるものであります。

、 （ ）３の施行期日について 上の改正概要の １

の介護医療院の追加については平成30年４月１

日 （２）の母子保健法の引用条項の改正につい、

ては、公布の日としております。

次に60ページをお開きください。

「 」6議案第50号 宮崎県医療計画の変更について

であります。

１の計画変更の理由は、現行計画が今年度満

了しますことから計画の見直しを行い、平成30

年度からの第７次計画を策定するものでありま

す。

２の計画の期間は、平成30年度から35年度ま

での６年間としております。

３の計画の骨子については （１）基本理念と、

して、安全で質の高い医療を切れ目なく効率的

に提供する体制の確立を掲げ （２）の基本方針、

として、地域を支える医療体制の構築、救急・

。災害医療体制の整備など６つを掲げております

（３）の計画の構成については、総論以下、

７つの章で構成しております。

次に、４の計画の特徴ですが、本計画は県民

が地域において切れ目のない医療を受けられる

体制を構築するため、施策の方向や数値目標を

定めたものであり、現行計画からの主な変更点

として、以下の４つを掲げております。

まず （１）は、地域における医療及び介護の、

総合的な確保を推進するため、介護保険事業支

援計画との整合性に関する項目を追加するとと

もに、計画期間が３年である介護の計画と見直

しのサイクルが一致するよう、計画期間を５年

から６年に変更したこと （２）は、これまで医。

療計画とは別に作成しておりましたへき地保健

医療計画及び周産期医療体制整備計画を両計画

に一本化したこと （３）は、医療計画の一部と。

いう位置づけで平成28年10月に策定した地域医

療構想を今回の第７次計画から医療計画に一体

化したこと。最後に （４）は、医師不足解消の、

ため、医師確保に関する数値目標を新たに設定

したことであります。

次に、Ａ３の資料１、第７次宮崎県医療計画

（案）の概要をごらんください。

７つの章ごとにまとめておりますが、その中

でも、医療計画の柱となる部分を御説明いたし

ます。

まず、１ページ目、左下の第３章、医療圏の

設定と基準病床数ですが、医療圏、特に二次医

療圏につきましては、現行と同じ７医療圏を設

定しております。

それから、基準病床数につきましては、下の

表のとおりでありますが、基準病床数と既存病

床数を比べますと、感染症病床を除きまして、

既存病床数が基準病床数を上回っておりますの
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で、引き続き、病床をふやすことはできない状

況になっております。

次に、右側、第４章、医療提供体制の構築で

すけれども、これは、国が特に政策的に重点を

置く「５疾病・５事業及び在宅医療」の医療提

供体制について、施策の方向と数値目標を定め

ております。

特徴的なものとしましては、まず、左側の２

段目、脳卒中でございます。施策の方向として

は、発症後4.5時間以内に血栓溶解療法の治療が

できる体制の構築等を図るとしておりまして、

数値目標は、遠隔診療支援を行うハブ施設の増

などを掲げております。

それから、右側の一番下、在宅医療・介護で

ございます。施策の方向として、医療と介護等

のサービスが連携して提供される多職種協働体

制の構築とそのための人材育成等を図るとして

おりまして、数値目標は、入退院調整ルールを

策定する圏域数の増などを掲げております。

めくって２枚目のページをごらんください。

右上、第６章、医療提供基盤の充実でござい

ますが、この中でも特に重要となる医師確保に

つきまして、数値目標のところに挙げておりま

すが、今回の計画から、数値目標を設定するこ

とにしまして、臨床研修医数80名、あるいは地

域的偏在、特定診療科の医師不足の解消に向け

た目標を掲げております。

特別議案については以上でございます。

最後に、債務負担行為の追加について御説明

いたします。

資料が変わりまして、平成30年２月定例県議

会の提出議案の当初分の９ページをごらんくだ

さい。

上から４つ目にありますが、地域医療介護総

合確保計画推進事業であります。

これは、病床機能の転換などを支援いたしま

す病床機能等分化・連携促進基盤整備事業によ

る施設整備のうち、一部の医療機関について、

工事が平成31年度までかかりますことから、こ

の債務負担行為の追加をお願いするものであり

ます。

医療薬務課からは以上でございます。

私の午前中の説明で数字○小田福祉保健課長

の間違いがございましたので訂正をさせていた

だきます。

歳出予算説明資料の118ページでございます

が、その一番上の説明欄の３、福祉サービス利

用支援推進事業につきまして、予算額を6,020万

円と申し上げましたけれども、正しくはここに

書かれてありますとおり6,002万円でございま

す。

訂正しておわびをさせていただきます。

わかりました。○右松委員長

議案に関する執行部の説明が終了しました。

質疑をお願いします。

福祉で働こう！ひなたの人材確保○井本委員

推進事業だけど、これは、意味はわかるんだけ

ど、求人でもこんなのを出しているんだろうと

思うんですけれども、求人になる理由はどこに

あるのか、この政策がその理由にマッチしてい

るのか。

今、福祉人材、特に介護○小田福祉保健課長

、のほうで人材が不足すると言われておりまして

本県においては2025年に介護人材ですと4,300名

不足すると言われております。

なぜ不足するかと言いますと、やはり、今

後2025年に向けて後期高齢者がふえてくるとい

うことで介護需要がふえてくる、そのために人

材が不足するというふうに捉えております。

今後、どのように確保を図っていくかという
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ことで考えてみますと、１つは、新規の就業者

の参入をふやしていくということでありましょ

うし、もう一つは、離職した介護人材を呼び戻

すというようなこと。もう一つは、やっぱり事

業所の魅力を高めていって定着の促進を図って

いく必要があるだろうと思っています。

今回、福祉で働こう！ひなたの人材確保推進

事業で目指しましたのは、若い人たちが本当に

福祉に理解を持って、就職として選択をしてい

ただけるような啓発をもっと積極的にやってい

くべきだろうと考えております。

それと、もう一つは、この資料の（２）にあ

りますとおり、今までほとんど手つかずでござ

いました福祉人材のＵＩＪターンの強化事業と

いうことで、他県に行かれたような方、あるい

は他県から来られるようなＩターンの方も含め

て、この事業を強化したいと思っています。

（１）の福祉の仕事キャリア教育連携推進事

業につきましては、やはり……。

もういいです。読めば書いてある○井本委員

から。そこは言わなくてもわかってるんだ。

私が言うのは、求人の原因はそこにあるのか

。 、と聞いているわけ あなたたちの分析としては

今後、2025年問題で足りないんじゃないかと。

現実に、今、既に足りてないわけだ。これはど

ういう理由で足りてないと思っているのか私は

聞いているわけ。あなたは2025年の問題しか言

わなかったけど。

確かに、今、有効求人倍○小田福祉保健課長

率は本県でも非常にひっ迫をしているという状

況でございます。また、東京と比較してもかな

り差がありまして、東京のほうがもっとひっ迫

しているということでございます。

その原因ということで考えますと、今、介護

の職場を選択する方々がなかなかいないのでは

ないのかというふうには思っておりまして、や

はり、そこの部分を今後ふやしていく必要があ

るんではないかと思っております。

それは違うと思う。はっきり言っ○井本委員

て免許を持っている人はたくさんいるよ。いる

けど、やっぱり３Ｋであるということ、それか

ら、給料が安いということで来ないのよ。簡単

に言うと。それに対応する政策にならない限り

は、私は幾らＩＪターンとか、若い人たちを教

育しても入ってこないと思う。

原因に対して 施策がマッチしていないと言っ、

ている。どう思います。

先ほどちょっと申し上げ○小田福祉保健課長

たんですけれども、委員のおっしゃるとおり、

やはり、今、職場の魅力なり、職場の定着化の

促進というのが一番重要だろうとは思います。

、 、もちろん そのためには処遇の加算ですとか

セミナーの開催、それから、優良企業の表彰を

したりということで、職場の魅力向上、あるい

、は定着促進を図っているところでございますが

一方では、そういうこともやりつつも、今、介

護福祉士の養成施設では充足率が半分をきって

いる状況でございます。もちろん、そういう職

場の魅力を高めていくことも必要ですし、処遇

改善を図っていくことも必要ですが、そういう

こともやりつつも、やはり新規の参入を促進し

ていくことも必要だろうと。

そのための１つの方策だということでござい

ます。

水掛け論になるけど、分析をして○井本委員

いるのか、ぴしっと分析を。３Ｋできつくて給

料が安い、だから人が集まらないというのはみ

んなわかってるんじゃないの。それに対して、

これは対応策になっていないんじゃないかとい

う気がするんだけども。
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マンパワーの関係で一番○木原長寿介護課長

不足しているところはどこかと言いますと介護

関係の人材でございます。

今、福祉保健課長が申しましたように、この

事業だけでやっているわけではございません。

人材につきましては、まず、県外と県内で取り

合いをしていると。県内におきましても、介護

の部署とそれ以外のところで取り合いをしてい

ると、そういう状況でございます。特に県外の

ほうが介護人材がひっ迫しておりますので、現

実問題として、県内の養成校など、いろんなと

ころに県外から、非常に言葉は悪いですけれど

も、お金とか、いろんなあめを持ってきて、職

員候補を集めているというのが実態でございま

す。

その中で一番大事なことはまず何かと言いま

すと やはり小学生 中学生に 今 委員もおっ、 、 、 、

しゃられました汚い、きついじゃありませんけ

れども、そういうことを新聞とか、いろんなも

のが、事実は事実としてきちんと伝えているん

ですけれども、結果としては、そこだけがひと

り歩きをしていて、非常にネガティブなイメー

ジができ上がってきた。

学校の先生たちも、そういうものに引きずら

れていろんな問題が出ていると。例えば、子供

たちや親が介護にいきたいと言えば、先生たち

はやめておきなさいというような指導をしてい

ると、そういうところもございます。

今、福祉保健課でやっている事業では、小中

学生に出前講座をしてますし、後ほど説明しま

すけれども長寿介護課のほうでも取り組む事業

がございます。そういう中で、参入を促進する

ためには、やはり介護の魅力というのを知って

もらわないことにはどうしようもないと、まず

はそこだと思っています。

それと同時に、やはり、井本委員が言われま

したように、汚い、きついではあるんですけれ

ども、仕事はやはりどの仕事も厳しいというこ

とも、そういう中を通して教えていかないとい

けないんじゃないのかと。

そういうことで、私どもとしましては、福祉

保健課がやっている魅力の関係、長寿介護課の

ほうもいろんな事業を組み立てて参入の促進を

やろうと。

それから、給料が安いということにつきまし

ては、現在、我々は処遇改善加算制度、これは

介護だけではなくて、保育園とかもありますけ

れども、そういうことで、できるだけ高い加算

制度を取っていただいて給与を上げたいと。そ

のために、今、特に加算を取っていないところ

。に社会保険労務士を行かせて取らせております

それと、一番大事なのは、働く職場の労働条

件になりますので、そこにつきましても改善を

。 、していかなければいけないと そういうことで

この加算制度を取るときに、まずは、いろんな

研修を受けられるとか、育児休業や介護休業と

か、そういうものも備えてくださいと。そうい

うことで、女性の職場でございますので、女性

が働きやすい職場にしていかないといけないと

。いうことで指導をしているところでございます

やめていく理由としましては、平成27年度の

実態調査でも給与も結構なところにくるんです

けれども、やはり、自分が描いていたイメージ

と実際に働いたときのイメージが違うと。そう

いうところのギャップについては、管理者、あ

るいは経営者にもきちんと説明をしないといけ

ませんので、そういう事業も組み立ててやって

いるところでございます。

ただ、委員のおっしゃられるとおり、すぐに

効果が出るかどうかはわかりませんけれども、
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福祉保健課と長寿介護課で一緒になって取り組

んでいきたいと考えております。

同じようなことを言っているよう○井本委員

なものだな。

これをやるなというわけじゃない、やって結

構なんだけども、これが主たる原因にマッチし

ていないんじゃないかと私は言っているわけ。

私は事業をやっている人も、そこで働いてい

る人もたくさん知っている。やっぱりどうして

、 、もそういう実態を見たときに やっぱりきつい

給料が安いと言われると 具体的な原因がわかっ、

ているなら、そこにぴたっとくるような意見は

ないものかと思うわけ。なかなか給料を上げた

り、楽にすることは難しいんだろうけども。

私は、やるなというんじゃない、やっても結

構です。ある意味精神論的な、あなたのやって

いるのはいい仕事です、世の中のための立派な

仕事です、こうやって教育して、それいきなさ

いというのも、それはそれで悪くないけども。

現実的に、３Ｋと言われるところをもっと手当

する、その辺のことを考えないと。やるなとい

うんじゃない、やっていいです。だけど、もう

少し具体的なものがほしいなという。

現場によく出ている職員さん、○右松委員長

やっぱりその声を引っ張ってもらって、それを

施策にいかに反映していくかという、大事なこ

とだとは思いますので。

、 、○木原長寿介護課長 給料につきましては 今

、 、安倍政権が働き方改革をやられてますが 来年

消費税が上がるのが前提ですけれども、介護福

祉士の方については、一応、10年選手について

８万円をめどに上げていきたいということが出

ておりますし、その８万円につきましては、介

護福祉士だけではなくて、その他の職種で関係

するところにも分けてもいいということでござ

います。入ってくるお金は、介護福祉士で10年

選手を基準に入ってくるんだろうと思いますけ

れども、そういうのは、私どもも施設のほうも

要望しておりましたので。非公式でございます

けれども、厚生労働省の課長がそういう発言を

しておりますので、また上がっていくのではな

いのかなと思っております。

、 、 、それから もう一つ やめるという点ですが

、特別委員会でお話した記憶がありますけれども

実際、県内には福祉を養成する学校は、高校で

６校ございます。それから、養成校も７校ござ

います。その中で、県立高校は妻高をはじめと

して４つ頑張っておりますけれども、定員が160

人に対して130人しかいないと。実際、校長先生

たちが中学校を訪問して募集をかけているんで

すけれども。ただ、ここの卒業生については、

県内に就職する方が相当いらっしゃって、それ

と同時に、なかなか就職をしたあとにやめない

と。その一番大きな理由というのは、やはり高

校３年間で50日間に及ぶ実習というものがあっ

て、介護という分野がどういうものであるかと

いうのをきちんと理解してもらうと。私どもと

しましては、実際にそういうすばらしいスキー

ムができ上がっているわけですので、そういう

ところに定員が埋まるというか。施設のほうも

そのことは非常に認めておりまして、福祉系の

高校だったら、毎年１人ずつ採っていきたいと

いうことを言われるところもありますし、実際

に採っております。

そういうことで、今後とも、そういう学校に

子供たちが行くように、こういう魅力を出して

いく事業についても取り組まさせていただきた

。いということで出しているところでございます

よろしくお願いいたします。

2025年の高齢者が何人になるとい○有岡委員
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う本がございまして、ちょっとその中から引用

しますが。ケアコンパクトシティを目指したい

というようなことが書いてある本の中で、先ほ

ど井本委員の話にもありましたが、やっぱり給

与というよりも処遇改善。介護制度は歴史が新

、 。しいものですから まだまだ充実していないと

そこ辺の改善が必要ではないか。また、看護師

の制度と介護士の制度も若干違っていて、例え

ば他の職員が風邪で休めば、１カ月間仕事を休

むことなく働かざるを得ないような環境である

と。そういった意味では、給与面よりも、そち

らのほうが場合によっては大きなウエートを占

めている課題ではないかと思っていますので、

処遇改善というものをしっかり指導しながら、

ぜひ、ケアコンパクトシティを１つのキーワー

ドにして、またいろいろ研究をしていただける

とありがたいと思っております。

答弁は結構です、よろしくお願いします。

新規事業の生活困窮者家計相談支○西村委員

援事業、そして、次の生活困窮世帯の子供に対

する学習支援事業。これで、共通点して思うの

は、生活困窮者であれど、家庭の問題に深く入

り込んでいく問題ですので、１つは県が主導し

てやっていくということに多少の違和感があり

ます。

やっぱり当該市町村が、まず先にある程度の

手を尽くしてみて県が動き出すという。当然、

この２つの問題は、これまでも全国的に非常に

問題になっておりますし、非常にタイムリーな

。 、問題であるとは思うのですが 前の委員会でも

生活困窮者とは何を指すのかという井本委員の

質問もあって 生活保護費をもらったら困窮じゃ、

ないんじゃないかという議論等もあったり。も

しくは、その一歩手前で、これから生活が困窮

していくかもしれないという方々をどこまで含

、 、めるかという問題もあろうと思いますが まず

市町村との関係についてはどう考えるのかをお

願いします。

常任委員会資料の４ペー○小田福祉保健課長

ジと５ページの家計相談支援事業、それから、

学習支援事業、いずれも生活困窮者、あるいは

子供の貧困対策ということで実施するものでご

ざいます。

基本的にこの事業については、生活困窮者の

自立支援法に基づく施策でございまして、実施

主体は福祉事務所を有している自治体でござい

まして、県内でいきますと、県と９市になりま

す。ですから、町村につきましては、今のとこ

ろこの支援法の制度を使える仕組みがないとい

うことでございまして、家計相談支援事業につ

きましても、学習支援事業につきましても、ま

ずは県の郡部福祉事務所を使いまして、こうい

う事業を町村を対象に実施をしていきたいと

思っています。

それと、もう一つは、国の動きとして、やは

り、対象を町村まで広げたほうがいいのではな

いかといった有識者の会議あたりも出てきてお

りますので、その動向も見ながらということに

なりますけれども、まずは県のほうでモデル的

にやってみて、また、その制度の改変状況も見

ながら町村部では実施していただきたいと考え

ているところでございます。

ありがとうございます。○西村委員

この２つの事業費は、全て町村部のものでよ

ろしいでしょうか。

いずれも町村部を対象に○小田福祉保健課長

した事業でございます。

さらに入り込みますけど、例えば○西村委員

今、町村部とおっしゃいましたけども、町村部

は、学力もどちらかというと都市部に比べて劣
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るという傾向がもともとあると思うんです。ど

うしても進学校が都市部にある分だけそういう

ことがあると思うんですが、そういうことでは

ないということでよろしいでしょうか。

その学力の状況というと○小田福祉保健課長

ころまで深く分析をしてこの事業を検討したと

いうことではなくて、やはり、町村部にこうい

う生活困窮者の自立支援の仕組みが届いていな

いということで、この事業は予算を出させてい

ただいているところでございます。

ありがとうございます。○西村委員

関連してなんですが、県は町村部○丸山委員

ということなんですが、市のほうでは同じよう

な事業はやるんですか。

家計相談支援事業、それ○小田福祉保健課長

から、学習支援事業につきましても、それぞれ

取り組まれている市は既にございます。

一応、福祉事務所のある市につきましては、

取り組もうとすれば実施できるという体制には

なっているところでございます。それは市の判

断で取り組んでいただいているというところで

ございます。

できれば県全域で取り組むべき問○丸山委員

題だと思っているんですが、取り組んでいる市

は幾つあるのか教えてください。

昨年度の状況で申し上げ○小田福祉保健課長 ※

ますと、家計相談支援事業につきましては、小

林市と日向市、それから、学習支援につきまし

ては、宮崎市、日南市、日向市で取り組まれて

いるところでございます。

県が積極的に町村部でやって、そ○丸山委員

、れをモデル地域として広めていくという意向は

市にアプローチするような支援は、この事業の

中では考えていないのでしょうか。例えば、こ

ういうふうにうまくいくから、やっていない市

はやりませんかとかというようなことをやるつ

もりはないんでしょうか。

一応、両事業とも県が町○小田福祉保健課長

村部を対象にモデル的にやっていきたいと思っ

ております。例えば学習支援事業については、

来年度２つの郡部福祉事務所管内でやって、そ

の成果をもとに、ある程度のモデル化ができれ

ば、市のほうにも情報提供をして、こんな形で

やれますというようなことで、全県的な展開に

はつなげていきたいとは思っています。

今の話によりますと、全ての町村○丸山委員

ではなくて、地区を選んでやられるということ

で どこにするか 南部にするとか もう決まっ、 、 、

、 、ていると認識すればいいのか もしくは町村が

うちの町は困っているからぜひ支援をしていた

だきたいというようなことで考えているのか、

教えていただきたいと思っております。

まず、学習支援事業につ○小田福祉保健課長

きましては、これはやっぱり教育委員会との調

整がどうしても必要なのかなとは思っていまし

て、かつ、その町村で実際どれくらいのかかわ

りが持てるかということで、予算成立後には市

町村の教育委員会も含めて調整をしてまいりた

いと思っています。

家計相談支援事業については、家計相談支援

員というコーディネーターを１人置きまして、

基本的には町村部の全域を対象に、相談があれ

ば、一応、乗りたいと思っていますけれども、

これも、やっぱり町村の取り組み如何というふ

うにも思いますので、今後、一応、全県は対象

。にしつつ取り組んで参りたいと思っております

先ほど家計相談支援事業、学習支援事業につ

いて昨年度の状況ということで申し上げました

けれども、今年度の実施状況でございました。

※このページ右段に訂正発言あり
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訂正いたします。

いずれにしましても、家計相談支○丸山委員

援のほうからいいますと、今コーディネーター

を県に置いてやるというようなことだと聞いた

んですが、待ちの状態だと何も変わらないと思

うんです。生活困窮者の実態を把握するのも町

村でやっていける事務量で、ノウハウがあるの

か。まず、それが心配なのと、本当にコーディ

ネーターはちゃんと家計を具体的に調査して指

導できる、本当にマネジメントできる人を県と

して公募してでも雇うことができるのか。机上

では簡単にできるかと思うんですが、実際はな

かなか厳しいような気がするので、具体的に進

めようとするときには大変じゃないかと思って

いるんですが、本当に可能なのか教えていただ

きたいと思っています。

家計相談支援事業につき○小田福祉保健課長

ましては、全国の都道府県で取り組んでいるの

は28県ございます。仕組みといたしましては、

既に福祉事務所に自立相談支援員という職員が

、 、おりまして これまでも家計相談にかかわらず

いろんな相談を受けてきております。例えば、

昨年度の相談内容でいきますと1,480件の相談を

受けておりまして、そのうち家計相談支援に係

るような相談が491件ということで、ほぼ３分の

１はそういう面の相談を既に受けております。

ですから、今ある自立相談支援員からの相談

を受けて、そこで私どもが委託形式でどこかに

委託をして、その家計相談を支援機関に対して

情報をつなぐと。その中で、いろんな支援調整

会議をやりまして支援を決定して、実際に家計

相談を行うという仕組みを考えております。

ですから、もう既にある自立相談支援の仕組

みを使って、それを家計相談の支援につなげて

いくという仕組みをとりたいと思っています。

それと、どういった委託先、支援員がいるか

ということで申し上げますと、全国的に見ます

と ファイナンシャルプランナー 県内にも約700、 、

名ぐらいいらっしゃるようですが、それに、社

会福祉士、こういった方を相談員として配置で

きるような法人等に委託をしたいと思っていま

す。

他県の例で申し上げますと、生活協同組合、

生協、あるいは社協ですとか、ＮＰＯ法人、こ

ういったところに委託をしているようでござい

ます。

１人でも多くの方々が自立できる○丸山委員

ようにしっかりしていただいて、途中でもいい

。ですので報告をお願いしたいと思っております

学習支援についても、宮崎市、日南市、日向

市が取り組んでいるということなんですが、学

習支援は、先ほど話がありましたけども、教育

委員会がついてこないと難しいと思っておりま

。 、 、 、す 例えば 西諸県 南那珂を含めてですけど

実際、南部こどもセンターでは高原町と三股町

しかないと思っていますので、実は都城市、小

林市とかと連携しながらやったほうが効率よく

できるとか、そういった地域特性が多分あると

思っているんですが、この支援事業は単独では

なくて広域連携でやっていくというような感覚

なのか、どういうふうに進めていくのか教えて

いただけたらと思っています。

県内でも既に取り組まれ○小田福祉保健課長

ている市町村以外にも、全体でいきますと昨年

の８月末現在で19事例ほど学習支援が行われて

おりまして、今現在ではもう少しふえているか

もしれないんですけれども、ほとんどが子供を

ある一定の場所に集めて、集合型で教えるとい

うような仕組みでございます。

、 、 、今回 私どもが考えているのは それですと
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本当に必要な子供には支援が届かないと考えて

いまして、人数はそんなに多くならないかもし

れませんが、できれば本当に支援の必要な子供

たちに個別訪問的な対応も含めて実施をしたい

と思っています。

これをやるとなりますと、あまり広域を対象

にするとなかなか実施は難しいと思っています

ので、ある町内、村内を対象にして、学校単位

でそういう子供たちを学習支援の枠組みに入れ

ていきたいと、それでもってモデル化をして、

他の市においても実施できるような形にしてい

きたいと思っています。

別にイメージを持っていたのが、○丸山委員

最近、子ども食堂というのが各地域でできるよ

うになって、子ども食堂のあとに、そこで時間

をとって学習指導をしているところが結構ある

もんですから。そことうまく連携していけば、

この学習支援というのは、関連がもっと深まっ

ていくと思ったので、その辺の子ども食堂と連

携をしながらやっていくというイメージもある

んでしょうか。

子ども食堂につきまして○小田福祉保健課長

も、先ほど学習支援のときに申し上げましたと

おり、集合型で実施するということでございま

、 、して そこで本当に支援の必要な子供がいれば

子ども食堂の運営者の方から支援機関につない

でいただく必要があると思っています。

おっしゃるとおり、子ども食堂と学習支援を

セットで行っているような運営団体もあります

ので、それは１つの形として全県的に広げてい

くモデルかなと思っています。また別の事業に

なりますけれども、そういう子供の貧困対策に

実際にかかわっている方々の研修会等も新たに

実施をしていきますので、その中で情報提供を

して、そういうやり方については、広げていき

たいとは思っております。

福祉保健の関係で、決算特別委員○有岡委員

会の指摘事項のうち、民生委員の関係でお尋ね

したいと思いますが。

民生委員の方々の意見を聞くということで、

委員会・協議会の関係機関との意見交換をとい

う表現がありまして、97.3が100になることが理

想でありますが、どのような意見が出て、それ

をどういうふうに対策していらっしゃるのか、

そこの内容がわかればお伝えいただきたいと思

います。

私も県の民生委員・児童○小田福祉保健課長

委員協議会と意見交換を行って、さまざまな意

見が出ています。

１つは、地区単位での活動で、活動のための

基盤、経済的、財政的にちょっと弱いという御

意見が出たり、あるいは実際に活動をするとき

に、やはり都会ですとオートロックマンション

がふえていて、訪問をするのに支障があるとい

うような御意見も出ております。

あとは、やっぱりいろんな会議に呼ばれると

いうこともありまして、年間の活動日数も相当

ふえてきていまして、そういったことで、民生

委員に限らず地域の方々がサポートしてくれる

といいなというふうな御意見もいただいており

まして、そのあたりは、今後とも十分に検討し

ていきたいと思っています。

その中で、今回の予算書118ページ○有岡委員

のＮＥＸＴ100年！民生委員応援事業という事業

が予算化されていますが、この中ではどのよう

な事業を行う予定なのかお伺いしたいと思いま

す。

ＮＥＸＴ100年！の事業に○小田福祉保健課長

つきましては、実は今年度も実施をいたしまし

て、ことしが100周年ということでございました
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ので、記念大会と、啓発ということで、大学生

のインターンシップ活動を実際にやりまして、

３月下旬にはなりますけれども、ＭＲＴで特別

番組を組んで、その状況は報告させていただき

たいと思っています。来年度も100周年事業の記

念誌をつくられるということですので、民生委

員活動の小史の編纂に対して補助をしたいとい

うことと、今、申し上げました学生のインター

ンシップを継続したいということで、これを応

援する機運づくりということで、例えばそうい

う実施をした大学生、あるいはＮＰＯ法人等の

民間団体で効果的な啓発活動の提案をした方々

に対して 補助をして、より一層民生委員活動の※

普及を図っていきたいと思っております。

福祉保健課内でほかにありまし○右松委員長

たらお願いします。

118ページの４に書いてある農山漁○丸山委員

村における所得安定・向上モデル事業、補正予

算では全額執行できなかったということでゼロ

になったんですけども。ことしも同じような事

業を出されているんですが、ことしは実施可能

なのか、どういうふうに改善して取り組みやす

くしたというのがあれば教えていただければと

思っております。

、○小田福祉保健課長 この事業につきましては

予算のスキーム自体は今年度と同じでございま

す。やはり、県、市町村、それぞれ２分の１ず

つの負担で、県から市町村に補助をするという

形でございますが、補正の常任委員会のときに

申し上げたんですけれども、今年度やれなかっ

たところは来年度実施をしたいということで、

もう既に動いておられますので、予算化が成立

すれば、そこは速やかに、この事業として実施

をできるのではないかと思っているところでご

ざいます。

ぜひモデル事業ですので、始まら○丸山委員

ないとスタートしないと思います。ここは成功

するように、ぜひお願いしたいと思っておりま

す。

先ほどのＮＥＸＴ100年！○小田福祉保健課長

の事業の中で、普及啓発で学生やＮＰＯ団体の

ほうに補助をすると申し上げましたが、正確に

は委託でございます。委託で実施をさせていた

だきたいと思います。

命をつなぐというと何か、産婦人○井本委員

科みたいな、子供の命をつないでいくというよ

うな感じがするんだけど、これはよくある言葉

なんですか。命をつなぐという言い方は。

この言葉だけですと、少○小田福祉保健課長

しイメージがしにくいかと思いますけれども、

基本的には、いろんな相談機関が相談を受けま

す。それを必要な方々につないでいくというふ

うなことで考えています。

相談に関しては、もちろん相談窓口というの

もありますし、いろんなところにゲートキーパ

ーと呼ばれるキーパーソンを育成していきたい

と思っています。

ゲートキーパーといいますのは、例えば床屋

であったり 美容院であったり あるいはスナッ、 、

ク、そういうところでいろんな悩みを聞いたと

きにその話を聞いてあげる、それから声かけも

してあげる、それから必要な支援機関を教えて

あげる、つないであげるというようなことをイ

メージして命をつなぐという表現で事業名に入

れたところでございます。

命をつなぐというより、支援機構○井本委員

の輪をつないでいくという感じだな。題名とい

うのはコンセプトだからね。何か産婦人科で子

、 。供を 命をつないでいくという感じがするので

※このページ右段に訂正発言あり
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これは日本各地で使っているようなありふれた

言葉なんですか。

いろんなところにつなぐ○小田福祉保健課長

という言葉は、自殺対策でよく聞かれる言葉で

ございまして 命をつなぐというこの言葉を使っ、

、ているというのはそんなにないとは思いますが

基本としては、先ほど申し上げたとおり、支援

の必要な人を本当に支援していただく方につな

いでいくと、そういう方々をどんどんふやして

いこうということでございます。

聞けばわかりました。○井本委員

よろしいですか。では、ほかの○右松委員長

課に。

128ページの一番下のほうに戦没者○日髙委員

の戦争体験継承事業とあるんですけれども、こ

れはどれぐらい講師の方がいらっしゃるんで

しょうか。

戦争体験継承事業○池田指導監査・援護課長

におきましては、平成27年度から小中学校を訪

問して、戦争体験者の方で語り部をやっていた

だいております。

語り部というのを登録しているわけではござ

、 、いませんけれども 来年度の計画としましては

語り部の派遣を19校予定しております。昨年度

の実績でいきましても19校ということでござい

ました。

語り部の方につきましては、例えば従軍経験

者であるとか、あるいは戦没者のお子さんであ

るとか、引揚者の方であるとか、そういった方

たちを県遺族会を通じまして依頼をしましてお

願いをしているところでございます。

もう戦後70年以上たって、こうい○日髙委員

う体験の話をできる方というのは本当に貴重だ

と思うんですけれども、例えば、そういう話を

記録 残している活動とかもされているんでしょ、

うか。

戦争体験継承事業○池田指導監査・援護課長

。の中で以前ＤＶＤを作成したことがございます

これは平成18年度でございましたけれども、語

り部の方、13名にいろいろ語っていただきまし

て、１人約20分、３枚のＤＶＤに納めまして、

これを全ての小中学校に配付をしたところでご

ざいます。

ありがとうございます。○日髙委員

19校ということですが、19校で１回ずつとい

うことになるんでしょうか。

語り部の派遣とし○池田指導監査・援護課長

ては19校でございます。これは、全小中学校に

希望調査を行いまして、その結果、希望したと

ころでございます。

あと、語り部以外にも、今年度から朗読劇の

上演を各小学校で行っておりまして、これにつ

きましては、来年度計画では12校を予定してい

るところでございます。

、○日髙委員 世界情勢がこういう状況ですので

しっかりとつないでいっていただきたいと思い

ます。

委員会資料の８ページの社会福祉○丸山委員

法人改革・連携支援事業についてなんですが 29、

年度は社会福祉法人改革支援事業ということ

だったのが、今回、連携事業と書いているんで

すが、昨年と何がどう違うのか、まずそこを具

体的に教えていただきたいと思います。

今年度の事業、そ○池田指導監査・援護課長

して、来年度の事業、いずれも国の補助事業を

活用したものでございます。変わっている点と

申しますと、委員会資料の８ページになります

、 （ ） 、けれども ２の ２ のところでございますが

会計監査人設置モデル事業というものを新たに

予定しております。これは、今回の社会福祉法
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人制度改革で、一定規模以上の法人には、会計

監査人による監査が義務づけられたところでご

ざいます。

、 、 、この会計監査人監査は 公認会計士 または

監査法人が行うわけでございますけれども、い

きなり契約を結ぶわけではございませんで、予

備調査というものが行われることになります。

つまり、会計監査人の監査も全ての帳票を網羅

的に監査するわけではなく、抽出調査になりま

す。抽出調査で全体をよしという判断をするか

らには、内部統制がきちんとできていなければ

契約が結べないということになります。その内

部統制の課題等を明らかにするために、モデル

的に一法人に実施しまして、その課題をほかの

法人に知らしめようというものでございます。

これが新たに追加になった事業でございます。

それから （３）の社会福祉法人連携支援事業、

ですけれども、これは、今年度行いました複数

法人が連携して取り組むものでございますけれ

ども、今年度は総額で500万円という国の枠でご

ざいましたが、来年度予算につきましては

約2,500万円、約５倍に拡大をしております。こ

れは、国の積算におきまして、各県３地区ほど

で１地区850万円というのがございましたので、

満額を予算化したところでございます。

先ほどの（２）の監査の関係なん○丸山委員

ですけれども、ある一定の規模と言われていま

したけども、どれぐらいの規模というのを具体

的にわかりやすく言っていただけるとありがた

いかなと思うんですけれども。

これは段階的に拡○池田指導監査・援護課長

大する予定でございまして、今現在で申し上げ

ますと、平成29年度からなんですけれども、サ

ービス活動収益、いわゆる売り上げが30億円を

超える法人、もしくは負債が60億円を超える法

人でございます これでいきますと 今 県内384。 、 、

法人ございますけれども該当するのは１法人で

ございます。

なお、これから拡大していきまして、最終的

には売り上げが10億円を超える法人、もしくは

負債が20億円を超える法人でございまして、こ

うなりますと、年度によって変わってきますけ

れども、県内384法人のうち15法人程度は該当す

るものと考えております。

ちなみに、一法人というのは、名○丸山委員

前を言っていいのであれば教えていただければ

と思うんですが。

県の社会福祉事業○池田指導監査・援護課長

団でございます。

先ほどの（３）の連携支援事業の○丸山委員

話ですが、今回、500万円から2,500万円にふえ

るということで、やり方によってはすごくおも

しろく社会貢献できるのではないかと思ってい

るんですが。改めての質問になるかもしれませ

んけども、この事業は各地域のニーズとマッチ

ングしながらやらないといけないと思っている

んですが、これだけ予算規模がふえていくとど

のように使われると想定しているのか教えてい

ただければと思っております。

この公益的な取り○池田指導監査・援護課長

組みというのは、今回の社会福祉制度改革で全

ての社会福祉法人に努力義務として課せられた

ものでございまして、あくまでも地域ニーズを

踏まえて、社会福祉法人が独自の取り組みをす

るものでございます。今年度は10地区で500万円

の事業を行いましたけども、多かったものは、

フードバンク事業が多かったところでございま

す。つまり、保存可能な食料を蓄えておいて、

必要な方に提供していくような取り組み、こう

いったことが多かったところでございます。
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今後も社会福祉法におきまして、地域のニー

ズを踏まえた取り組みが行われるものと考えて

おります。

県立看護大学の予算の関係が若干○有岡委員

伸びているようですけれども、この7,500万円ほ

ど伸びている背景をお尋ねしたいと思います。

県立看護大学で予算がふ○田中医療薬務課長

えておりますのは、運営費交付金ということで

ございます。

このふえた内容としまして、１つは職員等人

件費に関する交付金の額が約3,800万円増加して

おります。この理由としまして、まだ県の出先

機関であった時代は、授業料等の収入というの

は県の歳入予算に入ります。その予算の組み方

の関係上、学生数を定員より多めに組むである

とか あるいは授業料減免というのを大学は行っ、

ておりますが、そういった分は含めない形で、

収入を実際よりも比較的多く歳入予算として組

んでいました。

法人化しますと、この交付金の計算の中で必

要な経費から収入を差し引いた残りを交付金で

支給することなりますので、収入を多めにして

いますと、その分、交付金が減ってしまうと。

実は29年度の交付金の算定の際に、どうもその

ような形になってしまいまして、職員等人件費

に係る交付金が実際に必要な額をちょっと下

回ってしまったという事情がございます。

そこで、この30年度の予算の積算に当たりま

しては、収入の面を現実の数字にきちんと置き

かえまして、結果、交付金が3,800万円ほどふえ

たというものでございます。

もう一つ、ふえた分としましては、特定運営

費という、内容としては退職者の退職手当の分

でございます。定年退職者、それから、普通退

職者等の退職手当に必要な財源はそのつど大学

に交付するとなっている関係上、ここでも3,800

。万円弱ほどふえているということでございます

合わせまして7,500万円ほどの増ということに

なっております。

ひとつ期待していたのは、学生か○有岡委員

らいろんな学生支援のためのアンケートをとっ

たり、いろんな課題に対する改善策の提案を受

けて、それに向けて向上、改善につなげるんだ

ということで、学生を中心にいろんな意見が出

てきたものを支援するような取り組みに発展し

たのかなというふうに期待したもんですから。

そういったアンケートとか、改善の要望があっ

て、それに取り組むということは今回の予算の

中には計上されていないのかお伺いしたいと思

います。

今、委員のおっしゃった○田中医療薬務課長

、ような学生のアンケートを受けたものとしては

運営交付金の中に入れておりません。ただ、こ

の運営交付金といいますのは、性質上、使途を

特定するのに交付するという性格のもので、先

ほど申し上げた、一応、名目の積算はあるんで

、 、すけれども そのお金の使い方というのは大学

法人のほうで自由度を持って使えます。

ですから、委員のおっしゃったようなところ

、 、を含めて 大学の取り組みになりますけれども

そういったものに充てるということは可能とい

うことになります。

ありがとうございます。○有岡委員

看護大のことしの県内就職率とい○丸山委員

うのはどうだったのか、まず、教えていただけ

ればと思います。

お尋ねは30年３月の卒業○田中医療薬務課長

、 、ということであろうと思いますが 済みません

手元に29年度の分しかございませんので、29年

３月分になります。
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29年３月卒でいきますと、88人が就職し、そ

のうち県内が38名、比率は43.2％となっており

ます。

見込みは出るんですか。○丸山委員

30年３月分は、また後ほ○田中医療薬務課長

どお答えしたいと思います。

独立行政法人になって、運営が法○丸山委員

人に任されていて、できるだけ県内への就職も

、ふえてほしいという気持ちがあるもんですから

その辺のことをしっかりと。県がどこまで改善

できるのかわかりませんけれども、県内就職を

していただくような形をできるだけやっていた

だきたいと思っています。

といいますのも、看護学校が６校か７校、県

、 、内にあると思うんですが 看護学校のほうには

県内への就職率の高い学校に100％の運営補助金

をやって、県外流出の高いところには少し補助

金を減らしますというふうに変えてきていると

思っているんです。となると、看護大にはそう

いった県内就職のハードルがないような状況で

いいのかと思っています。一気には県内就職率

が上がらないとは思っているんですが、３年、

５年かけて。これは昔議論をよくさせてもらっ

たんですが、看護大というのは県外に流出する

率が高くて、というのは、県内に就職する場所

がないとか、もしくは看護大だけじゃなくて医

大にも同じような学部があって、ちょっといび

つだなという思いもあるんですが。県内の人口

減少対策とか問題になっているのに、ここが40

％台で本当にいいのかというのは、非常に注目

しているもんですから。独立行政法人になって

から、改革のあとにうまく県内就職が進むのか

考えると、なかなか簡単には進まない、改善し

、てもらわないと困ると思っているもんですから

その辺の指導をことし１年はどのようにやられ

てきたかを教えていただければありがたいと

思っております。

まず、昨年４月の法人化○田中医療薬務課長

に際しまして議会の議決もいただきましたが、

。中期目標という６年間の目標ををつくりました

この中で、学部の県内就職率50％というのを掲

げました。これを６年間で達成するという目標

として設定をいたしました。

それに向けて大学のほうでは、28年度から、

その前からもですが、就職相談員を置いて、こ

まめに学生とコミュニケーションをとって、学

生に県内の就職先のよさなどを伝える、あるい

は、いろんな説明会も従来からやっておりまし

たけれども、県内の出身者が看護大にたくさん

入ってくるということも就職率を高める取り組

みの１つだと思います。

そういった高校を訪問して看護大学の魅力を

伝えるといった取り組みも、これからまだまだ

充実していかないといけないのですが、そうい

う取り組みを進めることで、県内就職率の目標

達成を進めていただくということが最大の目標

になりますので、大学法人のほうでも今後取り

組んでいくと考えておりますし、私どもでも、

できる支援は精いっぱいやっていきたいと思っ

ております。

、 、○丸山委員 ぜひ この50％を早急に達成して

早く60％とか 70％ぐらいになるような形でやっ、

ていただくように。これは大学法人ともちゃん

と連携してやっていただきたいと思います。指

導もお願いしたいと思っております。

133ページの地域医療推進費の３番○日髙委員

目なんですが、この事業によってどのくらいの

医師確保ができるのか、もし大体の数を予測さ

れているのであれば教えていただけますか。

医師修学資金でございま○田中医療薬務課長
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すが、これまで163名に貸与をしています。その

うち、へき地あるいは小児科、産科のような特

殊診療科に一定年数勤務すると返還免除という

ことになるんですけれども、実際に条件が整わ

ず、返還をした者が９名おります。まだほとん

どが学生でございますので、まだまだこれから

というところになるんですけれども、差し引き

、 、で154名といったところは 今後の期待を含めて

県内に定着し、県内の医師として活躍をしても

らえると思っておりますし、それに向けて取り

組んでいかないといけないと思います。

それと、ちょっと説明が不足しましたが、163

名のうち、実際に、義務を果たした者が５名お

ります。それから、義務を履行中の者が９名お

ります。へき地での勤務というのは２名という

ことで、小児科、産科といった特殊診療科が多

いんですけれども、そのような形で、14名は義

務履行中、あるいは義務終了ということで、県

。内医療への貢献をしているところでございます

ありがとうございました。県内定○日髙委員

着を目指してよろしくお願いいたします。

次の４の小児科専門医育成確保事○丸山委員

業は、補正予算で見込みを下回って1,000万円減

額したというのがあったんですが、今回、1,700

万円の予定で予算が計上されているんですが、

小児科医の確保は大きな問題と思っているもん

ですから、何人ぐらい確保できるということで

計上しているのかを教えていただければと思っ

ております。

この小児科専門医の育成○田中医療薬務課長

確保の資金貸与につきましては、枠としては、

１学年の３人の３学年、３年間ということで、

９名の枠を設けております。

御指摘のように、補正で多額の減額補正を行

いました。１つは、この制度をつくりましたと

きに、大分医科大学から派遣されていた小児科

医の確保という観点もありまして、この制度を

創設した経緯がございます。その後、大分大学

医学部からの小児科派遣というのがなくなりま

して、そのあとは、宮崎大学が埋めております

けれども、そのような修学資金を借りる小児科

医というのが減ってきてしまったというのが背

景としてあります。

、 、 、ただ 今回 条例改正をお願いしている中で

これまでは学生のときに貸します修学資金、こ

れを借りた者は、今度、小児科の研修資金とい

うのは借りることはできないこととしておりま

したが、今回からはそれを借りれるようにいた

しました。というのは、やはり産科もそうです

が、小児科もなかなかふえない。少しずつはふ

えておりますけれども、確保のためには修学資

金を借りて県内に残る、そして小児科医を目指

してくれる者には、このような資金も貸与して

確保したほうがよいということで、枠を広げた

形にしております。

そのようなことで、29年度は少なかったんで

すけれども、これから９人の枠に少しずつ入っ

ていただけるのではないかと思います。

ただ 多くは宮崎大学の小児科にどれだけ入っ、

てもらえるかというところが問題になりますの

で、この修学資金は、それを後押しするという

ものであります。宮崎大学の小児科、産科につ

いては産婦人科と一緒になって、確保あるいは

大学それぞれの入局者をふやすためにも、これ

をつかって取り組んでいきたいと思います。

ぜひ、入局者がふえるように宮崎○丸山委員

大学と連携していただきたいんですが、後期研

修を含めて、研修が終わった学生から残ってい

いと可能性が、９名分のうちどれくらい反応が

あると思っているのか、今わかれば教えていた
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だきたいんですが。

小児科専門医の研修資金○田中医療薬務課長

につきましては、まだ、現在借りている医師も

おりますので、これは継続して２年、３年とい

うのはあると思います。

新規分といいますのが、30年４月から始まる

新しい専門医制度、ここで小児科を選んだ医師

というのが対象になります。

その医師が、もう登録という手続きに進んで

おりまして 12月現在の一次登録では２名となっ、

ております。ですので、新しく４月から小児科

に入局するのは、今のところ２名と。プラスも

う１名 新しい研修を終えた者ではないんで─

すけれども、小児科に新規入局して、専門医研

修を受けるのがもう１人いますので３人はいる

んですけれども、宮崎大学を卒業して、宮崎大

学の医局にストレートで入るのが２名というこ

とになっております。

ですから、３名枠に対して借りる資格がある

のは、２名ということで、そこは残念ながら余

裕ができてしまっているという状況でございま

す。ここのところは、この修学資金というのを

借りやすく、間口も広げましたので、そういっ

たところを宮崎大学の小児科のほうにも十分活

、 、用いただいて 若い人に小児科に入ってもらう

そういうものの１つのツールとして使っていた

だきたいということでお願いをしているところ

でございます。

先ほど、看護大学の平成30年３月卒業者の就

職の状況のお尋ねでお答えします。

県内就職率は40.2％になっております。29年

３月から少し下がっておりますが、30年３月

は40.2％という県内就職率になっております。

小児科に関して、まだ余裕がある○丸山委員

ということですので、宮崎大学との連携につい

て、さらにアプローチをしていただきたいと思

います。

プラス、今度は新しく産科のほうも２名分予

定しているということですけれども、これは大

丈夫なんでしょうか。

大変残念なんですけれど○田中医療薬務課長

も、新しい専門医制度で１人入りました。です

から、産科は２名分。この２名分というのも宮

崎大学の産婦人科のほうと早くからいろいろと

相談をしまして、通常２名ぐらいということで

２名の枠を取りましたけれども、最初の年は１

名という、ちょっとさみしいスタートになりま

した。

先ほど小児科でも申し上げましたが、産婦人

科と、またいろいろ協力しながら、やはり入局

者をふやしていくと。それに、この修学資金、

研修資金も活用いただくというような形で、一

緒になってそれぞれの医師確保に取り組んでい

きたいと思います。

ぜひ、人口減少で大きな問題にな○丸山委員

る産婦人科、小児科の医師を確保するために、

医療薬務課を中心に、またしっかりと宮崎大学

やほかの大学病院も含めて連携しながら医師確

保に向けて、特に産婦人科、小児科医の確保に

向けて頑張っていただくようにお願いしたいと

思います。

医療薬務課内でほかにありまし○右松委員長

たら。

それでは、以上をもって福祉保健課、指導監

査・援護課、医療薬務課の審査を終了いたしま

す。

暫時休憩します。

午後２時32分休憩

午後２時38分再開
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委員会を再開いたします。○右松委員長

次に、国民健康保険課、長寿介護課の審査を

行いますので、それぞれ説明をお願いします。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いたします。

国民健康保険課分を○成合国民健康保険課長

御説明いたします。

歳出予算説明資料の137ページ、国保課のとこ

ろをお願いします。

、国民健康保険課の平成30年度の当初予算額は

左から２つ目の欄でございますけれども、一般

会計が295億5,358万3,000円、特別会計が1,157

億6,108万7,000円、一般会計と特別会計を合わ

せまして、一番上の段でございますけれど

も、1,453億1,467万円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

139ページをお願いします。

まず、一般会計についてでございます。

中ほどの 事項 高齢者医療対策費168億9,100（ ）

万8,000円でございます。これは後期高齢者医療

に要する経費でございまして、説明欄１の後期

高齢者医療財政安定化基金事業４億8,3 6 4

万5,000円は、広域連合の財政の安定化を図るた

めに、県に設置しております財政安定化基金に

基金を積み立て、財源不足の際に貸し付け等を

行うものでございます。

１つ飛びまして、後期高齢者医療給付費県費

負担事業126億2,604万8,000円、これは、医療給

付費の12分の１を負担するものでございます。

次に、４の高額医療費県費負担事業５億7,015

万1,000円は、高額医療の発生に伴います広域連

合の財政リスクを軽減するために、高額医療対

。象経費の４分の１を負担するものでございます

次に、５の保険基盤安定県費負担事業32

億1,072万6,000円、これは、低所得者等の保険

料の軽減に要する経費について、県が４分の３

を負担するものでございます。

続きまして、140ページをごらんください。

事項 国民健康保険助成費48億2,711万3,000（ ）

円でございます。これは、国民健康保険事業運

営の充実強化に要する経費でございまして、説

明欄１の保険基盤安定事業48億2,163万2,000円

は、市町村が行います低所得者への保険税軽減

及び低所得者を抱える市町村への財政的支援に

要する経費について、一定割合を負担するもの

でございます。

次に、（事項）特別会計繰出金77億2,366万

3,000円は、国民健康保険特別会計への繰出金で

ございますが、県の一般会計負担額を特別会計

に繰り入れまして、特別会計から支出するもの

となります。

このうち、説明欄１の都道府県繰入金65

億7,900万円は、現在の都道府県財政調整交付金

から名称が変わるものでございまして、これま

でと同じく医療給付費等の９％を負担するもの

であります。

次に ２の高額医療費負担金９億4,169万1,000、

円は、高額医療の発生による国保財政への影響

を緩和するために、高額医療費負担対象額の４

分の１を負担するものでございます。

次に、３の特定健診・特定保健指導費負担金

２億24万8,000円は、特定健診等に要する経費の

３分の１を負担するものでございます。

一般会計につきましては以上でございます。

続きまして、141ページをごらんください。国民

健康保険特別会計でございますけれども、こち

らにつきましては、厚生常任委員会資料で御説

明させていただきますので、資料の12ページを

お開きください。

国保の制度改革によりまして、保険給付に必
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要な費用は、全額、県が市町村に交付金として

交付し、その交付金に必要な財源の一部を国保

事業費納付金として市町村から徴収することと

なります。

この特別会計は、これらの事業に関する歳入

・歳出を管理するために、国民健康保険法に基

づき設置するものでございます。

２の事業概要につきまして、主なものを御説

明いたします。

まず （１）の保険給付費等交付金は、先ほど、

申し上げました保険給付に要する費用の全額を

普通交付金として市町村に交付するとともに、

市町村の財政状況その他の事情に応じました調

整のために特別交付金を交付するものでござい

ます。

次に （２）の社会保険診療報酬支払基金支出、

金、これは、これまで各市町村が支払基金に対

して支払っておりました後期高齢者支援金等を

県がまとめて支出するものでございます。

次に （３）の共同事業拠出金は、これまで国、

保連合会が市町村から拠出金を集めて国保中央

会に拠出しておりました特別高額医療費共同事

業に要する費用につきまして、県がまとめて拠

出するものでございます。

次に （４）の国民健康保険財政安定化基金事、

業は、財源不足が見込まれます市町村に対しま

して、資金の貸しつけ等を行うものでございま

す。

次に （５）の保健事業費、これは、平成30年、

度から県も国保の保険者となりますことから、

医療費分析等の事業を行うことによりまして、

医療費適正化等の市町村の取り組みを支援する

ものでございます。

以下、説明は省略いたしますけれども、３の

事業費は1,157億6,108万7,000円となります。

４の事業効果でございますけれども、県が財

政運営の責任主体となることによりまして、市

町村国保の財政がより安定すると考えておりま

す。

次の13ページの資料は、国、県、市町村間の

歳入・歳出の関係を図にしたものでございます

が、説明は省略させていただきます。

次の14ページをごらんください。

一番左側が、各市町村に納めていただく納付

金の一覧でございます。その右が県内統一の算

定方法を用いて算定しました市町村標準保険税

率となります。いずれも市町村に提示するもの

となります。

一番右の表は、全国統一の算定方法で算定し

ました都道府県標準保険税率となります。

この資料では、実際の保険税をイメージしに

くいかと思いますので、次の15ページで御説明

させていただきたいと思います。

一番左の「１人当たり保険税必要額①」は、

基金などからの繰り入れを考慮せずに、保険税

のみで必要額を賄ったとした場合の28年度の保

険税額で、その右の「１人当たり保険税必要額

②」が、30年度の算定結果になります。

その右の比較の欄を見ていただきますと、合

計11の市町村で保険税額が増加しておりますの

で、その右にありますとおり、激変緩和用の財

源を活用しまして、激変緩和措置を行っており

ます。

その結果が最終的な算定額で、その右にあり

ます「１人当たり保険税必要額③」でございま

す 一番下にございますけれども 県全体で5,223。 、

円の減、率にしますと94.8％となってございま

す。

なお、一番右の参考、28年度「１人当たり保

険税収納額④」につきましては、基金などから
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の繰り入れを含めた実際の保険税額で、その右

側が１人当たりの税抑制額となります。

、 、そして その右の増減額の欄につきましては

例えばですけれども、30年度に市町村が繰り入

れを全く行わずに算定額どおりとした場合の増

減額ということになります。

実際の保険税額につきましては、市町村がそ

れぞれの実情を踏まえて決定することとなりま

す。その際には、住民の保険税負担を考慮し、

基金などからの繰り入れを行うのか、行わない

のかなどを検討の上、税率等を決定することに

なると考えております。

一番最後の16ページの資料につきましては、

先ほどの激変緩和措置の考え方や方法をまとめ

たものでございまして、一番右にありますとお

り、保険税額が増加する市町村につきまして、

激変緩和用財源の全額を活用することにより、

増加率を0.9％まで引き下げております。

４月から実際の制度運用が始まりますけれど

、 、も これまで以上に市町村と連携を図りまして

制度の円滑な移行を進めてまいりたいと考えて

おります。

当初予算説明は以上でございます。続きまし

て、特別議案について御説明いたします。

、厚生常任委員会資料により御説明しますので

まず、47ページをお願いいたします。

議案第29号「宮崎県国民健康保険財政安定化

」 。基金条例の一部を改正する条例 でございます

１の改正の理由でございますけれども、国民

健康保険法等の一部改正に伴いまして、財政安

定化基金の運営等に必要となる事項を定めるた

め、所要の改正を行うものでございます。

具体的には、２の改正の概要にありますとお

り、30年度から実際の基金の運用が始まります

ので （１）の基金の運用に関しましては、運用、

益金の処理、延滞金の徴収などの規定を改正ま

たは追加するものでございまして （２）の基金、

の処分に関しましては、基金から特別会計への

繰り入れや基金の交付事業の要件などの規定を

追加するものでございます。

３の施行期日につきましては、平成30年４月

１日としております。

次に、48ページをお願いいたします。

議案第30号「宮崎県後期高齢者医療財政安定

」 。化基金条例の一部を改正する条例 であります

この後期高齢者医療財政安定化基金は、先ほ

ど当初予算のところで御説明いたしましたけれ

ども、下段の概要にもありますとおり、後期高

齢者医療を運営します広域連合に対しまして、

財源不足が生じた際に基金から貸し付け等を行

うものでございまして、条例に定める拠出率に

応じて、国、県、広域連合が基金への積み立て

等を行っております。

この条例で定めております拠出率につきまし

て、１の改正理由にありますとおり、国の定め

ます標準拠出率が10万分の40と定められたこと

に伴いまして、２の改正概要にありますとお

り、10万分の41から10万分の40に改正するもの

でございます。

３の施行期日は、平成30年４月１日としてお

ります。

次に、54ページをお願いいたします。

議案第38号「宮崎県国民健康保険運営協議会

条例の一部を改正する条例」であります。

30年度からの制度改革への準備を進めるため

に、改正法の附則に基づき、昨年３月に国保運

営方針等を審議します運営協議会を置いており

ますけれども、１の改正の理由にありますとお

り、改正法が30年４月１日に施行されることに

伴いまして、改正法に即した条例の改正が必要
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となります。

このため、２の改正の概要にありますとお

り、30年３月31日までとなっております委員の

任期を、改正法に即して３年と定めるものでご

ざいます。

３の施行期日は、平成30年４月１日としてお

ります。

最後に、30年２月定例県議会提出議案書当初

分の議案第37号のところ、195ページをお願いし

ます。

議案第37号「宮崎県国民健康保険調整交付金

条例を廃止する条例」について御説明させてい

ただきます。

この条例は、先ほど当初予算のところで御説

明いたしました県が医療給付費等の９％を負担

します県繰入金、現在の財政調整交付金に関す

る条例でございますけれども、これまで条例で

定めることとされておりました事項が、法令で

規定されることとなりますために本条例を廃止

するものでございます。

国民健康保険課の説明は以上でございます。

長寿介護課分を御説明い○木原長寿介護課長

たします。

お手元の平成30年度歳出予算資料の長寿介護

課のところ、145ページをお開きください。

長寿介護課の平成30年度当初予算額は、左側

から２つ目の欄にありますように、197億6,744

万9,000円でございます。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。

147ページをお開きください。

まず、中ほどにあります（事項）生きがい対

策費8,376万3,000円であります。

これは、高齢者の生きがいを高め、その生活

、を健康で豊かなものとするために要する経費で

説明欄１の老人クラブ支援事業などを引き続き

実施させていただきたいと考えております。

次に （事項）在宅老人介護等対策費3,779、

万6,000円であります。

これは、在宅の介護高齢者等が地域で安心し

て生活を送ることができるようにするために要

する経費で、説明欄２の地域包括ケアシステム

・権利擁護支援事業などを引き続き実施させて

いただきたいと考えております。

次に （事項）認知症高齢者対策費3,010万1,000、

円であります。

次のページをお開きください。

これは、認知症高齢者やその家族を支援する

ための事業などに要する経費で、説明欄１の認

知症介護研修事業などを引き続き実施させてい

ただきたいと考えております。

次に （事項）超高齢社会対策費233万3,000円、

であります。

これは、高齢者福祉に関する県民の理解促進

、などの高齢者対策の総合調整等に要する経費で

説明欄１の百歳長寿者等お祝い事業などを引き

。続き実施させていただきたいと考えております

次に （事項）介護保険対策費165億2,449、

万6,000円であります。

主なものとしましては、説明欄１の介護保険

財政支援事業164億5,341万3,000円で、これは市

町村が実施する介護保険事業に要する経費に対

し、県が定率負担等を行うものであります。

説明欄８の改善事業、自立支援型ケアマネジ

メント推進事業につきましては、後ほど委員会

資料にて御説明いたします。

次に、一番下の（事項）老人福祉施設整備等

事業費３億6,534万6,000円であります。

これは次のページになりますが、老人福祉施

設への建設費・運営費補助等に要する経費であ
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ります。

主なものとしましては、説明欄１の老人福祉

施設整備等事業などを引き続き実施させていた

だきたいと考えております。

次に （事項）地域医療介護総合確保基金事業、

費25億4,229万2,000円であります。

説明欄にありますとおり、１の基金積立金19

億6,485万8,000円と２の利子積立金129万8,000

、 、 、円 そして この基金を活用する事業費として

３の基金事業５億7,613万6,000円を計上させて

いただいておりますが、事業内容等につきまし

ては、常任委員会資料で説明をさせていただき

ます。

なお、基金積立金と基金事業の額が一致して

おりませんが、これは、長寿介護課以外の課の

事業にも基金を充当するなどの理由によるもの

であります。

それでは、別冊の常任委員会資料の17ページ

をお開きください。

最初に、地域医療介護総合確保基金事業につ

きまして、医療・介護連携推進室長より御説明

をいたします。

それでは、地○内野医療・介護連携推進室長

域医療介護総合確保基金事業の全体概要につき

まして御説明をいたします。

１の目的・背景ですが、団塊の世代が75歳以

上になります2025年に向けて、医療、介護の総

合的な確保を図るため、各種の基金活用事業を

実施するものであります。

次に、２の事業概要ですが、毎年度、都道府

県が国に事業計画を提出しまして、その事業費

の３分の２が消費税増税分を財源とする交付金

として国から交付され、残る３分の１を県が負

担するものであります。

制度の対象となります事業は、この枠囲みの

（ ） （ ） 、 、１ から ５ の５項目でありまして 医療

介護に係る施設整備や居宅等における医療の提

供、人材確保に関する事業とされております。

まず、医療分の16億2,874万3,000円は （１）、

の病床の機能分化・連携に関する事業が新規１

事業、改善２事業、継続７事業で９億6,732

万2,000円 （２）の居宅等における医療の提供、

に関する事業が改善１事業、継続５事業で5,305

万4,000円 （３）の医療従事者の確保に関する、

事業が継続21事業で６億836万7,000円を計上し

ております。

次に、介護分５億6,269万2,000円は （４）の、

介護施設等の整備に関する事業が継続１事業の

３億9,929万1,000円 （５）の介護従事者の確保、

に関する事業が新規２事業 改善６事業 継続16、 、

事業で１億6,340万1,000円を計上しており、医

療分と介護分の総額は右上の21億9,143万5,000

円となっております。

その下の表に30年度の基金積立額を記載して

おりますが、医療分と介護分それぞれに過年度

分の起債基金残額からの充当があるため、事業

費の総額とは一致をしておりません。

次に、３の事業効果ですが、急性期医療から

在宅医療、介護までの一連のサービスが切れ目

なく提供される体制整備が進むものと考えてお

ります。

右側のページに新規・改善事業、計12事業の

概要を記載しておりますが、こちらは各事業の

担当課長から説明をさせていただきます。

なお、医療分の（１）の①改善事業、脳卒中

、 、 （ ）連携体制構築支援事業 それから 介護分の ５

の①改善事業、福祉で働こう！ひなたの人材確

保推進事業の２事業につきましては、先ほどそ

れぞれ医療薬務課長、福祉保健課長から説明を

させていただいております。
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引き続き、医療・介護連携推進室の所管事業

について御説明をさせていただきます。

常任委員会資料の20ページをお願いいたしま

す。

改善事業、医療・介護連携推進事業でありま

す。

１の目的・背景につきましては、地域包括ケ

アシステムの構築に向け、切れ目のない医療・

介護サービスを提供するための多職種連携に係

る研修会の実施等により、在宅医療と介護連携

の推進を図るものであります。

次に、２の事業概要ですが （１）の県協議会、

設置・運営事業につきましては、医療と介護の

関係者で構成する協議会におきまして、地域医

療介護総合確保計画の協議等を行います。

（２）の在宅医療研修事業につきましては、

県医師会や郡市医師会において、在宅医療を担

う医師や在宅療養を支える看護師など専門多職

種を対象とした研修を実施いたします。

（３）の入退院調整ルール策定・運用事業に

つきましては、入院や退院時に医療機関と介護

支援専門員の情報共有が円滑に行われるよう共

、通ルールを二次医療圏ごとに策定するとともに

実際に運用しながら、その効果等の検証や改善

を行います。

（４）の多職種による地域住民との交流事業

につきましては、地域住民への意識啓発等のた

め、講演会や意見交換会を実施いたします。

（５）の医療介護連携のためのＩＣＴ普及促

進事業につきましては、医療機関や介護施設が

患者等の情報を共有するためのシステム導入な

どのＩＣＴ化を支援いたします。

（６）の多職種連携教育環境整備事業につき

ましては、地域包括ケアシステムを支える多職

種を対象として、医療、介護系の学生等に、多

職種連携の効果的な現地指導を行うことのでき

。る人材の育成研修を県内各地で実施いたします

３の事業費は、5,404万1,000円となっており

ます。

４の事業効果につきましては、高齢者が住み

なれた地域で生活するための医療と介護に係る

体制整備が推進されるものと考えております。

次に、22ページをお開きください。

改善事業、認知症地域支援体制整備事業であ

ります。

１の目的・背景につきましては、認知症の早

期診断・早期対応のための体制を整備し、認知

症の人に適時・適切な医療・介護サービスが提

供されることを目的としております。

２の事業概要ですが （１）の地域医療支援事、

業につきましては、高齢者が日ごろより受診す

るかかりつけ医や看護師等が適切な認知症診療

の知識・技術や認知症の人本人とその家族を支

える知識等を習得するための研修や、認知症診

療において、かかりつけ医等への助言を行いま

す認知症サポート医のさらなるスキルアップを

。図るための研修を実施することとしております

また （２）の認知症支援体制事業につきまし、

ては 本年４月に全市町村が設置することとなっ、

、ております認知症初期集中支援チームの運営や

認知症地域支援推進員の活動の推進及びネット

ワーク強化のための研修を実施することとして

おります。

３の事業費は、662万9,000円となっておりま

す。

４の事業効果については、認知症の早期発見

・早期対応が図られますとともに、認知症の人

の状態に応じた必要なサービス提供、支援体制

が整えられることにより、認知症の人が住みな

れた地域でその人らしく生活することができる
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ものと考えております。

次に、27ページをお願いいたします。

新規事業、地域のちから・リハビリテーショ

ン機能強化推進事業であります。

１の目的・背景につきましては、災害時や地

域包括ケアシステムの構築におきまして、理学

療法士などのリハ専門職によるリハビリテー

ション活動の重要性が高まっておりますことか

ら、平常時から関係団体間のネットワークの構

築や多職種連携を推進することにより、災害時

の対応を含めた地域におけるリハビリテーショ

ン機能の強化を図るものであります。

次に、２の事業概要ですが （１）の県リハビ、

リテーション支援センターの設置につきまして

は、①にありますとおり、各リハ専門職等の連

携体制を構築するための連絡会の開催や、②の

被災地支援、被災地対応を円滑に行うための研

修会を開催することで、リハビリテーション支

援に係るセンター機能の強化を図るものであり

ます。

また （２）のリハ専門職介護予防指導者育成、

事業につきましては、リハ専門職に対し、高齢

者の自立支援や重度化防止を目的とする地域ケ

ア会議における助言方法や住民運営の通いの場

の支援方法など、市町村支援に必要な知識を習

。得するための研修会を開催するものであります

３の事業費は272万円となっております。

４の事業効果につきましては、リハ専門職の

ネットワーク体制を構築し、日常的な連携を行

うことで、災害発生時の支援体制の整備が図ら

れるとともに、リハビリテーション専門職によ

、 、る地域支援機能が強化され 高齢者の自立支援

。重度化防止が推進されるものと考えております

私からの説明は以上であります。

引き続き長寿介護課の所○木原長寿介護課長

管事業について御説明をいたします。

お手数ではございますけれども、常任委員会

。資料19ページにお戻りいただけますでしょうか

改善事業、自立支援型ケアマネジメント推進

事業についてであります。

１の目的・背景につきましては、団塊の世代

が75歳以上となる2025年を見据え、介護支援専

門員の医療との連携や多職種協働を支援すると

ともに、平成30年度に居宅介護支援事業所の指

定権限が移譲される市町村への支援として、市

町村が実施しますケアプラン点検を支援するこ

とにより、在宅において医療と介護の両方を必

要とする高齢者に対しまして、高齢者の自立支

援につながる適切な医療系サービスの提供及び

介護給付費の適正化を図るものであります。

２の事業概要でありますが （１）在宅医療介、

護連携推進事業につきましては、介護支援専門

員に対しまして、医療・介護連携に関する研修

会として、高齢者に多く見られる疾患や医療系

サービスについての知識を習得する講義や、医

師、看護師などの在宅医療にかかわる多職種と

のグループワークを開催するものであります。

（２）ケアプラン点検事業につきましては、

市町村に対し、保険者としてのケアプラン点検

実施への支援といたしまして、ケアプラン点検

の方法や一連のケアマネジメント実践に関する

研修会を開催するとともに、主任介護支援専門

員等を派遣し、助言を行うものであります。

（３）介護保険制度理解促進事業につきまし

ては、有料老人ホームを運営する事業者に対し

まして、介護保険制度の理念を理解し、自立支

援、医療との連携を意識した健全な事業運営の

ための研修会を開催するものであります。

３の事業費は、369万2,000円。

４の事業効果につきましては、地域包括ケア
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システムの中核を担う介護支援専門員が医療知

識を身につけ、医療介護連携のコーディネータ

ーとして自立支援に資するケアマネジメントを

実践することで、高齢者が重度な要介護状態と

なっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるとともに、

介護給付費の適正化を図り、制度の持続可能性

が高まるものと考えております。

次に、21ページをお開きください。

改善事業、訪問看護ステーション等設置促進

事業についてであります。

１の目的・背景につきましては、医療と介護

をつなぐ役割を担う訪問看護サービスが、在宅

医療・介護の連携促進、地域包括ケアシステム

を構築するための社会資源の基盤ですが、都市

部に集中するなど偏在しがちであり、条件不利

地域等に新たに訪問看護ステーションを開設す

る事業者を支援することにより、県内全域で訪

問看護を利用できる体制整備を図るものであり

ます。

２の事業概要でありますが、新規参入を促進

するため、訪問看護ステーション開設時の初期

費用を支援するとともに、訪問看護ステーショ

ンが設置されていない空白地域においてモデル

事業を実施することとしており （１）訪問看護、

ステーション整備費補助金につきましては、条

件不利地域等に、新たに訪問看護事業所を設置

する事業者に対して、立ち上げまでに必要な初

期費用を支援するものであります。

次に （２）農山村地域における訪問看護サー、

ビスモデル事業につきましては、訪問看護ステ

ーションが設置されていない空白地域に参入す

る事業者に対して初期費用を支援し、得られた

参入ノウハウ等を実証することにより、運営可

能な訪問看護事業のモデルを構築するものでご

ざいます。

３の事業費は、1,015万円。

４の事業効果につきましては、訪問看護ステ

ーション開設時の初期費用を支援し、条件不利

地域等におけるサービス提供体制を構築するこ

とにより、県内全域で訪問看護が安定して利用

できる環境が整備され、高齢者が安心して暮ら

せる環境が整うものと考えております。

次に、23ページをお開きください。

改善事業、権利擁護人材育成・資質向上支援

体制づくり事業についてであります。

１の目的・背景につきましては、高齢化の進

展や単身高齢世帯等の増加が見込まれる中、認

知症高齢者など判断能力の不十分な方が地域に

おいて安心して自立した生活が送れるよう、成

年後見制度を適切に利用できる社会づくりが喫

緊の課題となっております。

このため、市町村社会福祉協議会等における

広域を含めた法人後見受任体制の整備を支援す

るとともに、法人後見支援員等の育成により、

後見の担い手を確保し、成年後見制度利用のた

めの基盤整備を図ることといたしております。

２の事業概要の（１）権利擁護人材育成資質

向上事業につきましては、市町村社会福祉協議

会等において、後見業務を担う法人後見専門員

や法人後見支援員の育成及び一層の資質向上を

図るため、①から④の各種研修を実施すること

といたしております。

なお、④の法人後見専門員スキルアップ研修

は、多職種連携によります地域連携ネットワー

クの構築を見据え、関係機関との連携のあり方

や調整力向上などの習得を目的といたしており

ます。

次に （２）広域的な成年後見受任体制整備等、

支援事業につきましては、①広域的な成年後見



- 54 -

平成30年３月12日(月)

受任体制整備に取り組む市町村に対しまして、

（ア）の地域連携ネットワークの構築等に係る

、 、検討会や研修会等の実施に要する経費を また

（イ）の地域住民を対象とした講演会など、成

年後見制度の普及啓発に要する経費などを支援

することといたしております。

また、②の法人後見受任体制の整備に取り組

む市町村に対しましては、引き続き支援をする

こととしております。

３の事業費は、1,042万円。

４の事業効果につきましては、市町村社会福

祉協議会等が主体となった成年後見制度の利用

体制が整備されることにより、認知症高齢者な

どの権利や利益が確保され、さらには将来的に

県民が主体となった被後見人支援の環境づくり

が図られるものと考えております。

次に、24ページをごらんください。

改善事業、介護の職場環境改善促進事業につ

いてであります。

１の目的・背景でありますが、介護人材の確

保・定着におきましては、事業者が介護人材に

とって働きやすい職場環境を整えることや、自

主的・積極的に雇用管理改善を進めて魅力ある

職場としていくことが重要であります。

特に、小規模の事業者では、雇用管理に関す

る昇給制度や人事評価制度などの整備が十分に

進んでいない傾向がございます。

このため、環境改善や離職防止を目的とした

講演会等を開催するとともに、小規模事業者に

対する雇用管理の理解を促進するための研修を

実施することにより、介護人材の確保・定着促

進を図るものであります。

２の事業概要の（１）介護人材定着促進事業

につきましては、事業者の経営者、管理者、人

事担当者等を対象に、介護人材にとって働きや

すい職場環境づくり等についての講演及び離職

防止に向けた事業所運営等についての研修を行

うものであります。

（ ） 、２ 雇用管理改善促進事業につきましては

県内各地域の小規模事業所で構成する連絡協議

会に対しまして、人事制度・人材育成制度を整

備するための研修を実施するものであります。

３の事業費は、524万5,000円。

４の事業効果につきましては 介護人材にとっ、

て働きやすい職場環境の整備や小規模事業者に

おける雇用管理の理解促進、人事制度・人材育

成制度の整備や改善の取り組みが図られること

により、介護人材の離職防止や定着促進を図る

ことができると考えております。

次に、25ページをお開きください。

改善事業 「みやざき・ひなたの介護」情報発、

信事業についてであります。

１の目的・背景につきましては、県内の介護

従事者を安定的に確保するため、将来の担い手

となります若者等に対し、介護の魅力を発信す

るさまざまな取り組みを行うことにより、介護

。の仕事の理解や参入促進を図るものであります

２の事業概要でありますけれども （１）情報、

発信番組の制作・放映及び二次利用につきまし

ては、①の介護の魅力をテレビ、ラジオ等によ

り発信し、また、②の二次利用として、放送さ

れた番組のＳＮＳやホームページ等での配信、

さらには、番組を収録したＤＶＤを小中高校等

に配付し、総合的な学習の時間などで活用して

もらうこととしております。

次に （２）普及啓発資料の作成・配付につき、

ましては、介護の魅力を発信するパンフレット

などを作成し、学校や普及啓発イベント等で配

付する予定であります。

次に （３）の普及啓発イベントの開催につき、
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ましては、講演会や介護体験会等を一体的に行

うイベントを開催することとしております。

最後に （４）の職場体験会の開催では、山間、

部の小中学生を対象に、地元の特別養護老人ホ

、ームなどでの介護体験などを通じて介護を感じ

また、知ってもらうきっかけづくりとして取り

組むことといたしております。

３の事業費は、1,957万3,000円。

４の事業効果につきましては、介護の仕事や

魅力について広く知ってもらうことで、少しで

も介護に対するマイナスイメージの払拭が図ら

れ、介護人材の参入促進につながるものと考え

ております。

次に、26ページをごらんください。

新規事業、訪問看護ステーション基盤強化事

業についてであります。

１の目的・背景につきましては、医療と介護

の連携を担う訪問看護ステーションが多様化、

複雑化、さらには重度化する利用者のニーズに

きめ細やかに対応し、地域包括ケアを支える中

核として、継続的、安定的に事業を実施してい

くには、訪問看護を行う人員を増員し、24時間

対応やターミナルケア等の体制を強化する必要

があります。

このため、人員の増員等を行う既存の事業所

を支援することにより、訪問看護ステーション

の基盤強化を図るものであります。

２の事業概要でありますが、既存の訪問看護

ステーションの基盤強化を図るため、訪問看護

、職員の新規雇用及び育成等に要する経費として

（ ） 、１ の訪問看護職員の新規雇用及びその育成

研修等に要する経費 （２）の職員がストーマ技、

術講習などの新たな研修を受講する場合に要す

る経費 （３）の地域包括ケアシステムの構築に、

向けて、事業所内、医療機関、各居宅サービス

事業所などと情報共有を行うためのタブレット

等の通信ＩＣＴ機器及び通信環境の整備に要す

る経費 （４）の増員した訪問看護職員に必要な、

訪問車両及び備品整備等に要する経費に対して

支援を行うものであります。

３の事業費は、1,800万円。

４の事業効果につきましては、訪問看護ステ

ーションの基盤強化を図ることにより、県内全

域で訪問看護を利用できる環境が整備され、高

齢者が安心して暮らせる環境が整うものと考え

ております。

当初予算に関する説明は以上でございます。

次に、委員会資料の45ページをお開きくださ

い。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」について、委員会資料にて

御説明をさせていただきます。

１の改正の理由につきましては、介護保険法

の改正により、居宅介護支援事業者の指定権限

が県から市町村に移譲されるとともに、新たな

介護保険サービスが創設されることに伴い、所

要の改正を行うものであります。

２の改正の概要でありますが、まず（１）の

居宅介護支援事業者の指定権限の市町村への移

譲に伴い、居宅介護支援事業者の指定申請等に

係る申請手数料及び更新申請手数料を条例から

削除するものであります。

次に （２）の新たな介護保険サービスの創設、

につきましては、介護医療院の創設に伴い、介

護医療院の開設許可申請手数料６万3,000円、変

更許可申請手数料３万3,000円、開設許可更新申

請手数料１万5,000円を新たに追加するものであ

ります。

３の施行期日は、平成30年４月１日でありま

す。
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続きまして、55ページをお開きください。

議案第39号「介護保険サービスの人員、設備

及び運営等の基準に関する条例の一部を改正す

る条例」について、委員会資料にて説明をさせ

ていただきます。

１の改正の理由につきましては、議案第22号

、 、でも説明しましたが 介護保険法の改正により

居宅介護支援事業者の指定権限が県から市町村

に移譲されるとともに、新たな介護保険サービ

スが創設されることによるものでございます。

次に、２、改正の概要でありますが （１）居、

宅介護支援事業者の指定権限の市町村への移譲

に伴い、居宅介護支援事業者の指定の基準に係

る規定を削除するものであります。

また （２）新たな介護保険サービスの創設に、

つきましては、①で介護医療院、②で共生型居

宅サービス及び共生型介護予防サービスのそれ

ぞれの創設に伴い、各サービスの基準等に係る

規定を追加するものであります。

参考としまして、これらの新たな介護保険サ

ービスの概要について御説明をいたします。

次のページをごらんください。

まず （１）介護医療院の①であります。制度、

の趣旨につきましては、要介護者に対し、長期

療養のための医療と日常生活上の介護を一体的

に提供する施設であります。

次に、②人員、設備及び運営等の基準につき

ましては、厚生労働省令では、入所者の容体に

応じて機能的には２つのタイプが基準となって

おります。具体的には、比較的容体が安定して

いる入所者に対しましては、介護老人保健施設

に相当する基準となっており、また、重篤な身

体疾患を有する者や認知症高齢者など、手厚い

医療・介護サービスが必要な入所者に対しまし

ては 介護療養型医療施設に相当する基準となっ、

ております。本県の基準につきましては、厚生

労働省令を準用することとしております。

次に （２）共生型居宅サービス及び共生型介、

、護予防サービスの①制度の趣旨につきましては

障がい者が65歳以上になっても、従来からサー

ビスを受けてきた事業所にて継続してサービス

を利用しやすくすることや、限られた福祉人材

を有効活用する観点から、障がい福祉の居宅サ

ービスの指定を受けている事業所が、介護保険

の居宅サービスの指定を受けやすくする特例と

して創設されるもので、介護保険においては、

共生型訪問介護、共生型通所介護、共生型（介

護予防）短期入所生活介護が創設されることと

なっております。

次に、②人員、設備及び運営等の基準につき

ましては、厚生労働省令では、障がい福祉の事

業所であれば、基本的に介護保険における共生

型居宅サービス等の指定を受けられるような基

準となっており、本県の基準は厚生労働省令を

準用することといたしております。

左側のページにお戻りいただき、３、施行期

日をごらんください。改正法の施行日でありま

す平成30年４月１日としております。

次に、委員会資料の61ページをお開きくださ

い。

議案第51号「宮崎県高齢者保健福祉計画の変

更」についてであります。

、 、 、１ 計画変更の理由でありますが 本計画は

老人福祉法及び介護保険法の規定に基づき定め

ているもので、現行計画が満了いたしますこと

から見直しを行い、平成30年度からの次期計画

を策定するものであります。

次に、２、計画の期間につきましては、30年

度からの３年間であります。

次に、３、計画の骨子の（１）基本目標につ
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きましては 「高齢者がいつまでも住みなれた地、

域で、安心して自分らしく暮らし続けられる社

会づくりを目指して～地域包括ケアシステムの

深化・推進～」としております。

（２）計画の構成につきましては、総論、各

論、圏域編による構成としております。詳細は

後ほど御説明いたします。

次に、４、計画の特徴についてであります。

本計画は、本県の高齢者施策を総合的かつ計

画的に推進するため、施策の方向性や介護サー

ビス量の見込みを定めたもので、現行計画から

主な変更点は以下のとおりであります。

（１）の地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するため、医療計画との整合性の

項目を追加 （２）の地域包括ケアシステムの深。

化・推進のため、自立支援、介護予防、重度化

防止の推進を追加 （３）の着実に計画を推進す。

るため、数値目標の追加設定をしたところであ

ります。

次に、次期計画の概要であります。

お手元の資料２とありますＡ３の概要版で御

。 。説明をいたします 資料左側をごらんください

まず、Ⅰ総論の第１章、計画策定に当たって

についてであります。

３つ目の項目までは、これまでの説明と重複

しますので省略させていただきます。

４つ目の計画の背景につきましては、介護保

険法等の一部を改正する法律及び国の基本指針

など、国における介護保険制度改正の動向等を

踏まえ、地域包括ケアシステムの深化・推進を

目指すこととしております。

、５つ目の高齢者保健福祉圏域につきましては

８圏域を設定しております。

次に、第２章、高齢化等の状況では、高齢者

人口や世帯の状況の推移をはじめ、要支援者及

び要介護者等の状況を掲載しております。

次に、資料の右側の第３章、計画の基本的な

考え方をごらんください。

計画の基本目標につきましては、先ほど説明

させていただきましたが、基本目標を実現する

ため、５つの施策の柱を設定しております。

Ⅱの各論をごらんください。第１章から第５

章までが各施策の柱となっております。

まず、第１章、高齢者が活躍する社会の推進

であります。

１のシニアパワーの活用など、高齢者自身の

豊富な知識や経験、技能などを生かし、高齢者

、が地域を支える一員として活躍する取り組みや

生活を豊かにする生きがいづくりなどの支援等

を行うこととしております。

第２章、自立支援に向けた取り組みの推進に

つきましては、１の自立支援、介護予防、重度

化防止の推進として、今般の介護保険制度の改

正を踏まえ、地域包括ケアの深化・推進に向け

て、モデル事業の実施等により市町村の支援を

行うこととしております。

２の在宅医療と介護の連携では、県内全域で

の入退院支援ルールの策定に努めるほか、医療

と介護をつなぎ、在宅医療に必要不可欠な訪問

看護ステーションの体制整備を図ってまいりま

す。また、退院調整を行う医療ソーシャルワー

カーや看護師、ケアプランを策定する介護支援

専門員に対する研修等により、人材の育成や資

質向上に努めることとしております。

２枚目をごらんください。

第３章、認知症高齢者支援策の充実について

であります。

まず、１の予防対策では、特定健康診査や保

健指導の実施並びに保健事業の充実を図るとと

もに、早期発見・対応が重要でありますことか
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ら、２の相談体制の整備では、窓口の周知、認

知症サポート医を活用した保健医療関係者等へ

の研修などを行う予定としております。

３の専門医療の提供体制の充実では、二次医

療圏に各１カ所、認知症疾患医療センターの設

置を目指すほか、認知症対応力向上研修を実施

いたします。

６の若年性認知症に関しましては、雇用や子

、育てといった高齢者とは異なる課題があるため

、地域住民や事業主等への啓発や研修などにより

本人やその家族の支援に努めてまいります。

次に、第４章、介護サービス基盤の充実につ

きましては、１の介護サービス基盤の整備とし

て居宅サービスなどを充実するとともに、介護

療養型医療施設の介護医療院などへの円滑な転

換に努めることとしております。

なお、この章では、介護給付対象サービス等

の必要量を、サービスの種類ごとに見込んでお

ります。

第５章、人材の育成及び確保についてであり

ます。

１の人材育成及び確保では、今後、介護分野

への人材参入を促進するため、介護職員処遇改

善加算制度の推進や、介護の魅力ややりがいを

発信する取り組みをはじめ、ＥＰＡや技能実習

制度等の活用の必要性を含めた研究・検討、各

事業所における介護ロボットなどの導入促進の

支援に取り組むこととしております。

３の専門職の人材育成及び確保といたしまし

て、介護支援専門員等への研修をはじめ、医療

的ケアに対応できる介護人材の育成についても

引き続き実施する予定としております。

次に、第６章、計画の推進につきましては、

着実に計画を推進するため、本計画では、数値

、 、 、目標を17項目設定し 毎年度 進捗状況を点検

評価することとしております。

右側の下段に設定予定の17項目のうち６項目

を記載しております。

長寿介護課については以上でございます。

ありがとうございました。○右松委員長

議案に関する執行部の説明が終了しました。

質疑のほうをお願いします。

国民健康保険のことについて伺い○丸山委員

たいんですが。先ほど説明で、激変緩和のため

、に市町村へ支援するということだったんですが

全ての市町村を支援すると決定したわけではな

いのか、市町村がプラスにならないように一般

会計の繰り入れをやっているという事例はどれ

くらいあるのかというのがわかれば教えていた

だければと思っておりますけれども。

。○成合国民健康保険課長 30年度の状況ですか

0年度になってから。○丸山委員 3

国保税につきまして○成合国民健康保険課長

は市町村がお決めになるんですけれども、26市

町村のうち、24市町村が６月議会で税率等を決

めるとなっております。したがいまして、まだ

方向性でしかないんですけれども、おおむね据

え置きの方向というところが多いとは聞いてお

ります。

４月からスタートするものですか○丸山委員

ら。今、大体各市町村は議会が始まっています

が、これまでも市町村とは連携しながらやって

きていますということだったので、ほとんどの

市町村がこれまで一般会計で繰り入れをしてい

た分に対しては繰り入れをされることが決まる

と思っていたものですから。

なぜ６月でいいのかというのがちょっとわか

らないので、そこを含めて教えていただければ

と思いますけれども。

おっしゃるとおり、○成合国民健康保険課長
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全国的にも３月議会で決めているところも多い

んですけれども、一部には６月議会もございま

す。と申しますのは、保険税というのは被保険

者の前年所得に応じて賦課するという仕組みで

ございまして、つまり、29年度中の所得が確定

するのが３月末ということで、そういった所得

状況を踏まえて６月に決めるという仕組みに

なっております。

わかりました。○丸山委員

遺漏のないようにシステムが動くようにして

いただきたいというのと、安定化基金を設置さ

れています。これまで基金を活用した市町村が

多かったというふうに理解していいのか、29年

度はどうだったのかを含めて教えていただきた

いと思います。

30年度からは財政化○成合国民健康保険課長

安定化ということで、例えば収納率が下がった

ところには貸しつけとか、あるいは大規模な災

害等の場合には交付とかいう仕組みがあるんで

すけれども、現状では、今の国保制度では広域

等化支援基金というのがございます。これが、

いわば30年度から安定化基金にかわるというイ

メージでよろしいんですけれども、この広域化

支援基金につきましては平成14年度につくって

おりまして、今年度まで運用しておりますけれ

ども、これまで２回ほど活用いただいておりま

す。

内容的には やはり収納不足というのが多かっ、

たと記憶をしております。

確認ですが、14ページの資料の中○有岡委員

にもありますが、３方式ということで、４方式

をまだやっていらっしゃる関係とかをちょっと

整理したいと思うんですが。２方式は別として

も３方式に統一しているのかどうかを再度確認

させていただきます。

まず、現状で申し上○成合国民健康保険課長

げますと、宮崎県内26市町村、まだ圧倒的に４

。 、方式が多ございます 28年度時点で４方式が23

３方式が３つ。29年度に３市町村が４方式から

３方式に変えましたので、今、４方式が20、３

方式が６つ。30年度からも幾つか３方式に変わ

るというところがございます。

傾向としましては、現状では４方式が多いん

ですけれども、３方式に移行していくのかなと

いうところでございます。

県としましては、標準保険税率を３方式で示

しておりますけれども、４方式ですといわゆる

資産割が入ってくるんです。資産割ですと、そ

れを市町村が把握できていないところもありま

すので、比較をしていただくために３方式しか

ないということでございまして、将来的に税率

の統一をしていこうということであれば、算定

方式も、当然、統一していかないといけないと

いうことになろうかと思います。

もう１点、激変緩和措置というこ○有岡委員

とで当面６年間を取り組むということですが、

逆に、６年間をかけて健康づくりにしっかり取

り組むんだということが大事だと思うんです。

長寿介護課との連携も含めて、そこら辺はどう

でしょうか。老人会の活性化とか、いろいろあ

りましたけども、まずは市町村に対して激変緩

和措置が６年で終わるということを示した上で

健康づくりに取り組むということをもっとしっ

かり伝えておくことが、いい方向に行くひとつ

の手立てじゃないかと思うんですが、そこら辺

の取り組み、啓発、そういった意識づけという

のはいかがでしょうか。各市町村の動きとして

は。

おっしゃるとおり、○成合国民健康保険課長

健康づくりは、置きかえれば医療費適正化とい
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うことでよろしいかと思うんですけれども、結

局、今回算定結果でかなり高いところ、低いと

ころが出ております。これは納付金を医療水準

で案分しているからでございまして、結局、医

療費が高いところは高く、低いところは低いと

いうことで、当然、実質的にそういった保険税

率を平準化していくためには、高いところは低

くしていただくという努力が必要なわけです。

そういった適正化の取り組みというのがこれか

ら大事になってくるということで、制度的にも

、 、医療適正化に取り組んだ 努力したところには

今回の公費拡充の１つとして、保険者努力支援

制度というのが制度化されていまして、簡単に

いいますと、そういった医療適正化に取り組ん

で、実績が上がったところには交付金が多く入

ると いわゆるインセンティブでございます─

けれども、そういった仕組みがありますので、

こういった制度を活用しながら市町村と連携し

て取り組んでいきたいと思っております。

ありがとうございました。○有岡委員

国民健康保険課でいかがでしょ○右松委員長

うか。

一番最初に介護保険の新しいサー○丸山委員

ビスの概要について、介護医療院が創設される

ということで、これは医療費は下がるかもしれ

ないけれども、介護保険のほうの費用が全体的

にふえてしまって保険料とかが上がるのではな

いかという気がするんですけど、その辺の議論

は国のほうを含めてどうなっているか、まず教

えていただくとありがたいかなと思います。

介護医療院につきまして○木原長寿介護課長

は、30年度から32年度につきましては、新しく

つくるのではなくて、まずは長寿介護課でいい

ますと、介護療養病床というのを持っています

けれども、これについてどう転換していくのか

ということになっております。

この中で、介護療養病床につきましては、現

時点におきましても介護保険で対応しておりま

して、ただ、今から後期高齢者の方がふえてき

ますと、どうしましても医療と介護がどちらも

、 、必要な方が出てまいりますので これについて

医療も介護も従来よりは手厚く対応できるよう

な体制をきちんとつくっていくと、そういうこ

とで医療分、そして、介護分、そういうものを

。網羅するために制度ができたものでございます

それで、介護保険についてどうなるのかとい

う話でございますけれども、将来的には、確か

に委員がおっしゃられたようなことを十分に考

えていかないといけないと思っております。た

だ、現時点におきましては、介護療養病床につ

きましては、介護保険から介護医療院のほうに

転換をしていきますので、同じ土俵の上で、オ

セロゲームのような感じで、白が黒になるよう

なイメージでございますので、そういう点では

介護保険のほうがふえていくということは特に

はございません。そういうふうに考えておりま

す。

イメージ的には地域医療計画とか○丸山委員

見ますと、介護病床が在宅とかになってくると

考えると、これは2025年に向けて介護のほうが

医療から離されて、介護にどんときて、医療は

よかったけども、介護の保険料がばんと上がる

んじゃないかというようなイメージを持ってい

るんですが、そういうわけでもないんでしょう

か。

まず、病床転換につきま○木原長寿介護課長

してはどうしても地域調整会議というのを経て

いきますので。その地域調整会議も現時点で市

町村は参加しておりませんけれども、市町村の

介護保険のほうもそういうことで地域調整会議
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を開いていくということになっております。

そうしますと、今期の計画につきましては、

昨年９月から10月にかけてやりました転換分に

ついては盛り込んでおりますが、それ以外の分

については、幾つかの市町村でこれくらいは転

換するんじゃないかというのは盛り込んでおり

ますけれども、そうでないものについては、意

。向調査で上がってきた分を盛り込んでおります

そういうことですので、もしかすると、今、

丸山委員がおっしゃられたようなことが、将来

的には発生するようなことも大いにあると思い

ますけれども、地域調整会議等を経てやります

ので、その中で市町村が受け入れる場合は市町

村も判断すると思います。

ただ、私も国保についてはそれほど詳しいわ

けではございませんが、将来的には介護保険料

、 、がふえるんじゃないかと思いますけれども 今

医療療養病床については医療から出しておりま

す。その部分が介護のほうにきますんで、医療

の分が減る、一方で介護の分がふえるというこ

とになります。保険者は市町村でございますの

で、そういう点ではどうなるのかというのは、

現時点でちょっと計算をしておりませんが、今

後、少しそこは注視していきたいと思っており

ます。

今度は具体的に、21ページの訪問○丸山委員

看護のことについてお伺いしたいんですが。空

白地域でモデル事業を実施するということなん

ですけれども、具体的にはどのような形で取り

組んでいるのか。事業主体はどういう人をイメ

ージされているのか。簡単にやりますと手を挙

げる方がいらっしゃるのかなと思っているもの

で。それを教えていただければと思っておりま

す。

訪問看護ステーション、○木原長寿介護課長

、これは改善事業としてやっておりますけれども

平成26年度から新しく訪問看護ステーションを

立ち上げる方については補助をしております。

26年度の時点では、今、委員がおっしゃられ

た空白地域ということで、西米良村、椎葉村、

諸塚村、美郷町、そして、五ヶ瀬町、この時点

では日之影町も入っておりますけれども、そう

いうところを対象にやっております。

27年度からは条件不利地域ということで、日

南市、串間市を入れてやってきております。

そういうことで事業を進めておりますけれど

も、串間市、日南市につきましては、この補助

金が非常に有効に活用されておりまして、28年

度で２つ、そして、29年度は30年の４月１日と

いうことですが、開設前の準備金でございます

ので、29年度に補助しておりまして、２つ。合

計で４つ、そういう点では条件不利地域では非

常に有効に使われております。

これに対しまして、委員がおっしゃられた空

白地域については、我々も、いろいろ市町村を

回って、いろんなところに当たるんですけれど

も、なかなか厳しいものですから、今年度につ

きましては、介護事業をやっていて、介護保険

にもある程度明るいというところで、まず、宮

崎県において 中核的団体でありますＪＡに入っ、

ていただいて、もちろん中央会にも入っていた

だいて、中央会、ＪＡ、そして、私ども、そし

て、空白地域の中でも入郷地区が３つ入ってお

りますので、基本的には、ＪＡ日向との間で、

そして市町村は美郷町と国保病院は入って検討

しているところでございます。

なかなかマンパワーの確保とか、いろいろな

点で難しいところがございまして、いろんな宿

題等もいただいているところですけれども、少

しでも前に進めたいということで、現時点にお
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いてはそういう状況でございます。

入郷地区というのは移動するだけ○丸山委員

でも大変で、人も看護師を含めてなかなか集ま

りづらいんじゃないかと思っています。ＪＡを

中心に、介護はやっていますが、なかなか簡単

ではないんじゃないかな。

恐らく、こういう山間地域であれば、移動距

離に対して加点とかもしてやらないと、採算が

合わないんじゃないかと思うので、移動距離に

対しての加算とか そういう制度があるんでしょ、

うか。

介護保険には、地域に関○木原長寿介護課長

して加算というのは設けられております。地域

によって15％、入郷地区は15％の加算がついて

ます。

ただ、その加算だけでは、委員がおっしゃら

れましたように。訪問事業については、全て関

係することですけれども、訪問時間を基本は30

分以内に。30分以内というのは、ステーション

からＡさん家までが30分、Ａさん家からＢさん

家までが30分という意味の30分でございますの

で、基本、ローテを組む場合にはマッピングを

して、その道路沿いで果たしてペイするかどう

か、そこまで含めて考えなくてはいけない。そ

ういうことで、私どもが、今、取り組んでおり

ますのは、ペイするラインがどれくらいだろう

か、ただし、ペイするラインという意味は、大

きく儲けることはないけれども、赤字になるこ

とはないと。

その中で一番大事だったのは、やはり開設の

準備金に非常に大きなウエートがあるというこ

とで、開設準備金をまずモデルとして出したい

と。それから、非常に大きな問題はやはり時間

ですので、その時間がどれくらいで済むだろう

か。

一方で、訪問する時間というのは介護保険上

は４区分ありますけれども、30分未満と、基本

は30分から１時間を１日に１回ぐらいは入れて

いかないと、採算という面で非常に厳しくなり

、 、ますので １日４件ぐらい回れるだろうかとか

、そういうことをきちんとマッピングに落として

それは私たちだけではなくて、先ほど言いまし

たように町にも入ってもらっていますので、実

際、人間コンピューターで落としてもらって可

能かどうか、そういうことに今、取り組んでい

るところでございます。

実際、厳しいような気がするもん○丸山委員

ですから。今後2025年に向かって、これを実現

しないと。それぞれ過疎地域ですので、非常に

厳しい間隔で、在宅はできなくて、実質施設に

頼らざるを得ない現象が続いていると思ってい

ますので これをうまく解決するためには やっ、 、

ぱりもうちょっと国のほうから手厚く、この地

域は加算を15％じゃなくてもうちょっと加算を

するとかいう議論をしてほしいということを

思っております。

先ほど関連で、55ページ、56ペー○西村委員

ジにあった共生型居宅サービスで、福祉、介護

両方から非常に高い関心をいただいておりまし

た。

この中にありますとおり、障がい福祉の居宅

サービスの指定を受けている事業者は、非常に

関心が高いイメージを持っているんですけれど

も、これは県内の事業者がどの程度あって、こ

の中のどの程度が相談なり、指定を受けようと

ているのか、状況を教えてください。

施設につきましては、宮○木原長寿介護課長

崎市を除いた数字で御説明をさせていただきま

すが、障がい福祉でいきますと居宅介護と重度

訪問介護になりますけれども、こちらが宮崎市
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を除きますと129事業所ございます。

それから、共生型の通所介護が154ほどござい

ます。

それから、介護予防、共生型短期入所が23ほ

どございます。

その中でどれくらいがということですが、基

本、65歳以上になった障がい者の方がどこか違

、うところの介護保険事業所にいくんではなくて

自分が今まで通ってきたところに行くという場

合については、いろんな緩和措置が設けられて

おりますので、基本は全部対象になると思って

おります。

ただ、相談とかが、今のところ幾らきている

のかにつきましては、まことに申しわけござい

ませんが、把握はしておりません。

合わせてその受けやすくする特例○西村委員

というのが、もし、この制度がなかったら非常

にハードルは高いものなのでしょうか。

、○木原長寿介護課長 一番ハードルが高いのは

まず、全ての町村ごとに障がい者の施設がある

んですけれども、特に大きなところは問題はな

、 、いと思うんですが 小さいところになりますと

障がい者の施設に特化したところはないところ

もございますので、そういうところが障がい者

の施設も受けるし、高齢者のほうの施設も場合

によっては申請してできるようになりまして、

そこのリレーが可能になりますので、非常にい

いことではないかと思っております。

ただ、一番の問題は、実際、障がい者の方た

ちが65歳以上になっても自分の行きなれた、そ

こに行けるようになるということが一番大きい

ことじゃないかと思います。

それでは、次にその他報告事項○右松委員長

についての説明を求めます。

では、第３期の宮崎○成合国民健康保険課長

県医療費適正化計画につきまして報告させてい

ただきます。

厚生常任委員会資料の64ページになります。

まず、１の計画策定の理由でございますけれ

ども、本計画は、高齢者の医療の確保に関する

法律及び国の医療費適正化基本方針に基づきま

して、現行の第２期計画が満了しますことか

ら、30年度からの第３期計画を策定をするもの

でございます。

２の計画の期間は、国の基本方針に基づきま

して、30年度から35年度までの６年間としてお

ります。

、 、次に ３の計画の骨子でございますけれども

まず （１）の基本理念といたしまして、県民の、

生活の質の維持及び向上、超高齢社会の到来に

対応、目標及び施策の達成状況の評価を適切に

行うことの３つを基本理念としております。

（２）の基本方針としましては、高齢化の進

展等によりまして、医療費のさらなる増加が見

込まれる中、医療の確保は県民の健康と命を守

る上で極めて重要でありますことから、生活習

慣病の予防や限りある医療資源の効率的な活用

によりまして、医療費の適正化に向けた取り組

みを着実に推進していくこととしております。

この基本方針に基づきまして （３）の基本目、

標は、県民の健康の保持及び医療の効率的な提

供としております。

、 、次に ４の計画の特徴でございますけれども

現行計画からの主な変更点につきまして御説明

させていただきます。

まず、医療計画や高齢者保健福祉計画との整

合性を踏まえまして、先ほど申し上げましたと

おり、計画期間を５年から６年に変更しており

ます。

２つ目に、後発医薬品の普及のために、後発
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医薬品の使用に関する数値目標を新たに設定し

ております。

３つ目に、県民の役割としまして、医療機関

の適正受診や医療費適正化に対する意識の向上

を項目として追加したところでございます。

続きまして、計画の概要につきまして御説明

しますので、別冊のＡ３版の資料５のところの

ページをお願いします。

右側の第３章、計画の目標と取り組みから説

明をさせていただきます。

１つ目の丸、県民の健康の保持の増進に関す

る目標では、特定診査及び特定保健指導につき

まして、それぞれ70％、45％を目標値として実

施率を高めていくこととしております。

次に、平成20年度と比較したメタボリックシ

ンドローム該当者及び予備群の減少率につきま

しては、減少率25％を目標値としております。

なお、昨年12月の当委員会におきまして、委

員からもございました減少率がわかりにくいと

いう御意見も踏まえまして、その下にあります

とおり、参考値として、メタボリックシンドロ

ーム該当者及び予備群の割合とした場合の目標

値を、ここにも、それから計画本文にも記載さ

せていただいております。

この割合で申しますと、35年度に15.04％以下

になれば、減少率25％を達成できるということ

になります。

次のたばこに関する喫煙率やＣＯＰＤにつき

ましては、関連計画であります健康みやざき行

動計画21との整合を図っております。

次に、２つ目の丸の医療の効率的な提供の推

進に関する目標につきましては、新たな目標値

として、後発医薬品の数量シェア80％を掲げて

おります。

次に、第４章、その他、医療費適正化の推進

のために必要と認める事項におきましては、平

成25年度に制定されました宮崎県の地域医療を

守り育てる条例の理念も踏まえまして、安易な

夜間・休日等の時間外受診を控えるといった医

療機関の適正受診や医療費の適正化に対する意

識の向上といった県民の役割を記載しておりま

す。

次に、第５章、計画期間における医療に要す

る費用の見込みにつきましては、国が示しまし

ました計算ツールを用いて推計することとされ

ております。

これによりますと、29年度の本県の推計医療

費4,108億円に対しまして、35年度の推計医療費

ですが、計画を実施しない場合の医療費が4,611

億円、計画を実施した場合の医療費適正化後で

は4,565億円となりまして、医療費適正化の効果

額が46億円ほどとなります。

最後に、第６章、計画の進行管理でございま

すけれども、計画の実行性を高めるために、い

わゆるＰＤＣＡサイクルにより 進行管理を行っ、

ていくこととしております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○右松委員長

その他報告事項について、質疑がありますで

しょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって国民健康保険課、長

寿介護課の審査を終了いたします。

、あすは第３班から始めさせていただきまして

午前10時に開会いたします。

以上をもって本日の委員会を終了します。

午後４時１分散会
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午前９時57分再開

出席委員（７人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

福祉保健部次長
椎 重 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 倉 芳 照

福 祉 保 健 課 長 小 田 光 男

指導監査・援護課長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 田 中 浩 輔

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 成 合 孝 俊

長 寿 介 護 課 長 木 原 章 浩

医 療 ・ 介 護
内 野 浩一朗

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 日 髙 孝 治

衛 生 管 理 課 長 樋 口 祐 次

健 康 増 進 課 長 矢 野 好 輝

感染症対策室長 永 野 秀 子

こども政策課長 髙 畑 道 春

こども家庭課長 松 原 哲 也

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

委員会を再開いたします。○右松委員長

障がい福祉課、衛生管理課、健康増進課の審

査を行いますので、それぞれ説明をお願いしま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

障がい福祉課分を御説○日髙障がい福祉課長

明いたします。

お手元の平成30年度歳出予算説明資料の障が

い福祉課のところ、151ページをお願いいたしま

す。

障がい福祉課の平成30年度の当初予算額は、

左から２つ目の欄にありますように 152億9,775、

万円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

153ページをお願いいたします。

３番目の（事項）障がい者スポーツ振興対策

費6,162万2,000円でありますが、これは、障が

い者スポーツの振興に要する経費であります。

主なものといたしましては、説明欄３の改善

事業、障がい者スポーツ育成強化支援事業を、

また、次のページになりますが、説明欄４の新

規事業、宿泊施設アクセシビリティ推進事業を

お願いしております。

事業内容につきましては、後ほど、常任委員

会資料にて説明させていただきます。

続きまして、その次の（事項）障がい者社会

、参加促進事業費5,073万8,000円でございますが

これは、障がい者の社会参加を支援するための

平成30年３月13日(火)
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経費であります。

新規事業といたしまして、説明欄７の全国障

害者芸術・文化祭開催準備事業をお願いしてお

ります。

事業内容は、後ほど、常任委員会資料にて説

明をさせていただきます。

続きまして、155ページをお願いいたします。

３番目の（事項）精神保健費１億2,104万円で

あります。

これは、精神障がい者に対する医療扶助、保

護等に要する経費であります。

説明欄３の精神科救急医療システム整備事業

の3,297万3,000円は、緊急な医療を必要とする

精神障がい者等のために、精神科救急医療体制

等を整備・運営するものであります。

また、説明欄８の新規事業、依存症対策総合

支援事業の内容につきましては、後ほど、常任

委員会資料にて説明させていただきます。

156ページをお願いいたします。

２番目の（事項）障がい者自立推進費102

億4,020万6,000円であります。

これは、障害者総合支援法に基づく公費負担

など、障がいのある方の自立支援に要する経費

であります。

説明欄１の介護給付・訓練等給付費の61

億6,279万4,000円は、障がい福祉サービスに係

る給付その他の支援を行うものであります。

説明欄２の自立支援医療費の37億9, 90 0

万3,000円は、身体障がい者の更生医療給付、精

神障がい者に係る通院医療費の公費負担に要す

る経費であります。

次に、その下の（事項）障がい者就労支援

費9,693万3,000円でありますが、これは、障が

い者の働く場の確保などの就労支援に要する経

費でありまして、説明欄３の改善事業「障がい

」 、者在宅就業支援事業 をお願いしておりますが

事業内容は、後ほど、常任委員会資料にて説明

させてただきます。

157ページをお願いいたします。

（事項）障がい児支援費20億8,820万8,000円

でありますが、これは、障がい児福祉に要する

経費であります。

説明欄１の障がい児施設給付費19億4,504

万5,000円は、児童福祉法に基づく障がい児施設

に入所する児童に係る給付、通所事業所を利用

する児童に係る給付に要する経費であります。

158ページをお願いいたします。

一番上の（事項）重度障がい者（児）医療費

公費負担事業費10億8,184万4,000円であります

が、これは、重度の身体障がい者、知的障がい

者の医療費の自己負担軽減のために要する経費

であります。

続きまして、別冊の厚生常任委員会資料をご

らんください。

新規・改善事業について御説明いたします。

まず、28ページをお願いいたします。

改善事業、障がい者スポーツ育成強化支援事

業についてであります。

１、目的・背景であります。

2020年東京パラリンピックで活躍できる選手

の育成を図るとともに、平成38年、2026年に本

県での開催が内々定しております全国障害者ス

ポーツ大会の成功に向け、開催競技全てに本県

選手団が編成できるよう、選手・指導者・チー

ムの育成強化等を行うものであります。

２、事業概要であります。

まず （１）の競技団体組織整備事業でありま、

すが、本事業において、ソフトボールやサッカ

ーなど組織が未整備、またはチームを組むのが

困難な競技等に対し、その活動及び組織の整備
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を支援するため、補助金を交付するものであり

ます。

、（ ） 。次に ２ の強化選手等支援事業であります

、国内外の大会で活躍が期待される選手等に対し

大会派遣に係る経費や練習環境の充実に向けた

支援を行うものであります。

（３）の障がい者スポーツ普及啓発事業につ

きましては、県内の多くの選手や指導者のスキ

ルアップを図るため、日本代表選手やその指導

者等を招聘し、競技力向上に係る強化練習会や

講演会等を実施するものであります。

なお、本事業は、現在、当課で実施しており

ます平成38年度全国障害者スポーツ大会に向け

た選手・指導者育成事業などの改善事業であり

まして、下線を引いてある（１）の競技団体組

織整備事業について、見直しを行ったところで

ございます。

３、事業費であります。

。 、477万7,000円をお願いしております 財源は

２分の１を国庫、残りの２分の１のうち71

万6,000円については、スポーツ推進基金の活用

を予定しております。

４、事業効果であります。

すぐれた競技力を有する選手が、東京パラリ

ンピックを初め、国内外の各種大会等で活躍す

るとともに、各団体の取り組みが活発になるこ

とにより、障がい者スポーツの競技力向上と普

及が図られるものと考えております。

続きまして、29ページをお願いいたします。

新規事業「宿泊施設アクセシビリティ推進事

業」についてであります。

１、目的・背景であります。

東京オリンピック・パラリンピック等を見据

えたスポーツキャンプ、合宿等の受け入れ体制

の強化を図るとともに、福祉のまちづくりを進

、 、めるため 宿泊施設に対するセミナーの開催や

アクセシビリティ向上に要する改修の支援等を

行うものであります。

なお、今回、バリアフリーではなく、アクセ

シビリティという言葉を使っておりますが、東

京オリンピック・パラリンピックの合宿誘致を

図ることを視野に入れておりますので、東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会が策定したアクセシビリティ・ガイドライン

に定める整備基準に基づいて改修等を行ってい

ただくことが適当であると考え、アクセシビリ

ティという言葉を使っているところでございま

す。

２の事業概要であります。

まず、宿泊施設側のアクセシビリティに対す

る意識を変えていただく必要がありますので、

（１）のとおり、宿泊施設を対象としたセミナ

ーを開催しまして、アクセシビリティに対する

理解の向上、機運の醸成を図ります。

次に （２）でありますが、セミナーの受講を、

踏まえ、希望する施設に対し、専門家による診

断を実施しまして、施設のアクセシビリティ向

上を図る上での助言を行います。

、（ ） 、 、最後に ３ のとおり さきの診断を踏まえ

改修に取り組む宿泊施設に対し、経費の一部を

補助します。

補助率につきましては、２分の１以内で、上

限500万円。補助対象経費は、施設の改修や備品

購入に係る経費としたいと考えているところで

ございます。

３、事業費であります。

2,641万9,000円をお願いしておりますが、財

源は、観光みやざき未来創造基金の活用を予定

しております。

４、事業効果であります。
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宿泊施設の意識の向上を図ることで、県内施

設のアクセシビリティが向上し、福祉のまちづ

くりのさらなる推進につながるとともに、スポ

ーツキャンプ、合宿等の誘致に当たって優位性

が増し、スポーツランドみやざきの推進も図ら

れるものと考えております。

30ページをお願いいたします。

新規事業、全国障害者芸術・文化祭開催準備

事業についてであります。

１、目的・背景であります。

2020年に本県で開催される全国障害者芸術・

文化祭に向け、関係団体等で構成する企画運営

、委員会等を中心に実施計画を策定するとともに

障がい者芸術文化活動に取り組むアーティスト

や団体の育成を図るものであります。

２の事業概要であります。

（１）にありますとおり、企画運営委員会を

中心に、国民文化祭企画会議と連携しながら、

実施計画の策定を行うとともに （２）にありま、

すとおり、ワークショップや展示会等を開催し

、 、ながら 芸術文化活動に取り組むアーティスト

団体の育成を行い、2020年の大会開催につなげ

てまいりたいと考えております。

３の事業費であります。

996万4,000円をお願いしておりますが、財源

は、259万5,000円を国庫、その他は観光みやざ

き未来創造基金の活用を予定しております。

４の事業効果であります。

将来の本県文化を支える人材の育成や、新た

な文化資源の掘り起こしが図られるとともに、

、障がい者の芸術や文化活動への参加が促進され

その結果、全国障害者芸術・文化祭が成功裏に

開催されることに寄与するものと考えておりま

す。

続きまして、31ページをお願いいたします。

新規事業、依存症対策総合支援事業について

であります。

１、目的・背景であります。

、 、 、アルコール 薬物 ギャンブル等の依存症は

適切な治療と支援により回復が十分可能な疾患

である一方、依存症であるとの認識を持ちにく

い特性があり、必要な支援が受けられていない

状況にあります。このような状況に対応するた

め、依存症に係る相談窓口の設置や、各支援機

関で構成する検討会の開催など、総合的な支援

体制を構築するものであります。

２の事業概要であります。

まず （１）にありますように、当事者を含む、

民間団体や医療機関を初めとした関係機関によ

る検討会を行い、依存症の医療提供体制や地域

支援計画等の協議を行うとともに、精神保健福

祉センターが中心となり、より密接な連携を図

るための連携会議を開催するものであります。

次に （２）ですが、これは、精神保健福祉セ、

ンターに、より専門性の高い相談窓口を設ける

ことにより、依存症患者や家族への適切な相談

・指導等の支援を行うものであります。

（３）の依存症支援者研修ですが、これは県

内関係者の専門的知識や相談支援技術の向上を

図るため、医療従事者や精神保健福祉センター

の依存症相談員等を国が主催する研修に派遣す

るとともに、県内の医療従事者等への研修を行

うものであります。

３、事業費であります。

301万2,000円をお願いしておりますが、財源

としては、事業費の２分の１の国庫補助を予定

しております。

４、事業効果であります。

地域における支援体制を構築することで、依

存症患者や、依存症が疑われる者及びその家族
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等への早期介入が可能となり、早期治療へつな

げることができるものと考えております。

次に、32ページをお願いいたします。

改善事業、障がい者在宅就業支援事業につい

てであります。

１、目的・背景であります。

通勤が困難な障がい者に対し、インターネッ

ト等を活用したホームページ作成等の訓練を行

うことにより、自宅で仕事をする在宅就業によ

る就業機会の拡大を図るものであります。

２の事業概要であります。

訓練につきましては、ホームページ作成等に

必要な知識や技術の習得のための研修を、イン

ターネットを活用し、自宅で受講できる形態で

実施するものであります。

１ の基本コースは 定員を６名 コンピュ（ ） 、 、

ーターやネットワークに関する基礎知識や、ホ

ームページ作成に必要な基本技術の習得を内容

とするものであります。

（ ） 、下線の引いてあります ２ の専門コースは

今回の改善事業として新たに加えるものであり

まして、定員を１名程度としまして、スマホ対

応のホームページ作成などの技術の習得を内容

とするものであります。

３、事業費であります。

436万6,000円をお願いしておりますが、財源

としては、事業費の２分の１の国庫補助を予定

しております。

４、事業効果であります。

通勤が困難な障がい者について、在宅での就

業を可能とすることにより、障がい者の働き方

の多様性を広げるとともに、障がい者の雇用の

促進に寄与できるものと考えております。

当初予算関連の説明は以上であります。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

別冊の決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況の冊子の５ページをお開きいただけま

すでしょうか。

④「障がい者の就労促進に向けて、就労状況

の分析を行いながら、受け入れ枠の拡大や体制

整備を図るとともに、農業その他の分野との連

携を進めるなど、工賃向上に取り組むこと」と

の御要望をいただきました。

障がい者の就労状況につきましては、福祉施

設からの一般就労者数が伸び悩んでいる状況に

あり、その要因として、雇用契約により最低賃

金が保障される就労継続支援Ａ型事業所が増加

していることが影響しているのではないかと分

析しているところでございます。

このため、Ａ型事業所から一般就労へつなげ

ていくことが重要でございまして、今後とも、

福祉施設における就労支援の充実に取り組んで

まいりたいと考えております。

また、工賃向上につきましては、就労継続支

、援Ｂ型事業所の各種分野への事業展開に向けて

支援チームによる指導・助言を初め、物品の共

同販売や事業所職員を対象とした研修会の開催

などに取り組んでいるところでございます。

特に、農業に関しましては、知識の習得及び

技術向上を支援することで、障がい者の農業分

野での就業機会の拡大を図り、工賃向上等を目

的とした新規事業に取り組んでいるところであ

ります。

今後とも、一般就労と工賃向上に向けた取り

組みを通じて、障がい者の自立を支援してまい

りたいと考えているところでございます。

続きまして、本課からは条例改正を３件お願

いしております。

説明につきましては、それぞれ常任委員会資
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料で説明させていただきます。

常任委員会資料にお戻りいただきまして、49

ページをお願いいたします。

議案第31号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

まず、１の改正理由であります。

児童福祉法の改正により、現在、宮崎市に移

譲しております指定障害児通所支援事業者の指

定等につきまして、事務の追加及び所要の改正

を行うものであります。

次に、２の改正の概要であります。

（１）にあります、指定の変更申請に係る事

務の追加につきましては、従来、障害児通所支

援の定員を増減する際は届出制となっており、

その届け出の事務を移譲しておりましたが、今

回、児童福祉法の改正によりまして、放課後等

デイサービスなど特定の障害児通所支援につき

ましては、定員を増加するときは、届け出では

なく、指定の変更申請をするということにされ

ましたので、それに伴いまして、当該申請に係

る事務を追加するものであります。

（２）の所要の改正につきましては、児童福

祉法の改正に伴い、条例で引用している法の条

項に変更があったことから、条項番号を修正す

るものであります。

３の施行期日でありますが、４月１日からの

施行を予定しているところであります。

続きまして、常任委員会資料の57ページをお

願いいたします。

議案第40号「宮崎県指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

まず、１の改正理由であります。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の改正によりまして、平成30

年４月１日から新たな障害福祉サービスが創設

されることに伴いまして、所要の改正を行うも

のであります。

次に、２の改正の概要であります。

法改正により創設される次の２つの新たな障

害福祉サービスを条例第４条の規定に追加する

ものであります。

新たに追加するサービスの１つ目が （１）の、

就労定着支援であります。

このサービスは、障害福祉サービスである就

労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障

がい者の就労継続を図るため、事業所、家族と

の連絡調整や、就労に伴う生活面の課題解決に

向けた支援等を行うものであります。

２つ目の新たなサービスが （２）の自立生活、

援助であります。

このサービスは、障害者支援施設やグループ

ホームなどから、地域でのひとり暮らしに移行

した障がい者が地域生活へ定着できるよう、定

、 、期的な巡回訪問や電話 メールなどによる相談

助言等を行うものであります。

３の施行期日でありますが、４月１日からの

施行を予定しているところであります。

続きまして、常任委員会資料の58ページをお

願いいたします。

議案第41号「宮崎県指定通所支援の事業及び

指定障害児入所施設等並びに基準該当通所支援

の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

まず、１の改正の理由であります。

重度の障がいがあり、外出が困難な障がい児

の居宅を訪問して療育を行う居宅訪問型児童発
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達支援の創設などを目的として児童福祉法が改

正され、平成30年４月１日に施行されることに

、 。伴いまして 条文の整理を行うものであります

次に、２の改正の概要であります。

（１）児童福祉法の改正に伴う改正につきま

しては、法改正によりまして、条例に引用して

いる法の条文に新たな項が追加されたことに伴

いまして、引用する項を修正するものでありま

す。

（２）の所要の改正につきましては、条例の

中で重複する文言がありましたことから、略称

規定を置き、条文を整理するものであります。

３の施行期日でありますが （１）につきまし、

ては４月１日 （２）につきましては公布の日の、

施行を予定しているところであります。

障がい福祉課からの説明は以上であります。

衛生管理課分について御○樋口衛生管理課長

説明いたします。

お手元の平成30年度歳出予算説明資料の衛生

管理課のところ、159ページをお開きください。

衛生管理課の平成30年度当初予算額は、左側

から２つ目の欄にありますように、16億8,102

万1,000円でございます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

161ページをごらんください。

まず、上から５番目の（事項）動物管理費１

億5,056万4,000円は、狂犬病予防並びに野犬等

による危害発生防止と動物愛護に要する経費で

あり、このうち、説明欄２の犬の捕獲抑留及び

飼養管理等業務委託費9,590万円は、捕獲抑留業

務や犬猫の飼養管理業務の補助業務を委託する

経費でございます。

なお、説明欄７の新規事業、動物愛護センタ

ー犬・猫譲渡等推進事業につきましては、後ほ

ど、委員会資料で御説明いたします。

次に、162ページをお開きください。

１番目の（事項）食肉衛生検査所費２億7,010

万円は、食肉の安全確保を図るため、食肉衛生

検査所の検査員が食肉検査をするために必要な

人件費や、屠畜検査に係る検査器具、システム

管理などの経費でございます。

なお、説明欄８の新規事業、対ＥＵ等輸出食

、 、肉の検査体制強化事業につきましては 後ほど

委員会資料で御説明いたします。

次の（事項）食品衛生監視費7,348万5,000円

は、食中毒などを未然に防止するために行う監

視指導等に要する経費で、説明欄２の食品衛生

推進事業委託費4,332万9,000円は、営業者の自

主衛生管理に関する指導業務や、保健所が収去

した食品における検査を委託するものでござい

ます。

次に、一番下にあります（事項）食鳥検査費

１億1,091万円は、安全で衛生的な食鳥肉を確保

するために、検査員が食鳥検査をするための人

。件費や検査器具の購入などの経費でございます

次に、163ページをごらんください。

中ほどの（事項）生活環境対策費３億3,854

万2,000円は、水道施設の整備指導、水質検査体

制の整備、建築物等の衛生対策の推進に要する

経費で、このうち説明欄７の生活基盤施設耐震

化等交付金事業３億1,963万9,000円は、市町村

等が行う水道施設の耐震化等に対して補助する

ものでございます。

なお、説明欄８の新規事業、広域連携推進の

ための宮崎県水道ビジョン策定事業につきまし

ては、委員会資料で御説明いたします。

平成30年度歳出予算説明資料での説明は以上

でございます。

次に、新規事業を御説明いたします。



- 72 -

平成30年３月13日(火)

、 。常任委員会資料 33ページをごらんください

新規事業、動物愛護センター犬・猫譲渡等推

進事業でございます。

１の目的・背景ですが、動物愛護センターの

オープンに伴い、動物愛護に関する県民の関心

が高まり、譲渡会にも多くの来場者をいただい

ておりますことから、犬・猫の譲渡をこれまで

以上に推進するため、動物愛護センターで飼養

・管理する犬・猫に対し、専門的知識を有する

獣医師等による健康管理や治療、しつけ等を行

い、殺処分のさらなる減少につなげることを目

的としております。

２の事業概要ですが （１）の負傷動物治療・、

対応強化は、治療経験の豊富な獣医師を定期的

に動物愛護センターに招き、飼養管理している

犬・猫の健康診断や治療を行うほか、動物愛護

センターの職員に対し治療等に関する実地指導

を行うもので （２）の譲渡推進体制・機能強化、

は、犬・猫の飼育に関する知識や経験の豊富な

専門家により、動物愛護センターや各保健所で

飼養管理している犬・猫について譲渡への適性

を高めるためのしつけ等を行うものでございま

す。

３の事業費ですが、健康診断・治療を行う獣

医師及びしつけ等の専門家の招聘費用とし

て、277万1,000円をお願いしております。

４の事業効果ですが、動物愛護センターの設

置を契機に、譲渡推進など動物愛護に関する取

り組みを一層充実させていくことにより、殺処

分のさらなる減少、ひいては人と動物とが共生

できる社会づくりの実現に寄与することができ

ると考えております。

次に、資料の34ページをごらんください。

新規事業、対ＥＵ等輸出食肉の検査体制強化

事業でございます。

１の目的・背景ですが、本県産牛肉のＥＵへ

の輸出に備え、最高水準であるＥＵの衛生管理

の実態や、畜産分野における動物福祉のあり方

等を把握するとともに、米国・ＥＵ等への将来

、的な輸出拡大にも対応できる人材の育成を図り

食肉の海外輸出に係る検査体制の強化を図るこ

とを目的としております。

２の事業概要ですが （１）のＥＵ視察研修の、

実施は、ＥＵ域内の屠畜場等に職員を派遣し、

ＥＵにおける屠畜場等の衛生管理の状況や、畜

産分野における動物福祉の観点から、飼育管理

の状況について調査・把握し、関係者に対する

助言・指導等を通じたフィードバックを行うも

のでございます。

（２）の検査員育成研修会の実施は、食肉衛

生検査所職員に対し、宮崎大学と連携して、海

外のリスク管理、家畜衛生などについて、海外

の状況も踏まえた屠畜検査に係るさまざまなノ

ウハウ・知識を習得するための研修会を開催す

るものでございます。

３の事業費ですが、ＥＵへの職員派遣旅費や

検査員育成研修会への参加費など、150万4,000

円をお願いしております。

４の事業効果ですが、ＥＵにおける衛生管理

の状況や動物福祉等の把握、輸出拡大に対応す

る人材育成を図ることにより、ＥＵへ向けた輸

出食肉の検査体制等を構築することができると

ともに、屠畜場等の衛生管理のさらなる向上に

寄与することができると考えております。

次に、資料の35ページをごらんください。

新規事業、広域連携推進のための宮崎県水道

ビジョン策定事業でございます。

１の目的・背景ですが、市町村が行う水道事

業は、人口減少による収益の低下、施設の老朽

化などにより今後さらに厳しい経営状況になる
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と予測されております。

このため、水道事業が抱える課題を把握し、

広域的な連携推進を含めた長期的な視点で県全

体の方向性や解決策について取りまとめた水道

ビジョンを策定し、県内水道事業の経営基盤強

化を図ることを目的としております。

、 、２の事業概要ですが ビジョン策定のために

（１）の状況調査及び基礎データ収集として、

水道事業者へのヒアリング、アンケート調査を

行い （２）の現状分析及び素案の策定として、、

課題及び評価を整理し、広域化圏域の設定や将

来の方向性と実現方策を取りまとめ、素案の作

成を行うこととしております。

なお、素案の策定に当たっては （３）の策定、

委員会を開催し、水道事業者、専門家や大学教

授等の有識者等により、ビジョンにおいて検討

する内容や、その事案等を検討していただく予

定としております。

３の事業費ですが、コンサルタント業者への

委託料など850万円をお願いしております。

冒頭に部長からの説明がありましたとおり、

この水道ビジョン策定には２年を要することか

ら、コンサルタント業者へ委託する経費分とし

て、平成31年度に900万円の債務負担行為の設定

をお願いしております。

４の事業効果ですが、現状と今後のあり方を

示すことで、水道事業者が実施すべき施策の方

向性が明確となり、県と一体となって経営基盤

の強化を推進できると考えております。

また、国の生活基盤施設耐震化等交付金のう

ち、水道事業者が行う広域化関連事業の採択に

当たって求められている「都道府県が策定した

水道ビジョンに基づく事業であること」という

要件をクリアすることができると考えておりま

す。

議案第１号の「平成30年度宮崎県一般会計予

算」につきましては、以上でございます。

続きまして、特別議案であります、衛生管理

課からは、議案第22号「使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例 、議案第42号「旅館」

業法施行条例の一部を改正する条例」の２つの

議案を提出しております。

厚生常任委員会資料の46ページをお開きくだ

さい。

まず、議案第22号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」について御説明いた

します。

１の改正理由ですが、クリーニング業法施行

令の改正に伴い、所要の改正を行うものでござ

います。

次に、２の改正の概要ですが （１）のクリー、

ニング師免許証訂正手数料及び（２）のクリー

ニング師免許証再交付手数料ともに、クリーニ

ング業法施行令の第１条が削除されたことによ

り、第２条が第１条へ繰り上げられたことに伴

うものでございます。

最後に、３の施行期日は、平成30年４月１日

であります。

続きまして、厚生常任委員会資料の59ページ

をお開きください。

議案第42号「旅館業法施行条例の一部を改正

する条例」について御説明いたします。

まず、１の改正の理由ですが、国において、

旅館業法等を改正し、旅館・ホテル等の施設の

構造設備及び衛生措置の基準が緩和されたこと

等に伴い、関係規定の改正を行うものでござい

ます。

次に、２の改正概要ですが （１）の旅館業の、

営業種別につきましては、ホテル営業、旅館営

業、簡易宿所営業、下宿営業の４つのうち、ホ
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、 、テル営業と旅館営業が 旅館業法の改正により

旅館・ホテル営業に統合されたことから、条例

において同様に改正するものでございます。

次に （２）の構造設備の基準ですが、①につ、

きましては、玄関帳場についての緩和でござい

ます。

玄関帳場とは、ホテルのフロントのように宿

泊者の確認、名前の記載などの役目を持つ設備

、 、のことですが 旅館・ホテル営業施設において

宿泊者がこの玄関帳場等を経由することなく、

直接客室への出入りができない構造とする要件

について、今回の政省令の改正に伴い、玄関帳

場等に代替する機能を有するビデオカメラなど

の設備を設ける場合には、この要件を適用しな

いこととするものであります。

また、簡易宿所営業についても、玄関帳場等

の構造要件にかえて、宿泊者を確認することが

できれば、構造を問わず認めることとする機能

的要件に緩和するものでございます。

、 、また ②の簡易宿所営業施設につきましては

二段ベッド等の大きさとして、幅0.9メートル以

上、長さ1.85メートル以上となっている基準を

削除するものでございます。

（３）の衛生の措置の基準ですが、旅館・ホ

テル営業の客室定員の基準について、これまで

、 、１人当たりの床面積を 洋室は4.5平方メートル

和室は3.3平方メートルと規定していたものを、

洋室、和室に関係なく3.3平方メートルに緩和す

るものでございます。

（４）のその他として、第７条中の社会教育

法の後に第21条を追加することで、社会教育法

に基づく公民館の規定を明確にするものや、文

言の整理を行ったものでございます。

最後に、３の施行期日は、平成30年６月15日

です。

ただし、社会教育法に基づく公民館の明確化

に関する改正につきましては、公布の日からと

しております。

衛生管理課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

健康増進課分について御○矢野健康増進課長

説明いたします。

まず、お手元の平成30年度歳出予算説明資料

の健康増進課のところ、165ページをお開きくだ

さい。

健康増進課の平成30年度当初予算額は、左側

から２つ目の欄にありますように、31億906

万9,000円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

167ページをごらんください。

中ほどの（事項）母子保健対策費２億4,037

万1,000円であります。

これは、母子保健推進のための、子供の障が

い、疾病の早期発見・予防等に要する経費でご

ざいます。

説明欄４の不妊治療費等助成事業9,7 6 7

万9,000円は、体外受精などの特定不妊治療を受

ける夫婦に対して経済的支援を行うための経費

であります。

説明欄６、安心してお産のできる体制推進事

業5,864万円は、周産期医療体制のネットワーク

を強化するとともに、地域の中核病院である周

産期母子医療センターに対して補助を行うため

の経費であります。

説明欄９の市町村子育て世代包括支援センタ

ー設置支援事業1,192万1,000円は、母子保健や

育児に関するさまざまな相談等に円滑に対応す

るため、市町村が取り組む子育て世代包括支援

センターの設置等を支援することで、妊娠期か

ら子育て期までの切れ目のない支援体制の構築
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を図るための経費であります。

説明欄10の新規事業、無産科二次医療圏分娩

取扱施設設備整備事業1,946万9,000円につきま

しては、後ほど、委員会資料で御説明をいたし

ます。

168ページをお開きください。

中ほどの（事項）小児慢性特定疾病対策費２

億191万4,000円であります。

これは、治療が長期にわたり医療費が高額に

なる悪性新生物など、小児の慢性疾病に対して

医療費等の負担軽減を図るための経費でござい

ます。

次に、一番下の（事項）歯科保健対策費3,369

万円であります。

これは、生涯を通じた歯科保健を推進するた

め、歯の健康づくりに関する知識の普及啓発な

どに要する経費であります。

次の169ページ、説明欄２の在宅歯科医療推進

事業1,400万円は、在宅歯科医療を実施する歯科

診療所等に対する機器の整備への助成や、歯科

専門職への研修などを行うための経費でありま

す。

説明欄４のがん治療における医科歯科連携推

進事業1,200万円は、がん診療連携拠点病院等と

歯科の連携を図り、口腔ケアや歯科治療を行う

ことにより、術後の肺炎などの感染症予防につ

なげるための経費であります。

次に （事項）老人保健事業費１億4,173万5,000、

円であります。

説明欄１のがん対策総合推進事業2,9 7 3

万5,000円は、がんに係る相談体制の強化や緩和

ケアの推進など、総合的ながん対策を実施する

ことにより、がんの予防、早期発見を進めると

ともに、がん医療体制の充実を図るための経費

であります。

説明欄３のがん医療均てん化推進事業１億円

は、国指定のがん診療連携拠点病院等がない二

次医療圏において、がん医療の中心的な役割を

果たす医療機関に対し、必要な医療機器及び設

備の整備の支援を行うための経費であります。

次の（事項）健康増進対策費１億2,784万円で

あります。

説明欄２の健康づくり推進センター管理運営

委託料5,825万3,000円は、県内各市町村の行う

がん検診の精度管理のほか、特定健診に関する

研修等の技術支援や、健康づくりに関する普及

啓発等を行う宮崎県健康づくり推進センターの

管理運営に要する経費であります。

次に 一番下の 事項 難病等対策費13億9,983、 （ ）

万2,000円であります。

説明欄１の指定難病医療費13億4,913万6,000

円は、パーキンソン病や潰瘍性大腸炎など、原

因が不明で治療法が確立していない、いわゆる

難病のうち、国が指定する特定の疾病に対する

医療費の助成に要する経費であります。

次の170ページ、説明欄７の新規事業「難病・

アレルギー疾患診療ネットワーク整備事業」140

万円につきましては、後ほど、委員会資料で御

説明いたします。

次に、その下 （事項）原爆被爆者医療事業費、

２億3,641万9,000円であります。

これは、原子爆弾による特殊な被害を受けた

被爆者に対して、各種手当の支給や健康診断を

行い、健康管理を促進するための経費でありま

す。

次に、その下 （事項）感染症等予防対策費１、

億9,897万円であります。

これは、感染症発生の未然防止や蔓延防止を

。図るための対策の推進に要する経費であります

説明欄６の感染症指定医療機関運営費及び施
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設・設備整備事業3,186万7,000円は、第一種及

び第二種指定医療機関に対して、運営等に関す

る費用の一部を補助し、一類及び二類感染症の

患者の医療体制を整備するための経費でありま

す。

説明欄11の感染症危機管理対策事業6,804

万6,000円は、新型インフルエンザなどの感染症

の発生に備えて、抗インフルエンザ薬の更新を

行うなど、危機管理体制を整備するための経費

であります。

次に 一番下の 事項 肝炎総合対策費２億519、 （ ）

万4,000円であります。

、 、次の171ページに記載しておりますが これは

Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎ウイルスによる慢性肝炎に

対するインターフェロンや抗ウイルス薬による

、治療等を行った患者に対する医療費の助成など

肝炎対策の推進に要する経費であります。

最後に （事項）健康長寿社会づくり推進、

費6,084万8,000円であります。

これは、県民一人一人が健康づくりや生きが

いづくりに取り組み、だれもがいつまでも健康

で、生きがいを持って暮らすことができる健康

長寿社会づくりを推進するための経費でありま

す。

説明３の改善事業、健康のための生活習慣定

着サポート事業741万7,000円と、説明欄４の改

善事業、生涯を通じた予防・健康づくり推進事

業241万3,000円につきましては、後ほど、委員

会資料で御説明をいたします。

平成30年度歳出予算説明資料に基づきます説

明は、以上であります。

続きまして、新規・改善事業について御説明

をいたします。

厚生常任委員会資料の10ページをお開きくだ

さい。

10ページにございます新規事業、産科医療提

供体制強化事業の２、無産科二次医療圏分娩取

扱施設設備整備事業についてであります。

まず、１、目的・背景でございますが、県民

が身近な地域で安心してお産ができる体制の整

備を図るため、分娩取扱施設のない二次医療圏

において、新たな分娩取扱施設を開設する医療

機関に対し、医療機器などの設備整備に係る支

援を行うものであります。

次に、２の事業概要でありますが、２つの事

業からなり、①は、国の補助事業を活用し、分

娩取扱施設として必要な医療機器購入費等の助

成を行う分娩取扱施設設備整備を行います。

②は、新たな分娩取扱施設と二次医療施設で

ある地域周産期母子医療センターをネットワー

クでつなぎ、異常の早期発見と適切な助言を行

うことができるシステムの整備を行います。

３の事業費は、1,946万9,000円をお願いして

おります。

４の事業効果でありますが、無産科二次医療

圏に分娩取扱施設を開設する際の設備整備への

補助を行うことで、施設の整備・充実が促進さ

れ、県民が地域で安心してお産ができる体制の

確保が図られるものと考えております。

続きまして、36ページをお願いいたします。

新規事業の難病・アレルギー疾患診療ネット

ワーク整備事業についてであります。

まず、１の目的・背景でございますが、難病

及びアレルギー疾患については、近年、国にお

いて法整備が行われ、診療体制の充実が求めら

れておるところでございます。本県における診

療状況に係る現況の調査を行い、関係機関・団

体で情報共有を行うことで、県民が正しい診断

を受け、身近な医療機関で適切な医療を受ける

ことができる診療ネットワークの構築を図るも
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のであります。

次に、２の事業概要でありますが、県内の医

療機関等と連携し、難病・アレルギー疾患に関

する診療ネットワークや、専門医などによる診

療可能な疾病の状況等について調査を行い、現

状を把握するとともに、本県の診療ネットワー

クの構築に向けた検討を行うものであります。

３の事業費としましては、140万円をお願いし

ております。

４の事業効果ですが、難病及びアレルギー疾

患の診療に係る現況把握などに基づきまして、

県民が適切な医療を受けることができる診療体

制の整備が推進されると考えております。

次に、37ページをお開きください。

改善事業、健康のための生活習慣定着サポー

ト事業についてであります。

まず、１の目的・背景ですが、健康づくりを

推進するためには、県民が日常の生活習慣、特

に食や運動の重要性を認識し、行動変容につな

げる必要があることから、その具体的な方法や

効果などをさまざまなツールを通じて情報提供

を行いますほか、企業や医療保険者、各種団体

との連携による活動の広がりや活性化・定着化

を推進するものであります。

次に、２の事業概要ですが （１）にございま、

すとおり、野菜の摂取量の増加や運動などの健

康づくりに関する一連の取り組みや （６）の健、

康長寿サポートサイト運営を通じた情報提供を

行うこととしております。

30年度からは （２）に下線を引いております、

が、新たに減塩の普及啓発「へらしお」事業と

して、塩分マップ等による地域別の塩分摂取量

、 、（ ）の見える化など 食環境の整備を行うほか ４

に下線を引いておりますが、ロコモ予防運動推

進事業において、ロコモを予防するための実践

普及モデル事業を行い、トレーニングによるロ

。コモ予防効果の検証を行うこととしております

３の事業費としては、741万7,000円をお願い

しております。

４の事業効果ですが、健康長寿社会づくり推

進に向けて、社会的機運の醸成や関係団体の連

携を促進することにより、健康づくりに向けた

取り組みの広がりや実践の定着が図られ、健康

長寿男女とも日本一の達成につながるものと考

えております。

次に、38ページをごらんください。

改善事業、生涯を通じた予防・健康づくり推

進事業についてであります。

まず、１の目的・背景ですが、県民の健康づ

くりをより効果的に推進するためには、一人一

人が置かれた状況の特徴に合わせた取り組みを

行う必要がございます。特に、働く世代につい

ては、企業などの理解の促進が不可欠であるほ

か、高齢者については、いわゆるフレイル、虚

弱の対策が重要でありますことから、それぞれ

のライフステージに応じた事業を展開すること

で、生涯を通じた予防・健康づくりを推進し、

健康寿命の延伸を図るものであります。

次に、２の事業概要ですが、新たな取り組み

につきましては、下線を引いております。

（１）の①コラボヘルス推進事業において、

事業主等に対する健康経営への理解の促進を図

るための講演会の開催や個別訪問を行うほか、

医療保険者の実施する保健事業と連携した取り

組みを推進すること （２）としまして、高齢者、

のフレイル対策事業としまして、啓発を行いま

すとともに、配食事業の栄養管理に関するガイ

ドラインについて、配食サービス事業者への周

知を図ることとしております。

３の事業費としましては、241万3,000円をお
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願いしております。

４の事業効果でありますが、それぞれのライ

フステージに合わせた対策を行うことで、より

効果的に健康意識の向上を図ることができ、県

民の健康状態の改善が推進されると考えており

ます。

当初予算に関する説明は以上であります。

続きまして、特別議案について御説明をいた

します。

常任委員会資料の62ページをお願いいたしま

す。

議案第52号「宮崎県歯科保健推進計画の変更

について」であります。

１の計画変更の理由ですが、宮崎県歯科保健

推進計画は、歯科口腔保健の推進に関する法律

及び宮崎県歯・口腔の健康づくり推進条例に基

づき定めているものであり、現行の計画が満了

することから計画の見直しを行い、平成30年度

。からの第２期の計画を策定するものであります

２の計画の期間は、平成30年度から平成35年

度までの６年間としております。

３の計画の骨子でありますが、県民の生涯に

わたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総

合的かつ計画的に推進することにより、県民の

健康の保持増進に寄与することを計画の趣旨と

しております。

（２）の基本方針としまして、国の「歯科口

腔保健の推進に関する基本的事項」における健

康格差の縮小などの目標に即し、ライフステー

ジに応じた歯科保健対策、支援が必要な方への

歯科保健医療などの推進をすることとしており

ます。

（３）の計画の構成は、４章の構成としてお

ります。第３章で具体的な施策である分野別施

策を記載しております。

別添のＡ３の資料３に基づきまして御説明を

しますので、よろしくお願いいたします。

中ほどの第３章、分野別施策をごらんくださ

い。

１のライフステージに応じた歯科保健対策の

、 、推進に関しましては 共通する取り組みとして

フッ化物の応用、かかりつけ歯科医での定期歯

科健診の推進を図ります。

乳幼児期から高齢期までの取り組みと、根拠

となるデータもあわせて記載しておりますが、

主なものとしましては （１）乳幼児期では、歯、

磨きなどの保護者への働きかけ、妊娠期からの

大人に対する普及啓発を （２）の学齢期では、、

乳歯から永久歯に生えかわることから、フッ化

物応用に加え、歯と口の健康を守るための生活

習慣の形成を （３）の成人期では、進行した歯、

周炎を持つ方の割合が増加しておりますので、

歯間部清掃用器具の使用の推進 （４）の高齢期、

では、歯の喪失予防と誤嚥性肺炎の予防に向け

て、口腔の清掃、摂食・嚥下訓練などの口腔ケ

アを、それぞれ推進いたします。

資料の一番右の列の上から２、３、４の項目

が、今回の見直しに当たり、新たに追加した項

目であります。

２の支援が必要な方への歯科保健医療の推進

としまして、障がい者や高齢者など、通院が困

、 、難な方への在宅歯科保健医療の推進を その下

３の医科歯科連携を推進するために必要な体制

の整備としまして、がん治療中の口腔合併症の

、 、予防や 糖尿病治療の血糖コントロールのため

医科と歯科で連携し、口腔ケアの推進などを図

ることとしております。

その下、４、災害時の歯科保健医療体制の整

備としまして、災害発生時を想定した被災者へ

の対応に向け、研修会などの実施により、関係
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者との連携を図るなどの体制整備を進めること

としております。

計画の内容の説明としましては以上でありま

すが、別冊の第２期宮崎県歯科保健推進計画

（案）の11ページをお開きください。

では、御説明いたします。

図１の１歳６カ月児の１人平均虫歯数の年次

推移と、図２の１歳６カ月児の虫歯有病者率の

年次推移の右端に、2016年度分の全国値につき

まして、未公表と記載しておりますが、先週の

３月７日に厚生労働省より数値が公表されてお

り 図１につきましては １人平均虫歯数は0.04、 、

本、図２、虫歯有病者率は1.5％と公表されたと

ころであります。

続きまして、14ページをお開きください。

こちらも同様に未公表と記載されております

図７、３歳児１人平均虫歯数の年次推移の2016

年度の全国値が0.54本、図の８、 １歳６カ月※１

児虫歯有病者率の年次推移の2016年度の全国値

が15.8％と公表されたところでありますので、

御報告させていただきます。

健康増進課分については以上であります。

執行部の説明が終了しました。○右松委員長

質疑のほうをお願いします。

最後の健康増進課の歯科○矢野健康増進課長

保健推進計画の図８の御説明、14ページの部分

になりますが、図８につきまして、私は１歳６

カ月と申しましたが、３歳児の誤りでございま

した。大変失礼いたしました。

障がい福祉課の31ページの新規事○西村委員

業、依存症対策総合支援事業について、ちょっ

とお伺いしたいと思います。

今までもアルコールや薬物、ギャンブルの依

存症というのは既に長く社会問題になってきて

いたんですが、これを今、新規事業として立ち

上げたのは、やはり国のカジノの問題であった

り、ＩＲの問題であったり、そういうもので非

常に関心が高くなってきたことに対して、これ

は国からの指示でこういう事業をしなさいとい

うことで、今回立ち上がったのかどうかまず伺

いたいと思います。

この依存症対策につき○日髙障がい福祉課長

ましては、まず平成25年にアルコール健康障害

対策基本法ができまして、 その国の計画の中※２

で、28年から32年までに全都道府県においてア

ルコール健康障がいの計画をつくるよう努める

ものとするという形、法律でも「努めるものと

」 、 、する となっているんですが そういうことで

各県、昨年度から今年度ぐらいにかけて、いろ

いろ動きが出てきておりまして、それがまず経

緯というところでございます。

それで、アルコール依存症の関係について、

まずは取り組まなければいけないというところ

も含めまして、先ほど委員のほうからございま

したように、ギャンブル依存の問題であります

とか、そういう部分も出てきておりますので、

薬物、ギャンブルを含めて、全体的に取り組ん

でいかないといけないということで、こういう

事業名としたところでございます。

もちろん、これまでも非常に問題○西村委員

になってきて、ギャンブルというのは今さらか

なというぐらいのものなんですけれども。この

事業内容を見ますと、相談窓口であったり、支

援体制であったりというのは、どちらかという

と、もうあらかじめ「あなたは薬物依存です。

アルコール依存です。もしくはギャンブル依存

です」という何らかの兆候があらわれて、それ

を本人ないし家族がわかっている人に対しての

※１ このページ左段に訂正発言あり

※２ 81ページに訂正発言あり
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支援の中身かなと思っております。

でも、実際それに気づかずに、かなり深いと

ころまで依存してしまっている県民も多いと思

うんですが、県では、潜在的な県民の依存者数

というのをどのように把握されているのか、そ

れは、この支援体制をする上でも、マンパワー

を集める上でも非常に重要だと思うんですが、

そのあたりはどうなんでしょうか。

依存症の実態につきま○日髙障がい福祉課長

しては、なかなか、これといった数字がないと

いうことで、県として実態調査をしておりませ

んので、なかなか把握はしにくいところなんで

すが、まずアルコール依存症で申しますと、平

、成25年度に厚生労働省の科学研究によりまして

アルコール依存症の生涯経験者が109万人と全国

ベースで推計されております。

それから、薬物依存症につきましても、同じ

く厚生労働省の科学研究によりまして、約10万

人と推計されております。

また、ギャンブル依存症につきましては、平

成28年の調査研究によりますと、ギャンブル依

存症が疑われる方が約300万人と推計されており

まして、この推計でまた推計をするのはなかな

か難しい部分がございますが、その全国ベース

のものを本県に焼き直しますと、アルコール依

存症で約9,000人、薬物依存が約1,000人、ギャ

ンブル依存の方が約２万5,000人ぐらいという計

算ができるのかなと考えているところでござい

ます。

だから、そこあたりだと思うんで○西村委員

すよね。これ、今まで議会等でいろんな方が質

問されたり、自分も取り上げたこともあるんで

すけれども、今、多分単純に全国の推計を人口

、ベースで比例して掛けただけだと思うんですが

ただでさえパチンコ台数が日本一の宮崎県、ア

ルコール消費量も非常に上位である宮崎県が、

そのまま比例して、これだけというのはない気

がします。

また、特にほかの県の方が宮崎県に来られた

ときに 「宮崎の人たちのお酒を飲む量はすごい、

ね」という話を聞くことが多いんですね。それ

を考えたときに、まず宮崎県内の実態を把握し

て、これは依存症だけではなくて、ギャンブル

、 、 、にしかり アルコールにしかり 薬物にしかり

健康に非常に影響するものですから これはやっ、

、 、ぱり障がい福祉課だけではなくて 健康増進課

また福祉全般で、何かしらこの実態調査的なも

のをやるべきだと。その実態調査があってから

こそ、こういう支援事業が成り立っていくんで

はないかなと思いますが、部長、どうでしょう

かね。

国でも推計をしていると○畑山福祉保健部長

いうことで、詳細な把握をしたりして統計デー

タでこう言えますというのではなくて、推計と

いう状況の中では、なかなか難しい。しかも、

潜在的にあらわれてこないという中で、どうそ

れを把握するかというところは、非常に難しさ

があるのかなと思いますけれども。

ただ、いろんな政策を打つ上では、前提とし

、ての問題状況の把握が重要になってきますので

どういった形でどこまで把握が可能かというと

ころを含めて、それから他県においても、この

ようなことで研究をしている県があるのかどう

か、先にそういった実施をしているかどうかと

かも含めながら、ちょっと勉強させていただき

たいと思っております。

依存症対策って、これは本当入り○西村委員

口だと思うんですよね。だれもが深みにはまる

可能性もありますし これで確かに深みにはまっ、

た人を引っ張り上げる、救うという意味では、
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この支援事業は非常に効果があると思うんです

けれど、その予備軍に対しても、やはりある程

度予防線を張っていく必要があるのではないか

、 、なと思いますし せっかく300万円をつぎ込んで

、こういう支援体制をつくっていくわけですから

その翌年、その次につながっていく事業にして

いただきたいと思います。

何度か私も本会議で取り上げたん○井本委員

だけれど、これは恐らく自殺にもつながってい

ると私は思っているんですよ。こんな気候のい

い、天候のいい、人柄のいい、環境のいいとこ

ろで、何でこんなに自殺者が多いのかなと、私

なんか不思議だと思うんだけれど。やっぱりパ

、 、チンコでね ましてや日本で一番多いというね

、これで恐らく多重債務者とか何とかが出てきて

多分自殺者につながっている可能性が。私もそ

こまで調べたことはないから、資料がないだろ

うけれど、その辺のことも調べながら、自殺者

対策のほうとも関連しながら、この辺のことを

調べるということは必要じゃないのかなと思い

ますがね。

今、委員がおっしゃる○日髙障がい福祉課長

ように、この依存症の部分につきましては、ア

ルコール、ギャンブル、薬物、それぞれに難し

い面がございますけれども、いろんな意味で、

いわゆる県民の生活の部分に直結していくんで

はないかなと考えております。

今回、いろんな検討会とか、計画とかを想定

する上においては、いろんな関係機関が情報を

共有するということがまずは大事で、そこのと

ころからいろいろな実態という部分も出てくる

のかなと思っておりますので、今、委員が言わ

れたように、いろんな関係機関を巻き込みなが

ら連携をさせていただきながら、取り組んでま

いりたいと考えております。

それと、済みません、先ほどの私の発言の中

で、アルコールの関係の法律につきましては25

年度と申しました。国が計画をつくっておりま

して、計画のほうも25年度と誤解を受けたかも

しれませんけれども、28年の５月に国の計画は

できているというところでございますので、再

度、発言の修正をしたいと思います。よろしく

お願いいたします。

一つ言い忘れました。この依存症○西村委員

対策でスマホゲーム、いわゆるテレビゲーム依

存というのも今社会的に非常に大きな問題に

なっていまして、それを依存症でどこまで認め

るかというのは非常に難しいんですが、先日も

テレビでそういう特集をやっておりまして、も

う四六時中、肌身離さずスマホを持ってゲーム

しとかないとという話もありました。

そういうものも含めて、これは現代的な病気

かもしれませんけれども、そのあたりの研究も

ぜひ進めていただきたいと思います。

今、委員がおっしゃる○日髙障がい福祉課長

ように、今回、依存症対策で一応例に挙げてお

りますのがアルコール、薬物、ギャンブル等と

書いてございますけれども、そこら辺がメーン

。 、になるのかなとは思っております アルコール

薬物につきましては、いわゆる飲酒であります

とか、そういう物質に対する依存なんですが、

ギャンブルとか、今言われたようなスマホにつ

いては、行為に対する依存という形になってい

るようでございます。

、 、ですので 今の委員の御趣旨も踏まえながら

いろんな観点から検討会等を立ち上げていけれ

ばなと考えますので、いろんな形で取り組んで

いきたいというふうに考えているところでござ

います。

具体的に例えばこの依存症がひど○西村委員
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い人を病院みたいなところに隔離して、強制入

院させるような施設というのは、宮崎県、もし

くはほかの県にもあるんでしょうか。

この依存症に関しまし○日髙障がい福祉課長

ては、入院治療をする場合には、一般的には精

神科の病院に入院をするということがメーンか

なと思っております。その中でも、やはり依存

症の治療を多数行っている病院も県内にはござ

いますので、そういうところと連携をするとい

うことになっております。

今回、議案として出させていただいておりま

す医療計画の中でも、71ページからになるんで

すが、精神科の分野におきまして、今回の医療

計画では15領域にわたって、その対策を書かせ

ていただいております。その中に依存症という

部分がございまして、80ページに、県の連携拠

点機能を担う医療機関ということで、依存症に

つきましては、県立宮崎病院と大悟病院を精神

科病院協会のほうから御推薦いただいて、そう

いう病院と連携をさせていただくという形にな

ろうかなと考えているところでございます。

強制的にできるのかという話を彼○井本委員

は言っておる。

依○日高福祉保健部次長（保健・医療担当）

存症の方に対する治療につきましては、基本的

に強制ということはありません。ただし、症状

として自傷他害の行為が見られる場合には、法

に基づく強制入院が いわゆる精神保健指定─

医お二人の診察でもって、これは強制的な入院

が必要であると判断された場合には可能ですけ

れども、通常は強制的にというのではなく、御

本人、あるいは家族の方の同意を得て、入院治

療を行うということになっております。

依存症相談員の配置ということで○有岡委員

すので、これに関連して一つの事例ですが、ア

ルコール依存症だった知り合いがおりまして、

その人たちは最終的にはグループで、そういっ

た勉強会に行ったり、それを脱していった経験

をする、そういったグループもありまして。ぜ

ひこの相談員の方には、初期的なこういう早期

介入とか治療も大事ですが、その後長いスパン

でグループ的に取り組んでいく、そういったこ

ともあるんだというような紹介もしていただけ

ると。一人で悩むより、みんなで乗り越えてい

くようなシステムもあるんだということを相談

員の方にはぜひアドバイスをお願いできればと

思っております。

今、有岡委員がおっ○日髙障がい福祉課長

しゃったように、当事者団体と申しますか、実

際いわゆる断酒会でありますとか、ＡＡと言わ

。 、れる団体とかが県内にもございます ですので

そういう団体の方々は、保健所とか精神保健福

祉センターとか いろんな形で連携できると思っ、

ております。そういう方々の団体の活用という

、ものも大変重要な視点だと思っておりますので

取り組んでまいりたいと考えております。

関連もしくは障がい福祉課内で○右松委員長

あれば、出していただければと思います。

障がい者スポーツ育成強化に関連○有岡委員

してお尋ねしたいと思いますが、組織、競技団

体の整備事業ということで、ソフト、サッカー

とかいうお話がありましたが 国体競技では約13、

の競技がありまして、それをどうやっていくの

かとか、それ以外の例えばペタンクとか、そう

いうニュースポーツみたいなものをどうするの

、 。か それぞれ幅広く広がっているようなんです

そういった意味では、それを支える人材がど

れほど育っているのかというのが僕は常に課題

だと申し上げていまして、だから、この組織整

備では、ただ形だけをつくるんじゃなくて、レ
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ガシーということで その後どうするのかといっ、

た視点で育てていかないと。国体がゴールでは

ないということで組織づくりをやらないと、人

材育成というのは時間がかかりますので。

そういった意味では、この組織を今回手がけ

、 。る以上は そういったものをしっかり見据えて

以前、特別委員会の中でゾーニングして、この

地域はソフトボールができるような、サッカー

ができるようなという話もしましたけれども、

そこら辺をもう少し整理していかないと。実態

として特別支援学校の協力を得ながらやってい

く、長いスパンで育てていくような組織づくり

をお願いしたいと思うんですが、その点よろし

くお願いします。

委員がおっしゃるよう○日髙障がい福祉課長

に、組織としてつくったという形だけで終わっ

てしまっても、衰退していくということになり

ます。

ただ、今回挙げさせていただいている部分に

つきましては、全国障害者スポーツ大会の競技

数が13ございます。その中に個人競技と団体競

技がございまして、団体競技は大体、九州のブ

ロック予選を勝ち抜いて全国大会に出るという

のが前提でございますが、開催県におきまして

は、予選を経由せず、みんな出られるという形

でございますので、せっかく本県で開催するに

当たりまして、その団体競技には全て出られる

ような体制がまずは必要なんじゃないかなとい

うところで、知的障がい者のソフトボールとか

サッカーというのを例示として挙げさせていた

だいているところでございます。

ただ、ほかにも団体はありますけれども、な

かなか活動が活発ではないという部分もござい

ますので、いろんな形で平成38年に向けて整備

をしていかないといけないのかなというふうに

は考えております。

ただ、まずは当面の目標としましてはそこら

辺かなと。ことし、福井県で、来年、茨城県、

その次が鹿児島県で行われますので、鹿児島県

開催のときには、近い県ですので、いろんな形

で実際見に行くことも可能かなと考えておりま

すので、そういう部分を見据えながら取り組ん

。でまいりたいと考えているところでございます

よろしくお願いいたします。

関連しまして、知的発達関係でス○丸山委員

ペシャルオリンピックスというのがあって、私

はそれにちょっと携わっているもんですから。

なかなか広がっていかないというのも現実なも

んですから、今回のこの事業の中では位置づけ

、 、られているのか スペシャルオリンピックスに

知的障がい者に関して、どういう感覚なのか、

まずそこをお伺いしたいなと思っております。

スペシャルオリンピッ○日髙障がい福祉課長

クスにつきましては、現状でもいろんな形で連

携はさせていただいております。

、例えば全国障害者スポーツ大会の競技の中に

知的障がい者のボウリングというのがございま

す。これはスペシャルオリンピックスで活動さ

れているコーチの方とかに一緒に指導者として

大会に行っていただいたりとか、そういうよう

ないろんな形で連携はさせていただいておりま

すし、先日行いましたスポーツの表彰式におき

ましても、いわゆるスノーシューイングで活躍

をされた方を知事表彰するとか、いろんな形で

連携はさせていただいておりますので、今後と

もスペシャルオリンピックスとは連携をさせて

いただきたいと思っておりますが、今回の事業

につきましては、全国障害者スポーツ大会とい

うところを見据えると やっている競技と やっ、 、

てない競技とがございますので、そこら辺の状
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況を踏まえながら、連携できる部分は連携して

いきたいと考えているところでございます。

多分、スペシャルオリンピックス○丸山委員

だけじゃなくて、いろんな障がい者スポーツは

なかなか、うまく広がっていない可能性がある

んじゃないかと思っています。これはやはり教

育委員会サイドとうまくやっていかないと、で

きないと思っています。しかしながら、教育委

員会サイドの実態を見てみますと、部活に対す

る思いとか、個人の考え方があって、なかなか

。進んでないのも現実じゃないかと思っています

しかし、スポーツをすることで、健康増進に

つながっていって、障がいを持ちながらも、す

ばらしいことができるんだよということが、我

々に感動を与えているこの間のパラリンピック

につながっていくんじゃないかと思っています

ので、うまく教育サイドとも連携していただき

たいと思っています。

今の現状も含めて、どのような連携を今やら

れているのかを教えていただければありがたい

かなと思っています。

教育委員会との連携に○日髙障がい福祉課長

つきましては、まず我々のほうで障がい者スポ

ーツ関係を進める際に、県の障がい者スポーツ

協会というところで、いろんな形で進めている

ところでございますが、昨年、この県の障がい

者スポーツ協会が県の体育協会に加盟をしまし

て、いろんな形で競技団体等との連携がしやす

いような形をとっていこうと考えております。

それと、あと、今回のメニューの中に練習会

のメニューが入っているんですが、これにつき

ましても、例えば特別支援学校を卒業された方

も参加できるように、例えば日曜日に開催をす

るであるとか、そういうところも含めて、特別

支援学校の生徒たちも、また卒業してからも続

けられるような何か仕組みができないかなとい

うところも考えていかなければいけないと考え

ているところでございます。

障がい者スポーツ、今は義足○田口副委員長

とか車椅子とかは最先端の技術でやっていて、

特に義足に関しては、走り幅跳びなんかはオリ

ンピック選手の記録を抜くぐらいになってきて

いるもんですから。もちろん育成も大事なんで

すけれど、そういう使う道具というか、義足と

か そういうものに対してはどういうふうになっ、

ているんでしょうか。

今、副委員長のほうか○日髙障がい福祉課長

らお話がございました。確かに器具とかはすご

く進化をしているようでございます。車椅子一

つとりましても、かなり軽いものが出てきたり

とか つくられている素材とかも パラリンピッ、 、

クに出られる方々は、かなりのそういう技術が

必要になってきているというのはお伺いしてお

ります。ただ、県内においては、なかなか、ま

だそこまでは至っていないというのが現状かな

とは思っております。

ただ、国内外の大会でいろいろ活躍する選手

も出てきております。まだ義足の選手というの

は特段ないんですけれども、パラリンピックと

か、いわゆる障がい者の全国的なスポーツ大会

であるとか、そういう場で活躍する選手が出て

きますと、やはりそういう機運も高まってくる

のかなというふうに思っておりますので、そう

いう選手に頑張っていただけるような支援をし

ていきながら、その部分も情報を得ていきたい

と考えているところでございます。

29ページの宿泊施設アクセシビリ○丸山委員

ティ推進事業についてなんですが、東京オリ・

パラに向けての事業というのは何となくわかる

んですが、民間事業にうまくやっていただきた
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いということなんでしょうけれども 「まず隗よ、

り始めよ」ということで、県の施設で例えば御

池青少年自然の家とか青島青少年自然の家とか

あるんですが、ああいうところはやっぱり宿泊

施設に当たるんだろうと思っていますし、しか

し、そういうところも今のアクセシビリティの

基準になると合わないんじゃないかなと思って

いるんですが、やるべきではないのかなという

考えがあるのか。

、 、また 宿泊施設じゃないんでしょうけれども

防災拠点庁舎とか、国体の施設とか、これは宿

泊施設じゃないかもしれませんけれど、今後多

くの箱物が出てくる予定です。あと、民間でい

うと、ＪＲが大きなホテルを建てるとか、そう

いうのがあるもんですから、そういったところ

には積極的にもう少し接触したほうがいいん

じゃないかと思っているんですが、そういう考

え方でいいのか、どういう考えで今このアクセ

シビリティを県として進めようと考えているの

かをお伺いできればなと思っています。

今回の事業につきまし○日髙障がい福祉課長

ては、民間施設の既存のホテルの改修とか、そ

ういうもので幅を広げていこうという形でござ

いますが、今、委員がおっしゃったように、こ

れから国体に向けて施設整備がされると、防災

庁舎ももちろんそうなんですけれども、本県で

は、いわゆる福祉のまちづくり条例というのも

持っておりまして、そういう部分で、もともと

基本的にはバリアフリーでユニバーサルデザイ

、 、ンというか 障がい者のトイレでありますとか

そういうところにも配慮をするということで

やっていくべきだと思いますし、アプローチも

しております。

特に、今回、まだいろんな詳細は聞こえてお

りませんが、国体に向けての施設につきまして

も、こういうアクセシビリティのガイドライン

で、観客席とかで、例えば車椅子の席ですけれ

ども、新たな観点でいうと、車椅子の席には介

護者が必ずいるので、介護者の席も一緒にでき

るようなスペースをつくるであるとか、いろん

な形での観点が、東京オリンピック・パラリン

ピックに向けて出てくると考えております。そ

ういう部分も含めてアプローチはしていきたい

と考えております。プラスアルファの部分で、

例えばホテルにユニバーサルルームをつくるで

あるとか、そういう障がい者の受け入れについ

ては、かなり意識は高くなってきているのかな

とは感じております。

たまたま先日、新聞を見まして、高千穂に新

しいホテルができて、そこにもユニバーサルル

ームが１室整備されているという。実物は見て

ないので何とも言えないんですけれども、そう

いうように、ホテルサイドの意識は高くなって

はきておりますが、いろんな形で意識啓発しな

がら、何か新しいところがあれば、そういうと

ころへの情報提供なりはやっていかないといけ

ないとは考えております。

県が所有している、さっき言った○丸山委員

青島青少年自然の家とか、そういう教育サイド

が持っているところに対しては 「まず隗より始、

めよ」ということで県の施設はどうなのか。既

存施設がどういう位置づけで、これはもう関係

ないよと、あそこは教育施設だから関係ないよ

というふうにお考えなのか、補足説明をしてい

ただくとありがたいかなと思います。

県有の施設につきまし○日髙障がい福祉課長

ては、いろんな形で改修の計画があるとか、そ

ういう部分についてはそういう取り組みをして

いただけているものと考えておりますので、こ

れまでそういうアプローチは特段しておりませ
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んが、各部も含めていろんな形でそういう部分

での意識啓発をして、改修に向けて何らかのア

プローチがとれるところがありましたら、そこ

については相談に乗っていきたいなと今のとこ

ろはそういう感じでございます。

県のほうも県有施設で、宿泊施設○丸山委員

がありますので、それはしっかり、そういう縦

割り行政ではなくて、ちゃんと連携しながら、

実行するような体制でやっていただければとい

うことでお願いしたいと思っております。

障がい福祉課、ほかにあります○右松委員長

でしょうか。

障がい福祉課ですけれど 工賃アッ○丸山委員 、

プについて気になるもんですから、改めて伺い

たいんですが。今、計画を立てていると思うん

ですが、今年度、新たにどんなことに取り組ん

で、しっかり工賃アップにつなげるのか。32ペ

ージの障がい者在宅就業支援事業をやられるこ

とで、しっかり工賃アップにつなげていただき

たいなと思っているもんですから。改めて30年

度の目標と、どういうことを改めてやろうと考

えているのかをお伺いできればなと思っており

ます。

工賃向上計画につきま○日髙障がい福祉課長

しては、平成27年度から29年度の計画をつくっ

ておりまして、平成28年度につきましては、目

標額が１万8,000円でございました。一応達成額

が１万7,960円ということで、若干足りなかった

んですが、ほぼ達成できているのかなと考えて

おります。

平成29年度につきましては、１万9,300円とい

うことで目標額を設定しておりまして、これは

今後統計で整理をしていくという形になってお

ります。今年度につきましては、いろいろ議会

でもお話しいただいておりますが、農福連携推

進事業のほうに取り組んでおりまして、そこで

いろんな形での農業という部分での新たな就労

の拡大、分野の拡大というのを行っておりまし

て、工賃向上に寄与できているのではないかな

と考えております。

また、当部ではございませんが、農政のほう

でも新規事業をつくっていただいているという

ことでございます。

それと、来年度以降の工賃向上計画につきま

しても、同じような形でやっていこうとは思っ

ているんですが まだパブリックコメントの─

段階で、きちっと決まってはいないんですけれ

ども、国でいわゆるＢ型事業所に対する報酬に

ついて、平均工賃をある程度目安にして報酬の

ランクづけをしていこうという動きもございま

す。

ですので、そういう部分を事業所にしっかり

認識をしていただいて、やっていくことも大切

かなと考えているところでございます。

、 、○丸山委員 ぜひ 障がい者の工賃がしっかり

Ｂ型を含めて、全国的にも上位に行くような形

で。やっぱり事業者、また、これを使う消費者

も含めて、理解促進にさらに努めていただくよ

うお願いしたいと思っております。

指摘事項の５ページで見ると、最○井本委員

初の言い方は、Ａ型事業所がふえたことが影響

していると、そのために就労Ａ型事業所から一

般就労へとつなげていくことが重要だという言

い方をしていますよね。この問いは、いずれに

しても就労をふやしてほしいというような問い

だと思うんですよね。だから、一般就労者をふ

やしてほしいという問いじゃないような気がす

るんだけれども、これはどうなんだろうか。

この福祉施設からの一○日髙障がい福祉課長

般就労につきましては 26年が174名 それから27、 、
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、 、 、年が179名 28年が177名ということで 数字上

伸び悩んでおりました。以前の常任委員会で御

質問いただいて、なぜ伸び悩んでいるのかをま

ず分析しようというところでお話をさせていた

だいたところでございまして、平成27年度の内

訳と28年度の内訳をまず分析をいたしてみまし

た。

そうすると、179名のうち、どういうところか

ら一般就労しているかといいますと、就労移行

支援事業所から98名 それからＢ型事業所から25、

名、地域活動支援センターから10名、それから

、Ａ型事業所から46名という内訳でございまして

それが28年度になりますと、就労移行支援事業

所から108名、Ｂ型事業所から37名、地域活動支

援センターから７名、Ａ型事業所から25名とい

うことで、移行支援事業所とＢ型事業所からは

数がふえているんですが、Ａ型事業所が落ち込

んでいるという実態がわかりました。

私どもも、こういう実態があるんだというの

を再認識させていただいたところでございまし

て、割と最低賃金が守られる事業所でございま

すので、一般就労につなげやすいのかなと考え

ていたんですが、実態としてＡ型事業所のほう

からの一般就労が減っているということは、基

本的にはそういうＡ型事業所から一般就労につ

なげていくために、Ａ型事業所に啓発していく

ことがまずは大事なのかなということで、そう

いうような書きぶりをさせていただいたところ

でございます。

一般就労にしましても、Ａ型事業所にしまし

ても、まずＡ型事業所というのは雇用契約を結

びますので、一般就労とある程度似ているとい

う部分ではございますが、先ほど丸山委員から

もございましたように、障がい者の方々がきち

んと働いて収入を得るということがまずは大事

かなと思っておりますので、そういう部分でＡ

型事業所におきましても報酬をきちんと確保で

きるような体制が必要だというふうには考えて

おります。

ただ、Ａ型事業所では、事業量の確保の問題

もありますし、障がい者の就労の関係もありま

して、８時間全て働くわけではなくて、３時間

とか４時間とか働く障がい者の方もいらっしゃ

います。

今回の、先ほどお話ししましたように、報酬

体系では労働時間によって若干単価を変えるみ

たいなところも出てきておりまして、そういう

ものも使いながら、やっぱり障がい者の方がき

ちんと報酬を確保できるような働き方ができる

体制にしていくことが必要かなと考えておりま

して、そういう部分も踏まえて取り組み体制と

いうことで書かせていただいたところでござい

ます。

ということは、一般就労だけに特○井本委員

化した話じゃないということだね。それでいい

わけね。わかりました。

いかがでしょうか、関連があれ○右松委員長

ば。

では、ほかの課に移ります。

34ページですが、衛生管理課の対○西村委員

ＥＵ等輸出食肉を見て思ったのが、もう既にＥ

Ｕに宮崎からの和牛が送られているのに、今か

ら備えるということがまず一つどうなのかなと

思って。今は鹿児島の屠畜場を中心に出されて

いるのを、今度新築された都農の屠畜場から出

すことを対象にしているのかなと。そこの検査

員のスキルアップということがメーンなのかな

と思ったんですが、それでよろしいんでしょう

かね。

西村委員が御指摘のとお○樋口衛生管理課長
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、 、り ＥＵ向けに牛肉輸出の認定につきましては

既に国内に４施設ございます。先ほど委員が申

しましたとおり、鹿児島が２施設、それと飛騨

食肉の岐阜、それと群馬県の４カ所となってお

ります。今回、都農食肉衛生検査所が所管して

いますミヤチク都農工場、これが31年４月から

稼働ということで、これを対ＥＵ向けの施設と

して、今、計画しているところでございます。

、 、 、それと もう一つは 対ＥＵに関しましては

対米と違いまして、ＥＵのほうが基準がちょっ

と厳しいところがございます。

それと、もう一つは、ＥＵ向け４施設ござい

ますけれど、今までＥＵから衛生管理に特化し

た査察がまだ来ておりません。アメリカは毎年

１回程度来ておりまして、そのときに国の認定

要綱以外の指摘を受けて、非常に大変なことに

なっております。今回、ＥＵに関しましても、

まだ来ていませんけれど、実際に行ってみて、

ＨＡＣＣＰシステムとか、動物のアニマルウエ

ルフェア、いわゆる福祉関係、これが非常に進

んでおりますので、こういったものをちゃんと

見て、そして帰って検査員に伝えて、そしてま

たミヤチク工場にも伝える、そういったことを

考えております。

結局は、都農ができる前に本県と○西村委員

して対策をするという考えでいいと思うんです

けれど。確かにＥＵの動物福祉の観点というの

は、別の大学の農学部で話を聞くと、非常に高

、 、いレベルで 動物愛護という観点が非常に強い

屠畜されるべき牛であっても非常に強いという

ふうには聞いておりますので、これは31年の４

月までの準備期間に、しっかりと国内４工場の

体制を学ぶのと同時に、ぜひこれも進めていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

西村議員のほうからありましたけ○日髙委員

れど、ＨＡＣＣＰに関して、お肉屋さんだった

り、個人でやる部分というのはないんでしょう

か。例を挙げたりとかいうのは。

ただいま日髙委員がおっ○樋口衛生管理課長

しゃったのは、恐らく宮崎市内の新垣ミートと

かを想定されているんでしょうか。

そうですね、はい。○日髙委員

多分、新垣ミートは民間○樋口衛生管理課長

認証を取られると思うんですけれど、ＨＡＣＣ

Ｐに関しましては、以前に政審会の勉強会でも

言ったとおり、2020年のオリンピック・パラリ

ンピックを見据えて、全てのそういった食品営

業施設に対して、ＨＡＣＣＰを必要要件という

ことでやると。

それがいつごろの体制になるかというの

は、2020年を見据えてなんですけれど、恐らく

既に民間認証とか、そういった国の認証を受け

ている施設につきましては、基準がＡ基準、Ｂ

基準ございまして、Ａ基準が恐らく国際的にも

通用するＨＡＣＣＰということで、それは瞬時

に移行できると思っていますけれど、いわゆる

ＨＡＣＣＰの考え方に基づいたＢ基準、食肉処

理業におきましても、販売業、飲食店におきま

しても、規模が小さいところはなかなかそれが

難しいということで、業界が手引書を作成中で

ございますので その手引書をもとに指導をやっ、

ていきたいと考えています。

ありがとうございます。もう一つ○日髙委員

お聞きしたいのが、ブルネイから大臣がいらっ

しゃったときに、シェラトンでハラールの食事

をいただいたんですけれども、このハラールの

食事をいただいたとき、どこの肉を食べられた

のかなと。これは宮崎には多分ないと思うんで

すけれども、鹿児島県や熊本県に行くと、そう

いう屠畜場というのはあるんでしょうか。
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いわゆるハラール系とい○樋口衛生管理課長

いますと、イスラム系は豚肉を食べないので、

牛肉専門のところということで、そういったハ

ラール認証を取っているというところは、私が

、 。知っている限りでは 多分熊本県にございます

県内にはございません。

ハラール関係の屠畜場は難しいと○日髙委員

思うんですけれども、実際ミヤチクにはハラー

ルは入ってない感じなんですか。

県内にはございません。○樋口衛生管理課長

、 、○日髙委員 今 ＡＳＥＡＮが急成長していて

ＥＵの５億人を超えて６億人以上になっている

ということで、やっぱり消費率が高くなってい

るということで、できたらそちらのほうも考え

ていただいたらと思っているんですけれども。

難しいと思いますけれども、僕もちょっと勉強

していきたいと思います。要望です。

会社側からそれに特化し○樋口衛生管理課長

てやりたいといった要望があれば、検査所とし

ても後方支援とか、そういった技術的援助はし

ますけれど、今のところ、そういった要望がご

ざいませんので、そういう状況でございます。

わかりました。ありがとうござい○日髙委員

ます。

33ページの動物愛護センターにつ○丸山委員

いてお伺いしたいんですが、センターについて

は、いろいろ頑張っていただいているのはもち

ろん認識しているんですけれども、処分は高崎

と門川の管理所のほうでやられているのが実態

だと思っているんですが、その流れですよね。

どうやって犬・猫が高崎とか門川の管理所に行

くのかとか、もしくは、日向と都城のほうに直

接行くのか、どういう流れになっているのか、

。そこを教えていただければなと思っております

動物愛護センターにおき○樋口衛生管理課長

ましては、基本的には動物愛護を啓発する中枢

のセンターということで。それともう一つ、捕

獲とか引き取り、これは中央保健所所管の分が

全て移行しておりますので、綾、国富、東諸の

分の依頼があれば捕獲、そして引き取り、こう

いった業務をやっています。

それと、引き取りした犬・猫の保管につきま

しては、負傷動物とかを収容した場合は、ある

程度譲渡できるような犬・猫になった場合に、

毎週日曜日に開催している譲渡会に出してやっ

ていると。

ところが、どうしても譲渡できないとか、あ

とは咬傷犬といいまして、かみ癖がある犬につ

きまして、どうしつけをしてもなかなか人にな

れない犬につきましては、都城に運んだり、そ

ういったことで処分ということで。

ただ、できるだけ長く収容している関係上、

今回の事業もそうなんですけれど、どうしても

滞留してしまって、あふれてしまうと。処分す

るか、譲渡を推進するか、どちらかというと、

今の時世ですので、譲渡推進のほうを強く推し

進めていきたいということで、今回の事業を出

したところでございます。

説明資料によりますと、専門的な○丸山委員

知識がある獣医師等によってということで、な

かなか獣医師の確保が難しいという話をよく聞

くんですが、獣医師でない人でもやれるという

ことを考えているのか、獣医師をしっかり見つ

けてきて職員に指導させる体制をつくろうと考

えているのかを、まずお伺いできればと思うの

ですが。

まず、33ページの事業概○樋口衛生管理課長

要の（１）の負傷動物治療・対応強化というと

ころの経験豊富な獣医というのは、いわゆる開

業の獣医とかを招聘してやるということで。開
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業に限らず経験豊富な方を呼んで。それと愛護

センター職員にも獣医師がいるんですが、なか

、 、なか すぐ治療とか外科手術はできませんので

そういったことのスキルアップにもつなげてい

きたいなと考えています。

「等」というのは、下のほうの譲渡推進体制

・機能強化の中で、しつけを中心にした専門家

を招聘してやるということでございます。

私が補正のときに話をさせても○丸山委員

らった高崎の管理所においても、全然しつけと

かせずに、そのまま滞留させていて、時期が来

ると、仕方なく処分せざるを得ない事案もある

ということだったもんですから。本来は高崎と

か門川に行った犬・猫のしつけをもう少しフォ

ローアップできるような体制も必要じゃないか

なと思っていますが その辺はされないんでしょ、

うか。

この（２）の譲渡推進体○樋口衛生管理課長

制・機能強化の中に、いわゆる保健所が県内８

保健所あるんですけれど、中央は動物愛護セン

ターに業務を移管しているんですけれど、ほか

の７つの保健所につきましては、まず管理所に

行く前に、捕獲した犬というのは飼い主がすぐ

見つかるケースもありますので、そういった返

還の利便性を考えまして、ある程度の期間、保

健所のほうに置いておくと。どうしてもいない

場合は管理所に持っていってということと、そ

れともう一つ、先ほど常任委員会の当初のほう

で説明しましたとおり、委託しております動物

愛護指導員の方が管理所もやっていらっしゃる

し、犬の捕獲、しつけとか、そういったものを

やっていただいていると。その人のスキルアッ

プのためにも今回の事業を出していると、それ

も含めたものでございます。

ぜひ管理所にいる方々のスキル○丸山委員

アップも必要だと思っていますので、それはぜ

ひお願いしたいと思います。それで、少しでも

処分される頭数が減るように努力をしていただ

ければ幸いなのかなと思っています。

また引き続き、犬・猫を放置する飼い主がふ

えないということも非常に重要だと思っていま

すので、その辺も引き続きお願いしたいなと。

ブリーダーを含めて、不適正なといいますか、

多頭飼育しているところに関しても、この前の

補正でも言いましたけれども、ぜひ警察等とも

連携しながら、しっかりと取り組んでいただき

たいということを改めてお願いしたいと思って

おります。

委員御指摘のとおり、管○樋口衛生管理課長

理所で飼養管理している犬・猫についても、し

つけをちゃんとして譲渡できるような体制にし

ていきたいと考えております。

また、そういったブリーダーに対しては、動

物の取り扱いの責任者といった方が１人いまし

て、そういった方を集めて年１回研修会をやり

ますので、その中でもそういったものを啓発し

ていきたいと考えております。

確認でお尋ねしますが、これは県○有岡委員

のほうで一般財源から予算化していますが、宮

崎市と共同で設置したセンターだという位置づ

けからすると、市のほうにもこういった予算化

をお願いしたり、協力を得る必要があるんじゃ

ないかと思うんですが、そこら辺は確認でお伺

いします。

県の事業、市の事業、そ○樋口衛生管理課長

れぞれ情報を共有しています。そういったこと

で、目的は一緒ですので、 お互いにそういった※

予算化をしているという状況でございます。

ありがとうございます。○有岡委員

※92ページに訂正発言あり
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衛生管理課のほうは、ほかにあ○右松委員長

りますでしょうか。

水道施設のことでお伺いしたいん○丸山委員

ですが。予算説明資料の163ページの中で、７に

生活基盤耐震化等の予算が３億円程度計上され

ているんですが、先週の補正予算では１億8,000

万円近く減額になっていたものですから、結構

老朽化は進んでいるのに、なぜかなと思ってい

るんですけれど。今回、３億円近くの予算を組

まれたんですが、これはしっかり執行できるの

か、もしくは次の広域化の推進計画ができない

と、国の耐震化交付金が使えないから、なかな

か使いづらい状況にあるのかを含めて、教えて

、 。いただくと ありがたいかなと思っております

前回の補正の中で説明を○樋口衛生管理課長

十分しなかったものですから、まず補正のほう

から御説明しておきますと、こういった交付金

事業で当初３億555万4,000円を計上しておりま

した。これは６事業ございまして、そのうちの

４事業については、国から補助金に振り替えて

くれという指示がございましたので、その分の

お金は市町村へ直接流れたもんですから、その

分の差。残る２事業につきましては、交付額が

要望額の75.5％にとどまったということで、そ

の差し引きの分が国から来なかったという状況

ですので、補助金に振り替えた分は満額出てい

るという状況でございます。

今回の予算につきましては、今後、国のほう

で、恐らく全国的にも耐震化とか、そういった

ものの要望が多いので、満額というところまで

は行きませんけれど、なるべく多く、七、八割

になればいいかなとは考えていますけれど、こ

れは全国の状況を見てみないと、交付金の要望

額に対してどのくらい来るかというのはなかな

か見えないところがございます。

宮崎は南海トラフ地震等、非常に○丸山委員

懸念される県だと思っております。この耐震対

策に関しては、ほかの土木建設、県土整備部も

含めて、なかなか進んでない現状なものですか

ら、水道の耐震化といいますと、これは県下全

域でどれくらい進んでいると認識すればよろし

いんでしょうか。もしデータがあれば教えてい

ただくと、ありがたいかなと思うんですが。

県内の耐震化率が平成28○樋口衛生管理課長

年度現在で32.9％でございます。

ちなみに、全国の平均はどんな状○丸山委員

況なのか、わかれば教えていただきたいと思う

んですが。

耐震適合率が27年度まで○樋口衛生管理課長

しか全国は出てないので 全国平均が平成27。─

年度で37.2％です。

、○丸山委員 27と28で直接比較できないですが

５％近く差があるということですので、先ほど

言いましたように、南海トラフの可能性が高い

本県でありますので、できるだけ傾斜配分等を

含めて、市町村と連携しながらやっていってほ

しいなと思っております。それはよろしくお願

いしたいと思っております。

今回こういったビジョン○樋口衛生管理課長

作成ということで、国のほうも、いわゆる人口

減少に対しまして、恐らく今後、老朽化も含め

て、なかなか予算的にも難しいところがあると

いうことと、水道基盤自体も強化しないといけ

ないということで、市町村域を超えた連携とい

うことを国が示しております。そういったこと

に対しまして、各市町村と、いわゆる市町村間

も含めて全体会議を年１回やっておりまして、

その中でもそういったことを検討しているとこ

ろでございます。

衛生管理課はよろしいでしょう○右松委員長
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か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、暫時休憩しまして、○右松委員長

１時に再開いたします。

午前11時59分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

午前中に説明しました常○樋口衛生管理課長

任委員会資料33ページの新規事業、動物愛護セ

ンター犬猫譲渡等推進事業について、有岡委員

から宮崎市も予算化しているかとの質問があり

ましたけれど、宮崎市は獣医の職員数が県より

も多く、臨床経験やしつけの経験が豊富で、既

に自前でやっているということで、今回の事業

、 。 、に関しては 県単独の事業ということで ただ

今後とも、宮崎市と連携を図っていって、譲渡

推進につなげていきたいと考えております。

それでは、皆さんのほうから、○右松委員長

質疑があればお願いします。

、○丸山委員 委員会資料の10ページなんですが

まず、お礼を申し上げたいところなんですけれ

ども、西諸のためにつくっていただいた事業、

本当にありがとうございます。これでどうにか

お産ができる場所ができました。ありがとうご

ざいました。

しかしながら、まだ100％というわけではなく

て、まだ足りない状況、切迫する状態が続くと

思っています。医療薬務課のほうでも産科医を

ふやす事業もつくってもらっているんですが、

この産科医の方が病気になられたりとか、不測

の事態もあるものですから、できるだけ支援を

していただきたいと思っているので。これは宮

崎大学の協力とか、ほかの大学の協力がないと

難しいと思っているんですが、県としての支援

のあり方を改めてお伺いできればなと思ってお

りますが。

今回、小林市立病院のほ○矢野健康増進課長

うを再開されるということで、このような予算

をお願いしているところでございますが、宮崎

大学のほうに、知事から要望した後に、すぐに

西諸地域への支援を大学のほうにもお願いした

ところでございますし、先生の人数は、そんな

たくさん来るわけはないと思いますので、引き

続き、そういった支援ができるように、機会が

あるごとに大学のほうにはお願いしていきたい

と思います。また、２次医療機関である都城医

療センターのほうも、ネットワークでつなぐと

いう事業を組ませていただいておりますが しっ、

かりと支援を行っていただけるようにお願いし

たいと思っております。

ぜひお願いしたいと思っておりま○丸山委員

すので。これができることで、地方創生といい

ますか、人口減少対策の大きな柱になっていく

と思っております。改めてお礼申し上げて、こ

の質疑を終わります。

歳出予算説明資料の169ページなんですが、老

人保健事業費にがん医療の１億円の事業がある

んですが、これ、補正予算では１億7,000万円の

減額になっていましたが、今回、本当にこの事

業ができるのか。どういったことを考えている

のか、補正予算で大きく減額になった理由を含

めて、もう少し具体的に説明していただくとあ

りがたいかなと思っております。

今、御指摘いただきまし○矢野健康増進課長

た、がん医療均てん化推進事業についてでござ

いますが、当初は７医療圏のうち、国の指定を

とれていない医療圏にそれぞれこのがん診療連

携拠点病院を整備する これは26年に、原則─

２次医療圏に一つ、そういった指定をするよう
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に厚労省から通達がありました。そちらに基づ

いて、こういった事業を予算化して、各２次医

療圏に一つ拠点病院を整備するように進めてき

たところでございますが、なかなかこの拠点病

院の要件を満たせるような病院がなくて、この

申請がなかなかない状況が続いておりました。

もう一つ、今回医療計画の見直しがございま

したが、その中で、がん医療圏については７つ

の医療圏を４つに統合した形で県南、県西、県

北、県央と４つの医療圏でがん医療圏を整備し

ていくということについては、これまでの計画

もそうでしたし、その計画についての見直しと

いうのがございましたが、その中で、医療審議

会などの審議会の中では、がん医療について集

約化すべきじゃないかと。宮崎には医師がたく

さんいるわけじゃないから集約化して進めるべ

きではないかという意見もありました。一方、

均てん化ですね、全ての患者さんを集中させて

しまうと、患者さんはすごく待たないといけな

いんじゃないかというような意見もございまし

た。その集約化と均てん化の２つの意見がそれ

ぞれございまして、宮崎県においてどのように

進めていくかということについて、今年度、い

ろんな御意見が出たところでございます。

現実的に、この２年間、この事業を進めてき

た上でなかなか執行できなかったと。そういっ

た、国の要件を満たすような病院がなかったと

いうこともございますし、また、今年度は、県

北の県立延岡病院のほうに予算を執行すること

ができたんですが、まずは、実施可能と想定さ

れるところから予算化していくということで、

減額補正をさせていただきましたが、30年度に

ついては２病院を想定して予算を組ませていた

だいているという状況でございます。

また、拠点病院の整備については、それぞれ

の年度でどのように整備していくかということ

、 、について きちんと有識者の意見を聞きながら

整備を進めていきたいと考えております。

今言われた、集約化と均てん化と○丸山委員

いうことで、非常に難しい調整も必要だと思っ

ておりますが、国の要件のハードルがなかなか

高いというイメージなのか、それとも均てん化

の拠点化がなかなか意見調整が進まないからで

きないのか、どちらが大きいのかということを

もう少し説明していただくとありがたいと思っ

ております。

一つは、国の要件が厳し○矢野健康増進課長

いというのがございます。今、県の中で国の指

定をとれているところは、宮崎大学医学部附属

病院と県立宮崎病院と国立病院機構都城医療セ

ンターの３つだけになります。

ほかの県北の県立延岡病院とか、県立日南病

院とかは、県の指定という形でさせていただい

ているんですが、国の指定はとれていない状況

ということになります。それは、やはり国の指

定要件が厳しいというのが現状としてございま

す。

具体的には、緩和ケアがずっとできるような

医師、そういった人員体制のところであります

とか、あるいは手術の件数とか、そういったと

ころの要件で厳しいものがございます。

実を言いますと、今、拠点病院の指定の基準

の見直しがございまして、来年度、また新しい

基準になるということになっていまして、医療

安全のところは厳しくなったりというような方

向性も出ている状況でございまして、国の指定

をとるハードルが高いというのが現実としてあ

るのかなと思います。

国の指定をとれれば、点数が高く○丸山委員

なるとかということになるのか、ここもちょっ
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と説明いただければと思うんですが。

国の指定となった場合、○矢野健康増進課長

一定の補助金が出るということになりますが、

今も県の指定という形でさせていただいて、そ

れに相当するような補助金を、地域の中心とな

る病院ということで、県立延岡病院と県立日南

病院ほうには、一定の支援はさせていただいて

いるところでございます。

診療報酬につきましても、地域クリティカル

パスのような基幹病院と地域の病院との連携に

関する診療報酬については、都道府県の指定病

院でもできることになっておりますので、一応

できるということはございます。

ただ、できる限り国の指定をとるのが望まし

いというのが、一応、厚労省の通達にあります

ので、そういったことができるように、医療機

器の整備などができるようにということで、こ

ういった均てん化事業で、ハード面の整備を補

助するような事業をお願いしているところでご

ざいます。

この１億円の事業で２病院の機器○丸山委員

整備に充ててほしいと、簡単に言うとそういう

ことになるわけですか。

はい。機器の整備などで○矢野健康増進課長

１病院当たり、最大で5,000万円、ハード面で支

援できるような形で予算化しております。それ

は 医療介護総合確保基金の区分１の基金を使っ、

て行う事業ということになります。

ぜひ、なかなかハードルも厳しい○丸山委員

ような気がしますが、確かに、今後、がんの緩

和ケアとか、多分いろんなものが必要だろうと

思っていますので、この均てん化も含め、しっ

かり推進できるように。どの地域でも、ある程

度の医療体制ができるように、がんに対しても

お願いしたいと思っております。

資料３の第２期の歯科保健推進計○有岡委員

画の中からお尋ねしたいと思いますが、通院困

難な方の在宅歯科保健医療の推進を図るという

ことで新しい項目が出ております。この中で、

例えば、歯科医師の障がい児（者）協力の歯科

医師の人数をふやすということで、57から70人

という計画が上がっていますが、この地域のバ

ランスというのはどのようになっているのか、

まずお尋ねしたいと思います。

第２期宮崎県歯科保健推○矢野健康増進課長

進計画案の冊子のほうをお願いいたします。

61ページの図の53、右下のところに、県内の

障がい児（者）協力歯科医師数の地域の分布が

記載されておりますので、こちらを御参照いた

だきたいと思います。

57を70にするということですが○有岡委員

宮崎市管内はかなりセンターの活動の中で─

充実しているという話は聞いているんですね。

その中で、70に持っていくことによって、どう

いった地域がふえていくのかなというのがお尋

ねの一つですが。

医師数については、具体○矢野健康増進課長

的な地域の偏りというところについてはあれな

んですが、今、在宅歯科医療の推進のために、

在宅歯科医療に使うための機器の補助の事業を

やっております。そちらで、こういった障がい

児（者）などの治療ができる歯科医師をふやし

ていくというような事業をやっておりまして、

そちらについては、県医師会のほうにたくさん

申請が上がってくるんですが、そこは地域偏在

が起きないよう予算を執行できるように歯科医

師会のほうに調整をお願いして、できる限り均

等に、そういった医療機関ができるようにとい

。うことで事業を進めているところでございます

わかりました。そういった中で、○有岡委員
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先生方に協力していただけるという体制ができ

たときに やはりコーディネートというんでしょ、

うか、調整役が大切だということで 私の理─

解ですが、県の口腔保健支援センターを設置し

ているのは、そういう趣旨かなと思っているん

ですね。そういった意味で、この新しい３つの

、事業にどのようにかかわっていらっしゃるのか

特に、口腔保健支援センターの設置の課題とい

うんでしょうか、具体的な取り組みというのを

、 。紹介していただければ ありがたいと思います

今、口腔保健支援センタ○矢野健康増進課長

ーについては、健康増進課の中にセンターが設

置されておりまして、歯科医師と保健師１名、

歯科衛生士１名を配置し そういった体制でやっ、

ているところでございます。

その業務としましては、まず、歯科口腔保健

に関する普及啓発というのが一つございます。

あと、フッ化物洗口など市町村の歯科保健事業

の支援をやっております。

そのほか、庁内や保健所からの要請に応じま

して、専門的・技術的な支援というのを行って

いるところでございます。

あと、高齢者の歯科保健に関連しましては、

施設からの要請に応じて、口腔ケアの推進とい

。うような事業を今行っている状況でございます

こういう支援センターに期待する○有岡委員

声が大きいもんですから、ぜひ、障がい児や高

齢者のケアという分野をしっかりやっていただ

ければ、ありがたいと思っています。

いや、そう大したこともないのか○井本委員

なと思うんだけれど、我々が県のセンターに健

診に行っても、歯の健診というのはないでしょ

う。

我々は痛くなってから初めて歯医者に行くけ

れど、実際、調べると虫歯になっているとか、

歯槽膿漏とか、恐らくあるんだろうと思うんで

すよね。それが、前もってもっとわかったらい

いなという、ただ、歯医者まで行って調べてく

れとはなかなか言いにくいんだよね。あんなと

ころでちょっと見てもらうと随分違うなと思う

んだけれども、あんまり重要じゃないというこ

とで外したんだろうかね。

歯科健診について、そう○矢野健康増進課長

いった集団健診というのは、なかなか普及して

いないところがあります。それはなぜかという

と必須ではないから市町村の保健事業としても

必須ではないし、医療保険者がやる歯科健診は

ありますが、すごく先進的に、健康づくりに積

極的なところは、そういった歯科健診も取り入

れているところがあります。

実を言うと、県職員も集団の歯科健診という

のが最近始まりまして、そういった取り組みが

だんだん進みつつあるんですが、まだまだ少な

いのが現状かと思います。

健診を受ける場合は、やはりかかりつけ歯科

医という形で、個別の医療機関にかかっていた

だくというふうにしてふやすのが現状かなとい

うところもございますので、集団のほうも個別

で行っていただくのも両輪で取り組んでいきた

いと思っております。

それでは、次に、その他報告事○右松委員長

項についての説明を求めます。

私のほうからは、第５○日髙障がい福祉課長

期宮崎県障がい福祉計画（第１期宮崎県障がい

児福祉計画）の策定について御説明申し上げま

す。

常任委員会資料の65ページをお願いいたしま

す。

まず、１の計画策定の理由でありますが、宮

崎県障がい福祉計画は、障害者総合支援法の基
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準に基づき定めているもので、現行の計画期間

が今年度で満了することから、平成30年度から

の新たな計画を策定するものであります。

また、児童福祉法の改正で、障がい児福祉計

画の策定が義務づけられたことにより、本計画

は第１期障がい児福祉計画を一体として策定す

るものでございます。

２の計画期間でありますが 平成30年度から32、

年度までの３年間としております。

３の計画骨子でありますが （１）の基本理念、

につきましては、障害者総合支援法の基本理念

でもあります 「日常生活・社会生活の支援が、、

共生社会を実現するため、社会参加の機会の確

保及び地域社会における共生、社会的障壁の除

去に資するよう、総合的かつ計画的に行われる

こと」としております。

（２）の基本方針につきましては、国の基本

方針を踏まえまして、障がいのある方々が自立

した日常生活または社会生活を営むために必要

なサービスが、地域において計画的に提供され

ることを目的として策定するものであります。

（３）の基本目標につきましては、本計画を

平成26年３月に策定いたしました、宮崎県障が

い者計画における障がい福祉サービスの整備等

、に係る実施計画として位置づけておりますので

同じ基本目標といたしまして 「障がいのあるな、

しによって分け隔てられることなく、地域でと

もに生きる社会づくり」としております。

（４）の計画の構成でありますが、上から順

に、計画の基本理念等、計画期間の最終年度で

ある平成32年度の数値目標の設定、指定障がい

福祉サービス等の必要見込み量やそれを確保す

るための方策、指定障がい福祉サービス等の従

、事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置

障がい者の安全・安心の確保や生活の質の向上

に資する取り組み、県地域生活支援事業の実施

に関する事項、県障がい福祉計画の達成状況の

点検及び評価としております。

４の本計画の特徴でありますが、本計画は、

障がい福祉サービス等が地域で計画的に提供さ

れることを目的として、施策の方向性や目標値

を定めたものであり、現行計画からの主な変更

点は以下にお示しする３点でございます。

１点目は、法改正により、障害児福祉計画の

策定が義務づけられましたことから、本計画を

、障がい児福祉計画と一体的な計画として策定し

障がい児支援の提供体制の整備等に関する数値

目標を新たに追加しました。

２点目は、法改正により創設された新たなサ

ービスである就労定着支援、自立生活援助、居

宅訪問型児童発達支援の必要見込み量を設定い

たしました。

３点目が、法改正により設けられました共生

型サービスへの対応促進に向けた取り組みや、

障がい福祉サービス事業所等の情報公表制度の

取り組みを追加しているところでございます。

続きまして、Ａ３版の資料の中での資料６に

計画の概要を載せておりますのでごらんいただ

けますでしょうか。

１の計画の基本理念等につきましては、先ほ

ど説明したとおりでございます。

２の平成32年度の数値目標の設定であります

が （１）の福祉施設の入所者の地域生活への移、

行につきましては、入所者数を平成28年度末

の1,652人から1,618人とするため、入所者の削

減見込み者数を34人に設定するとともに、グル

ープホーム等への地域移行者数を100人に設定し

ております。

（２）の精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムの構築につきましては、入院後３カ
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月時点の退院率を69％、６カ月時点を84％、１

年時点を90％等としております。

（３）の福祉施設から一般就労への移行等で

ありますが、年間一般就労者数を213人、就労移

行支援事業の利用者数を477人、就労移行率３割

以上の就労移行支援事業所の割合を50％として

おります。

また、本年４月から新たに開始されるサービ

スである就労定着支援事業による支援を開始し

た時点から、１年後の職場定着率につきまして

は、80％としたところでございます。

１つ右の欄に移りまして （４）地域生活支援、

拠点等の整備でありますが、この目標は、障が

、 、 、い者の地域生活を支援する機能 例えば 相談

体験の機会、それから緊急時の受け入れなどの

機能を持つ拠点、あるいは、そういった機能を

複数の機関が分担して、ネットワーク化による

面的な体制を整備していくというものでありま

す。

この数値目標につきましては、７つある障が

い保健福祉圏域ごとに１カ所以上整備すること

、 。を基本としまして ７カ所以上としております

（５）の障がい児支援の提供体制の整備等で

ありますが、児童発達支援センターの数は、各

圏域に少なくとも１カ所以上を整備することを

基本とし13カ所以上、保育所等訪問支援事業所

の数は、一部広域的な利用も含め、全ての市町

村で利用できる体制を構築することを基本とし

て23カ所以上としております。

また、主に重症心身障がい児を支援する児童

発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の数及び医療的ケア児支援のための協議の場

の設置につきましては、各圏域に１カ所以上整

備することを基本に設定しております。

次に、３の指定障害福祉サービス等の必要見

込み量につきましては、サービスごとに必要見

込み量を記載しておりますが、３の枠内、１つ

右の欄になりますが、一番最後の米印に記載の

とおり、各市町村が計画した数値を積み上げて

設定しているところでございます。

全体的な感触で言いますと、施設等から地域

生活への移行を図る観点がございまして、施設

入所に係る数値は現計画よりも低い数値を設定

しているところですが、それ以外につきまして

は、基本的にはサービス量をふやす方向で設定

したところでございます。

次に、４の従事者の確保及び資質の向上を図

るために講ずる措置としまして、サービス提供

に係る人材の研修、事業者に対する第三者評価

の促進、虐待防止を図るための関係機関の連携

や意識の啓発等を掲げております。

右の段に移っていただき、５、安全・安心の

確保及び生活の質の向上に資する取り組みとし

まして （３）障がい者等の芸術文化活動による、

社会参加の促進 （４）障がいを理由とする差別、

の解消の促進 （５）施設等における防犯・防災、

対策の強化・充実などを掲げているところでご

ざいます。

６の県地域生活支援事業の実施に関する事項

につきましては、発達障害者支援センター運営

事業など、専門性が高い相談支援事業、手話通

訳者・要約筆記者養成研修事業などの専門性の

高い意思疎通支援を行う養成研修事業、県自立

支援協議会などの広域的な支援事業について、

それぞれ目標値を設定しているところでありま

す。

最後に、７の県障がい福祉計画の達成状況の

点検及び評価でありますが、中間評価を行った

、 、上で 県障害者施策推進協議会へ報告するなど

進捗状況の点検評価をしっかりと行うこととし
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ております。

なお、計画案につきましては、資料10として

お配りしておりますので、後ほどごらんくださ

い。

説明は以上でございます。

続きまして、健康増進課○矢野健康増進課長

から２つの計画を御説明させていただきます。

まず、健康みやざき行動計画21（第２次）見

。直し計画の策定につきまして御説明いたします

。常任委員会資料の66ページをごらんください

１、見直しの理由でありますが、この計画は

健康増進法に基づき、平成25年度に定めており

ます。現行計画策定時からおおむね５年後に中

間評価を行うこととしておりますことから、今

年度、中間評価を行い、平成30年度以降の計画

の見直しを行うものであります。

２の計画期間は、現行は平成25年度から34年

度までの10年間の計画としておりますが、医療

計画など、医療・保健分野のその他の主要な計

画との見直し時期を整合させるため、１年延長

しまして、平成35年度を終期とする変更を行う

こととしております。

３の計画の骨子でありますが、基本方針は、

小児期からの望ましい生活習慣の定着、個人の

健康や生活の質の向上を社会全体で支える環境

の整備などの推進を図ることを目的としており

ます。

具体的な内容につきましては、別添のＡ３の

資料７をお願いいたします。

別添Ａ３資料７、見直し計画の案の概要をご

らんください。

資料の左側の第１章、基本方針の４、生活習

慣病対策の方向性につきましては、上から３つ

、目の丸に記載させていただいておりますとおり

住民の約７割を占めるとされている健康への関

心の低い人、いわゆる健康無関心層や生活習慣

病の予備群でありながら自覚していない人に対

して、自然と望ましいことができるような環境

の整備に取り組みます。

５の全体目標として、健康寿命の延伸と健康

格差の縮小を目指しております。

第２章の分野別目標をごらんください。

10の分野で課題や施策の方向、具体的な目標

値を定めております。他の計画と重複するもの

を除きまして、主なものを御説明します。

まず、１の栄養・食生活につきまして、野菜

摂取量の増加に向けまして、ベジ活事業に取り

組んだところ、摂取量は一定の増加が認められ

たところであります。

一方で、一日の平均食塩摂取量については、

男女とも悪化が認められたため、今回の計画で

は、新たに施策の方向として、生産から消費ま

、で食にかかわるさまざまな業種と連携しまして

食環境の整備を行うとともに、食塩摂取量を減

らす取り組みを推進することを追加しておりま

す。

２の身体活動・運動につきましては、一日平

均歩数の増加に向けまして、事業所への出前教

室などを実施しておりますが 特に 20歳から64、 、

歳の若い世代での歩数の減少が見られます。施

策の方向としましては、日常生活の中で小まめ

に体を動かすことや健康づくりのための運動習

慣の定着を図るとともに、適切な運動指導を行

える専門家の育成と活用を図ってまいります。

４のたばこについてでございます。受動喫煙

の防止を推進するため、テレビＣＭやポスター

作成などによる啓発、禁煙施設認定などに取り

組んだ結果、事業所での禁煙実施率は増加をし

ております。

施策の方向としましては、今後、国の健康増
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進法の改正の動向を注視しながら、妊産婦の喫

煙防止や受動喫煙防止などに向け、教育機関、

医療機関などと連携しながら、県民への啓発に

取り組んでまいります。

７の糖尿病につきましては、食生活や運動を

中心とした生活習慣の改善のための啓発活動や

健診実施率の向上に向けて取り組んだものの、

目標には達していない状況がございます。

宮崎県健康づくり推進協議会において 「国は、

、糖尿病性腎症重症化予防に力を入れているので

糖尿病性腎症重症化予防に関する視点を盛り込

んでほしい」という御意見をいただいたところ

でございます。

このため、施策の方向としまして、昨年８月

に県や医師会など５者で策定しました 「宮崎糖、

尿病発症予防・糖尿病性腎症重症化予防指針 第（

１期 」に基づきまして、市町村や医療保険者と）

連携した取り組みを推進することを追記してお

ります。

最後の項目、10の小児期の栄養・食生活につ

きまして、望ましい食習慣の定着を目指して、

親と子の野菜料理体験教室などに取り組みまし

たが、野菜が足りていない子供の割合は、依然

７割を超えている状況です。

施策の方向としましては、望ましい食習慣の

定着のため、ひとりで食事をする子供の減少や

、 、適正体重の維持など 家庭や学校等の関係機関

地域が連携して食育について正しい知識の普及

を図り、社会全体で取り組む環境づくりを推進

していきたいと考えております。

食育については、農政水産部や教育庁と今後

も連携した取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

ここで、この計画の全体目標ともしておりま

す健康寿命の延伸に関しまして、御報告をさせ

ていただきます。

厚生労働省が先週３月９日に開催いたしまし

た、健康日本21推進専門委員会における資料と

して、平成28年の全国・都道府県の男女別の健

康寿命が公表されております。

その内容によりますと、本県の健康寿命は前

回の調査、平成25年と比較しますと、男性につ

いては71.75歳から72.05歳と0.3歳伸びておりま

すが、女性は75.37歳から74.93歳と、マイナ

ス0.43歳となっており、女性は短くなっておる

という結果になっております。

都道府県別の全国順位につきまして、男性は

健康寿命が８位でございましたが23位、女性は

４位でございましたが25位という形で、どちら

も順位を下げる結果となっております。

これに伴いまして、お手元の資料11に計画の

案がございます。資料11をお願いいたします。

資料11の１ページの丸の３つ目 「本県の健康、

寿命は男女とも全国平均を上回っており といっ」

た記載がございますが、こちらに加えまして、

あと４ページ目、健康寿命に関する記載を最新

のデータを踏まえたものに改めて、策定するこ

とといたします。

なお、国からは５月に厚生労働科学研究班の

報告として、この健康寿命に関する詳細につい

て示されると聞いておりますので、その内容を

私どももしっかりと分析し、課題に取り組んで

いきたいと考えております。

続きまして、第３期宮崎県がん対策推進計画

の策定について御説明いたします。

常任委員会資料にお戻りいただきまして67ペ

ージをごらんください。

１の計画策定の理由でありますが、この計画

はがん対策基本法に基づき定めているもので、

平成25年度からスタートした現行計画の期間が
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今年度で満了することから、平成30年度からの

第３期計画を策定するものでございます。

２の計画の期間でありますが、他の計画と整

合を図る観点から、平成35年度までの６年間と

することとしております。

３の計画の骨子としましては、基本方針を定

、 。め 分野別の施策等を記載しておるところです

４の計画の特徴をごらんください。

現行計画からの主な変更点でありますが、１

点目は、国の計画と同様に予防施策に重点を置

くため、全体目標にがんの予防を新設したとこ

ろでございます。

２点目は、がんに関する正しい情報の普及の

ため、がん相談支援センター及び情報提供に関

する項目を新設しました。

続きまして、計画案の概要につきまして、別

添のＡ３資料８をお願いいたします。

真ん中の列の第３章、全体目標をごらんくだ

さい。

「がん患者を含めた県民が、がんを知り、が

んの克服を目指す」をスローガンに、①科学的

、 、根拠に基づくがん予防 がん検診の充実のほか

３つの全体目標を定め、それを達成するための

分野別施策と個別目標を第４章に記載しており

ます。

第４章の主な項目を御説明いたします。

１の科学的根拠に基づくがん予防、がん検診

の充実をごらんください。

表の部分になりますが、がんの75歳未満、年

齢調整死亡率と年齢調整罹患率の改善を図り、

そのどちらもが、全国平均を下回ることを目標

としております。そのために、まずは、がんに

かかる人を減らす視点から （１）の１次予防と、

しまして、生活習慣については、科学的根拠に

基づくがんの予防方法を、感染症については、

ウイルスや細菌の感染が原因とされるがんに関

して、正しい知識と対策についての普及啓発を

行うことにより、避けられるがんを防ぐという

ことを目標としております。

また （２）の２次予防としまして、科学的根、

拠に基づくがん検診を正しく実施することを推

進するとともに、受診率の向上を図ることによ

り、がんにかかっても早期発見・早期治療がで

き、それにより死亡者を減らすことを目標とし

ております。

次に、第４章の真ん中の列、２の患者本位の

がん医療の実現をごらんください。

（１）のがん医療の提供体制 （２）のチーム、

医療の推進としまして、本県では、先ほど御説

明しましたとおり、４つのがん医療圏を設置し

ております。

がん診療連携拠点病院等が中心となり、がん

診療を担う医療機関が相互に連携・役割分担を

して、がん医療の提供体制を整備しております

が、今後とも標準的な治療や緩和ケア、がん相

談支援センターの設置など、均てん化が必要な

取り組みに関しては、拠点病院等を中心とした

体制の維持・整備を進めてまいります。

次に、下の３、尊厳を持って安心して暮らせ

る社会の構築につきましては、１のがんと診断

されたときからの緩和ケアの推進としまして、

、審議会でも意見が出されたところでありますが

医療従事者はもとより、患者側の理解不足で緩

和ケアが受けられないといった事態が生じない

よう、普及啓発に努めてまいります。

（２）の相談支援、情報提供についてです。

インターネット上を初めとしまして、がんに

関する情報が氾濫しておりますが、科学的には

必ずしも正しいとは言えない情報も含まれてお

りますことから、県民が正しい情報を入手し、
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、適切な相談等の支援を受けることができるよう

拠点病院等が設置するがん相談支援センター等

について、一層の周知に努めます。

（ ） 、右端の列の ３ 社会連携に基づくがん対策

がん患者の支援につきましては、がん患者がそ

の療養する場所にかかわらず、質の高いがん医

療を受けることができるよう、地域の医療関係

者や患者本人が診療内容、治療経過の情報を共

有し、関係者の連携を進めることができる地域

。連携クリティカルパスの活用を推進いたします

（４）のがん患者の就労を含めた社会的な問

題につきまして、がんの５年生存率のデータは

改善が進んでおりますが、がんは長くつき合う

病気になりつつありますので、働くことを希望

するがん患者が治療と仕事を両立できるよう関

係機関と連携し、支援する体制の構築を推進し

ます。

第３期宮崎県がん対策推進計画案の説明は以

上でありますが、お手元にこの計画案を資料12

としてお配りしておりますので、御参照いただ

ければと思います。

健康増進課からの説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○右松委員長

。その他報告事項について質疑をお願いします

がん医療で４つの医療圏にしてい○井本委員

るというんですけれど、私も、大腸がんの手術

をして、あのときの経験からすると、がんは心

臓とか脳とかみたいに別にそう急ぐもんじゃな

いから、はっきり言って、ちょっとぐらい遠く

ても、交通機関を使って行ってもいいわという

感じですから。私は、がん研有明病院に手術室

が何十か並んでいて、毎日のように、40、50の

手術をしているという話を聞くと、これはもう

エビデンスが違うんだと。

そして、医学生たちもぞろぞろ勉強に来てい

ましたけれど、あんなのを見ていると、やっぱ

り地方で細々とやっていて、果たして本当に技

術やら何やらが発達するのかなと思いました。

確かに拠点が４つあったら一番いいんだけれ

ども、しかし、これは全部が全部、高度なとい

うわけにはいかないだろうからね。むしろ、佐

賀県なんかは一つに特化してやっているんで

しょ。ああいうふうな、あそこに行けばがんは

大丈夫というようなものにしたほうがいいん

じゃないかなと。確かに、そばにあれば一番い

いことはいいんだけれども、力を分散してどう

なのかなと、自分の経験からそう思ったんだけ

れど、その辺はどうですか。

まさに、今、井本委員が○矢野健康増進課長

おっしゃられたようなことが、医療審議会でも

意見があったところでございます。

ただ、それぞれの病院でがんの種類ごとに得

。 、意分野があったりしますので 全ての診療科を

１カ所に集中させるというのもなかなか現実的

ではないと思われますし、やはり、身近なとこ

ろで受けたいと思われる方も恐らくいらっしゃ

るかとは思いますので、４つの拠点病院で進め

ていくということが、関係者で妥当だというこ

とでいただいております。

ただ、当然、高度な医療については、必ずし

、も４つの拠点に捉われずに大学を紹介するとか

あるいは他県を紹介するといったこともきちん

と行っていただけるように、またお伝えはした

いと思います。

井○日高福祉保健部次長（保健・医療担当）

本委員の御経験は大変大事なこととして私ども

も受けとめる必要はあろうかと思いますけれど

も、やはり県としましては、５大がん、いわゆ

る日本人に多いがんですね、肺がん、胃がん、

大腸がん、乳がん、子宮がん、これらにつきま
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しては、県内において適切に医療を行うという

ことを目指すべきであろうと考えております。

ただ、その一方で、御質問にもありましたと

おり、全ての医療機関がその５大がんに対応で

きるということは、なかなか厳しいという状況

もありますので、今、健康増進課長も申しまし

たとおり、各医療機関がそれぞれの得意分野で

専門性を発揮していただくような支援を県とし

ては進めていく、そういう中で、４つの医療圏

にある程度集約化は図っていく必要があろうか

と思っております。

先ほど都市部の大きな医療機関で、多くのが

んの手術が行われているということでございま

すけれども、本県においても、当然、がん患者

さんはいらっしゃいますし、先ほど言った、５

大がんに関して言えば、一人のドクターが経験

できる数という点で考えれば、都市部の医療機

関がすぐれているかというと、必ずしもそうで

ないと私は考えております。

県内において、がんの手術が必要な方々はそ

、 、れぞれいらっしゃいますし その方々に対して

それぞれの外科の先生方が一生懸命取り組まれ

ていらっしゃるわけですから、そのスキルが一

概に数が多いからいいとは必ずしも言えない、

その一人の先生がどれだけの経験を積めるかと

いうところが大事であろうと考えております。

今回、この４月から新しくなります、新専門

医制度におきましても、外科の専門医の認定の

ためには、一定の症例数をちゃんと診るという

ことが専門医の資格認定のための条件にもされ

ておりますので、そういった意味では、一人の

先生が何例の症例がこなせるかという点では、

本県内の大きな医療機関において手術に取り組

んでおられる先生方は それなりのスキルは持っ、

ていらっしゃると私は考えております。

そうあってほしいなという、こん○井本委員

な話で時間とって申しわけないんだけれど、大

腸がんは直腸のところにみんなできますよね。

そして、私の隣にいた人は新潟から来ていまし

たけれども、肛門から１センチのところにでき

ていると。ところが、これは普通だったらもう

人工肛門にしないとしょうがないと、実際、向

こうの病院ではそう言われたわけです。

ところが、そこのがん研有明では、人工肛門

にせずに済んだ。こんなことでありました。だ

から、田舎におったら、人工肛門だった。天地

の差ですよ、人工肛門か自分の自然の肛門かと

いうのは。だから、本当、私はあのときにやっ

ぱり随分差があるなというのを実感したんです

よ。

確かに、一人の症例は限界があるかもしれな

いけど、ほかの人たちがやったやつの症例を参

考にできるというところがたくさんあるという

ことは、勉強できるわけですから、やっぱり

ちょっと違うんじゃないのかなという気がする

んだけれど。私が一人でこっちのほうがいいん

じゃないかというわけにいもかないけれど、そ

ういう考えもあるということで、ここはおさめ

ましょう。

Ａ３の資料７の４番のたばこの部○日髙委員

分なんですけれども。禁煙のパーセンテージ

が62.1％に上がっていますけれども、分煙のパ

ーセンテージが下がっているというのは、どう

いうことなんでしょうか。

全面禁煙にした場合は禁○矢野健康増進課長

煙のほうでカウントされるということで。施設

内の禁煙の考え方としまして、建物の中を全て

吸えない状態にするのが、屋内禁煙という考え

方でございまして、屋内に喫煙専用室とかをつ

くる場合は分煙という考え方になります。受動
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喫煙防止の観点からすると、屋内禁煙のほうが

、 、望ましいことになりまして 上の禁煙のほうが

受動喫煙防止の観点から望ましい数値になりま

す。分煙よりも禁煙の施設が伸びているという

ような形になっているのかなと思います。

じゃあ、目標値はゼロ％がいいと○日髙委員

いうことになりますかね。

、○矢野健康増進課長 今のこの計画においては

全ての事業所の目標を禁煙または分煙100％とい

う形にしておりますが、この点については、健

康増進法の改正が今、国会で閣議決定されたと

いう状況でございますが、類型によって屋内禁

煙じゃないとだめというような、厳しくするよ

うな感じの法改正がされるかと思います。

また、そういった法律の改正などがありまし

たら、実態に合わせて、この施設に関する受動

喫煙防止の施策を進めていきたいと考えており

ます。

、○日髙委員 電子たばこが大分ふえてきたんで

分煙が必要ないからふえたのかなと思って。そ

れは全く関係ないですか。

電子たばこについては、○矢野健康増進課長

まだその規制の考え方が国でも定まっておりま

せんし、県でもなかなかこの有害性についてま

だはっきりしていない面もあると。加熱式たば

こと言われる、たばこの葉っぱを燃やさないで

加熱する形のたばこについては、今回、厚労省

が出した健康増進法の中の規制に含めていくと

いう考え方が示されておりますので、そちらの

ほうは、計画にもちょっと中期で盛り込ませて

いただいてます。そういった法律の施行に合わ

せて きちんと対策に取り組んでいきたいと思っ、

ておりますが、電子たばこについては、まだ科

学的評価も定まっていないところがございまし

て、今後、考えていく必要があるかというふう

に思います。

電子たばこは、においがしないの○日髙委員

、で健康じゃないかという話があるんですけれど

最近になってホルムアルデヒドが10倍以上ある

とか、アメリカで５つ以上の発がん性物質が見

つかったとかいう情報もありますので、そのあ

たりもぜひ考えていただきたいと思います。

健康行動計画の中身で、例えば、○丸山委員

ぱっと見たときに、歯科のほうは結構、市町村

の細かいデータが分かれて出てきていたりして

いますが、この健康のほうは県全般的にしかデ

ータがないんですが。この前の一般質問では、

大分県とコラボしながら健康日本一を目指して

いくんだと 今ＰＲをやっているということだっ、

たんですけれど 市町村の取り組みによってやっ、

ぱり濃淡があるんじゃないかと思っているもの

ですから。市町村にもう少し光を当てたデータ

があって、競い合わせていくことによって、国

民健康保険の医療費、保険料が下がるとか、い

ろいろな介護保険の伸びが抑制されるとか、い

ろいろなものにつながっていくような気がする

ものですから。そういう、市町村のデータの整

理というのが必要ではないのかなと思ったんで

すけれど、難しいのかもしれませんが、そうい

うことはやっていらっしゃるんでしょうか。

実を言いますと、この冊○矢野健康増進課長

子とは別に、さらに詳しく集計したものを今作

成しようとしております。ただ、サンプル数の

関係もありまして、市町村ごとではなくて、２

次医療圏ごとに。例えば、食塩の摂取量であり

ますとか、野菜の摂取量でありますとか、そう

いったいろんな指標について、県民栄養調査を

昨年度やっておりますので、その結果を ２次医※

療圏ごとに集計して、データを作成しておりま

※106ページに訂正発言あり
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すので、この計画と合わせて市町村のほうに情

報提供をしていきたいと思っております。

また、健康づくり協会に委託しておりますホ

ームページでは、市町村ごとの健康寿命、介護

。保険の給付のデータを活用したものになります

そういった市町村ごとのデータというものも作

成しておりまして、それを毎年、市町村のほう

には情報提供をしている状況ではございます。

恐らく福祉保健部の行政というの○丸山委員

は、市町村にしっかり動いていただかないと厳

、 、しい感じが非常にするもんですから ぜひこれ

元副市長もしていた次長のほうにもお伺いした

いのですが。この福祉行政というのは、市町村

がどう取り組むかによって非常に大きな差が出

てくるんじゃないかなと思っているものですか

。 、ら 総括に近い形になるかもしれませんけれど

副市長をした経験として、市町村の本気度とい

いますか、先ほど健康増進課のほうから、デー

タは出すけれども、それを首長さんがとってど

うやるかによって、今後の、2025年度に向けて

も含めて、かなり大きく変わってくるんじゃな

いかと思っております。その辺の考え方を、経

験として。

久しぶりに○椎福祉保健部次長（福祉担当）

発言の機会をいただきましたけれども、私、え

びの市に８年前に行きまして、２年間ほど福祉

から土木関係も含めていろんな経験をさせてい

ただきました。

県との関係で言いますと、確かに、県のほう

から逐一、さまざまなデータをいただいて、各

市町村と比較することによって、その市の立場

といいますか、状況というのは把握できます。

そういう意味では、今回８本計画を出しており

ますけれども、その中で、当然、市町村が全て

絡んでくるわけですけれども、そういうデータ

を逐一、市町村に届けていただければ、首長と

してはそれを踏まえて、市の発展をより図るた

めに各種の施策を展開できると思っています。

、 、 、 、ただ 問題は 御存じのとおり えびの市は

職員が300名しかいません。恐らく１人で県の１

課分を持つような担当もおります。そういう意

味では、やっぱりできることできないことがあ

ります。そこはやはり優先順位をつけて、市町

村としてはやらざるを得ないということで、そ

こを踏まえて、県と調整しながら市町村は取り

組んでいく必要があると思っております。

ぜひ、今回も計画がいっぱい出て○丸山委員

、 、いるものですから 計画倒れにならないように

しっかり市町村も行動しやすい、計画も組みや

すい、また、今度は事業者、県民がどうやって

行動するのかによって目標がかなり違ってくる

、 。と思いますので ぜひお願いしたいと思います

先ほどの健康寿命の順位が相○田口副委員長

当下がったというのが、これはちょっと聞き流

せないなと思ったものですから。

４ページに年齢が出ていますけれども、男

性71.75歳、女性75.37歳、これがさっきの８位

と４位の年齢でよかったでしょうか。じゃあ、

大きく下がったようですけれども、年齢が何歳

と何歳になったのか。結構伸びているんだけれ

ども、よその県がもっと伸びたのか、そのあた

りの要因が今の時点でわかれば教えていただき

たいです。

いま一度、最新の28年の○矢野健康増進課長

年齢を述べさせていただきます。

男性は、最新の値は72.05歳でございます。女

性は74.93歳でございます。男性は0.3歳延びて

おりますが、女性はマイナス0.44歳となってお

ります。

全国的に見ますと、男性のほうが健康寿命の
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延びが大きかったということになりますが、女

性は短くなっている都道府県も10程度あるとい

うような状況でございまして、男性のほうが延

びる傾向があったという状況でございます。

全体的には、延びる傾向の中で、本県はそれ

に見合うような延びがなかったことが順位を下

げた原因ではないかなと考えております。

この、下げた要因について、調査票のほうを

確認したんですが、年齢の区分ごとに５歳刻み

で、どれぐらい健康が原因で日常生活に支障が

あるかというような調査結果に基づいておりま

すので、その年齢区分ごとに確認しましたとこ

ろ、若い世代というよりは75歳以上の高齢の方

において、特に健康によって日常生活に支障が

あると答えた割合が全国よりも多かったと。ど

ちらかというと、75歳以上のほうがこの下がる

原因に寄与していたというようなデータとなっ

ておりました。

そちらにつきましては、今後も、ロコモ対策

が一番に考えられると思います。運動器疾患に

よって、例えば、膝が悪くなったりとか、腰を

悪くしたとか、そういった運動器の障害によっ

て、日常生活に支障を来すということが一番多

いというデータがございますので、このロコモ

対策をきちんとやっていくということが、まず

一つ対策として考えられるのではないかと思い

ます。また、高齢者の健康というのは若いとき

の生活習慣をそのまま引きずるというのもあり

ますので、若いときからきちんとした生活習慣

をとれるような環境をつくっていく、具体的に

は、健康経営の推進といった職場環境の整備で

ありますとか、そういったことを通じて対策を

していきたいと考えております。

しっかりと分析をしていただ○田口副委員長

、 、いて せっかくこういう計画をつくっていても

健康寿命が下がるようじゃあ、ちょっと話にな

りませんので。分析したものをこの計画にしっ

かりと盛り込んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

資料６で障がい福祉課にお伺いし○有岡委員

たいと思いますが、第１期宮崎県障がい児福祉

計画で、５番目に医療的ケアの協議の場を設置

するという、これは３年間の取り組みとして実

施可能だと思っているんですね。

ただ、先日、医療的ケアのシンポジウムがあ

、 、りまして そこの場で情報としてもらったのが

、 。 、宮崎県には 短期入所が３カ所あると 例えば

岐阜に行きますと22カ所あって、いろいろ入所

の条件は違ったりしていますけれども、かなり

進んでいるんだなと感じているんですが。そう

いった意味で、国の制度でやっている、医療的

ケア児のコーディネーターの研修とか こういっ、

たものを積極的にやっていったり、また看護師

の皆さん方のスキルアップをするとか、まだや

るべきことがたくさんありますし、この計画の

次の段階には、今の参加者がもっとふえていく

ような施策が必要だと思っているんですが、そ

こら辺のこの計画とあわせて今できる コーディ、

ネーター養成とか、そういった準備がしてあれ

ば、ぜひお伺いしたいと思います。

児童福祉法の改正で、○日髙障がい福祉課長

医療的ケアが必要な子供たちへの対策を、地方

自治体において行うというような法律の改正も

行われました。それに基づいて、今回のいわゆ

る障がい児福祉計画というところでの位置づけ

となってきているのかなと考えております。

今、委員おっしゃったように、医療的ケアが

必要な子供たちを預かる施設というのは、やは

り医療体制が必要で、医師の関係でありますと

か、看護師の体制でありますとか、そういうも
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のが必要で、なかなか一朝一夕にはいかない部

分がございますが、宮崎大学の小児科とかは、

周産期でネットワークをされておられます。い

わゆる医療的ケアが必要な子供たちは、いわゆ

るＮＩＣＵを経験している子供たちも多いとい

うような国のデータもありますので、そういう

ところとの連携でありますとか。あと、地域の

中で、そういう受け入れをするところへのハー

ド面の若干の補助事業でありますとか、今ある

医療施設で、専門職の研修をやったりといった

ものはやってきているところでございますが、

まずは実態をきちんと把握した上で、連携体制

というものをまずやって、特に、県北、それか

ら県西あたりできちんと受け入れるところがな

いかというところを 今までも動いているん─

ですけれども、今後とも引き続き、体制整備に

ついては努めてまいりたいと考えているところ

でございます。

協議を７カ所でやっていかれる中○有岡委員

で、そういった要望は当然出てくると思ってい

ますので、ぜひ目標としては、７つ、８つ、各

地域にそういった受け皿があるというところを

目標にして、また取り組んでいただければあり

がたいと思っております。

先ほど丸山委員から御指○矢野健康増進課長

摘いただきました点でちょっと発言を訂正させ

ていただきたいんですが 「２次医療圏ごとに集、

計している」と言ったんですが、正確には 「保、

健所管内ごと」ということで、８つの区域に応

じてデータを集計して配布したいと思っており

ます。済みません。訂正させていただきます。

。○右松委員長 計画のほうはいかがでしょうか

よろしいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○右松委員長

障がい福祉課、衛生管理課、健康増進課の審査

を終了いたします。

引き続き、こども政策課、こども家庭課の審

査を行いますので、それぞれ説明をお願いしま

す。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

こども政策課分につい○髙畑こども政策課長

て御説明いたします。

平成30年度歳出予算説明資料のこども政策課

のところ、173ページをお願いいたします。

当課の平成30年度当初予算額は、左側から２

つ目の欄にありますように、165億3,983万8,000

円をお願いしております。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。

175ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）施設職員対策費5,552

万6,000円であります。

これは、保育士等の確保に要する経費であり

ますが、このうち説明欄５の保育士修学資金貸

付等事業は、保育士の資格取得のための修学資

金や、潜在保育士の就職準備金等を貸し付ける

ものでございます。

また、次の６、改善事業、保育士等キャリア

アップ研修事業は、後ほど常任委員会資料で御

説明をいたします。

次に、一番下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費５億1,910万7,000円であります。

次の176ページをお開きください。

これは、子供が健やかに生まれ育つための環

境整備に要する経費でありますが、このうち説

明欄１の認定こども園施設整備交付金は、幼児

教育と保育を一体的に提供する認定こども園等

の施設整備に要する費用を補助するものでござ
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います。

また、５の改善事業、みやざき結婚サポート

事業は、結婚を希望する男女に出会いの機会を

提供し、お引き合わせをサポートすることで、

成婚カップルの創出を図るみやざき結婚サポー

トセンターの運営を行うものでありますけれど

も、次年度は、企業訪問やＵＩＪターン事業と

の連携などに取り組むこととしております。

２つ下の７、改善事業、未来みやざき子育て

県民運動推進事業は、後ほど常任委員会資料で

御説明いたします。

次に （事項）子育て支援対策環境づくり推進、

事業費８億9,129万円であります。

これは、子育て支援のための環境整備に要す

る経費でありますが、子育て家庭の負担を軽減

し、安心して子供を生み育てられる環境づくり

を推進するため、小学校入学前の乳幼児に対し

まして、医療費の一部を補助するものでござい

ます。

次に （事項）教育・保育給付費102億2,806、

万9,000円であります。

、 、これは 子ども・子育て支援新制度に基づき

認定こども園、幼稚園、保育所及び小規模保育

事業等の運営に対する財政支援のうち、県の負

担分となるものでございます。

次に、一番下の（事項）地域子ども・子育て

支援事業費12億8,743万円であります。

これは、市町村がそれぞれの地域の実情に応

じて実施します子ども・子育て支援事業に要す

る経費であります。

次の177ページをお願いいたします。

説明欄７の放課後児童クラブ事業は、共働き

家庭などの児童に対しまして、放課後に適切な

遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図

るものでございまして、クラブの運営費や施設

整備等への助成を行うものでございます。

次に、上から２つ目の（事項）子育て支援対

策臨時特例基金２億237万5,000円であります。

これは、国からの交付金を原資として造成し

ております安心こども基金事業に要する経費で

ありますが、同基金のうち（１）保育所緊急整

備事業を活用しまして、保育所の施設整備に要

する費用を補助するものでございます。

次の（事項）児童手当支給事業費28億6,598万

円は、中学生までを対象に支給される児童手当

の県の負担分となるものであります。

次の178ページをお開きください。

一番上の（事項）私学振興費３億33万3,000円

であります。

これは、私立幼稚園の振興のための助成及び

指導に要する経費であり、幼稚園を設置する学

校法人に対しまして、経常的経費の補助を行い

ますとともに、障害を有する子供の就園や預か

り保育等に要する経費を補助するものでありま

す。

次の（事項）教育支援体制整備事業費6,694

万6,000円であります。

これは、教育支援の体制を整備するために要

する経費でありますが、説明欄１、幼児教育の

質の向上のための環境整備事業は、認定こども

園や幼稚園における遊具や教具などの整備に要

する経費を補助するものでございます。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

引き続き、厚生常任委員会資料で御説明をい

たします。

資料の39ページをお願いいたします。

改善事業、保育士等キャリアアップ研修事業

についてであります。

１の目的・背景ですが、近年の保育士不足や
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、保育所等に対するニーズが多様化している中で

安定した保育人材の確保を図るため、国におい

ては、一定の経験を持つ保育士等を対象に、職

位や職務内容に応じたキャリアアップ研修の実

施と、この研修を受講した保育士等に対して、

給与等の処遇改善を行うこととしております。

このため、保育士等のキャリアパスを見据え

た研修を実施し、保育士等のさらなる処遇改善

を図るものであります。

ここで、次の40ページをお開きいただきたい

と思います。

保育士等に関するキャリアアップのイメージ

で、研修概要を先に御説明いたします。

中ほど右側の図にありますように、保育士等

のうち、経験年数がおおむね７年以上の者を副

主任保育士または専門リーダーとして発令し、

左側の囲みにございます研修分野のうち、４分

野を受講することで、月額４万円の処遇改善を

行うこととなります。

同様に、経験年数がおおむね３年以上の者を

職務分野別リーダーとして発令しまして、担当

する職務の１分野を受講することで、月額5,000

円の処遇改善を行うこととなります。

再度、39ページにお戻りいただきたいと思い

ます。

２の事業概要ですが、研修８分野について、

１回当たり15時間の研修を30回ほど開催し、受

講予定者数は延べ3,000人を見込んでおります

が、受講者の利便性を考慮しまして、県内の３

会場での実施を予定しております。

なお、本事業は、今年度の９月補正によりま

して、現在、障害児保育分野を対象に実施して

いるところでございますが、保育士の質の向上

を図るために、充実した研修となるよう引き続

き取り組んでまいりたいと考えております。

なお、括弧書きに 「今年度は処遇改善の要件、

として研修受講は課されておらず、来年度から

この受講が必須となる見込みである」と記載を

しておりますが、国は、この必須となる時期の

延期を予定しているとも伺っております。

３の事業費は、1,495万2,000円を予定してお

ります。

事業効果でございますが、キャリアアップ研

修の実施によりまして、保育士等の専門性及び

質の向上が図られますとともに、職場に定着し

やすい環境整備や離職した保育士の職場復帰の

促進など、保育士等の安定的な確保につながる

ものと考えております。

続きまして、41ページをお願いいたします。

改善事業、未来みやざき子育て県民運動推進

事業についてであります。

１の目的・背景でございますが、少子化の進

行を踏まえ、子供と子育てを社会全体で応援す

る未来みやざき子育て県民運動を展開している

ところでございますが、この事業の改善を行う

ことによりまして、これからの子育て等の主役

となる若者層への啓発や地域、社会における子

育て応援の機運醸成、多様な主体が行う取り組

み等への支援などを通しまして、子供と子育て

を応援することが当たり前の社会の実現を図る

こととしております。

２の事業概要ですが、現行の事業をさらに効

果的に展開するため （１）の子どもと子育てを、

支える人づくり・社会づくり （２）子育て家庭、

を応援する仕組みづくり （３）子育て情報の集、

約配信、これら３つの柱で事業を再構築して取

り組むこととしております。

このうち （１）の①ライフデザイン事業は、、

大学生等に結婚や子育てなどをみずからのこと

として捉えていただき、ライフデザインの重要
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性を理解してもらう講座等を開催するものであ

ります。

また （２）の②夫婦の子育協働推進事業は、、

母親の負担軽減を図り、夫婦の子育て協働を促

進するために、父親と子供などが一緒に参加す

る講座を開催するものであります。

次に、③の子育て応援マンス開催事業は、社

会全体で子育てを応援する機運醸成を図るた

め、11月を「子育て応援マンス」と位置づけま

して、市町村や県内の子育て支援団体・企業な

どと連携しながら、子育て支援に関するさまざ

まなイベントを集中的に実施するものでござい

ます。

（３）の②子育て応援カードデジタル化事業

は、協賛店でさまざまなサービスを受けられま

す子育て応援カードにつきまして、現在の紙ベ

ースのカードをデジタル化することによりまし

て、利用者や協賛店の利便性を図るとともに、

利用者への情報発信を推進するものでございま

す。

３の事業費は、1,881万8,000円を予定してお

ります。

４の事業効果でございますが、地域社会にお

ける子育て力の向上を図り、子育てに係るさま

ざまな情報を県民に発信することなどを通しま

して、安心して子供を生み育てることができる

社会の実現に資することができると考えており

ます。

引き続き、特別議案について御説明をさせて

いただきます。

同じく資料の63ページをお願いいたします。

議案第53号「みやざき子ども・子育て応援プ

ランの変更について」であります。

この内容につきましては、去る１月25日の閉

会中の厚生常任委員会におきまして御説明しま

した内容と重複してございますので、要点を中

心に説明させていただきます。

１の計画変更の理由についてでありますが、

みやざき子ども・子育て応援プランは、内閣府

が示した基本指針に基づき、市町村が定める教

育・保育施設を利用する子供の数に当たる需要

量と教育・保育施設の利用定員に当たる供給量

を積み上げて策定されておりますが、今年度が

計画の中間年に当たりますことから、市町村の

状況を踏まえながら、今回、見直しを行うもの

であります。

２の計画の期間は、現在の計画と同じく、平

成27年度から31年度までの５カ年となります。

３の計画の骨子ですが （１）にありますよう、

に 「 子どもの育ち」と「子育て」をみんなで、「

支え 「子どもの最善の利益」が実現できる宮崎、

づくり」を基本理念としまして （２）の４つの、

基本目標を定め、各種施策に取り組むこととし

ております。

（３）計画の構成は、第１章から第５章まで

の構成となっておりますが、今回は主に、第４

章、幼児教育・保育等の提供体制について見直

しを行うこととなります。

４の計画の特徴でございますが （１）にあり、

ますように、宮崎市を初め、県内13市町が需要

量と供給量の見直しを行ったことに伴い、当計

画の変更を行っております。

このほか （２）にありますように、子ども・、

子育てに関する施策のうち、現時点におきまし

て、成果目標値を達成しているものについて上

方修正を行うとともに （３）のとおり、制度改、

正等により、現状に即していない部分の字句を

修正しております。

主な変更内容につきましては、別添のＡ３の

資料４をお願いいたします。
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資料の右側、第４章、幼児教育・保育等の提

供体制の表にございますように、見直しを行っ

た13市町の数値を積み上げました結果、需要量

・供給量ともに、見直し前に比べますと減少し

ておりますが、いずれも需要を上回る供給が行

われる見通しとなっております。

次に、その下の第５章、子ども・子育てに関

する各種施策の推進につきましては、44の成果

指標のうち、表に記載がございますけれども、

６つの指標において、28年度の実績が目標値を

超えていたことから、指標の上方修正を行うも

のでございます。

なお、お手元に冊子「みやざき子ども・子育

て応援プラン」改訂版（案）を配付させていた

だいておりますので、後ほどごらんいただきた

いと存じます。

。こども政策課からの説明は以上でございます

こども家庭課分につい○松原こども家庭課長

て御説明いたします。

歳出予算説明資料の181ページをお願いいたし

ます。

こども家庭課の平成30年度当初予算額は、左

から２つ目の欄にありますように、一般会計予

算につきましては54億3,729万円、母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算につきましては２億7,095

万6,000円で、一般会計と特別会計を合わせまし

て57億824万6,000円をお願いしております。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。

183ページをお願いいたします。

一番上の 事項 女性保護事業費2,744万8,000（ ）

円についてでございます。

これは、女性保護の推進及び配偶者からの暴

力被害者の保護、相談支援などに要する経費で

ありまして、女性相談所における一時保護の実

施や配偶者暴力相談支援センター及び女性保護

施設の運営等を行うものでございます。

次に、一番下の（事項）児童虐待対策事業

費7,539万9,000円でございます。

これは、児童虐待の対策に要する経費であり

まして、説明欄１の（３）児童家庭支援センタ

ー設置運営事業につきましては、児童虐待の未

然防止や施設退所後のアフターフォロー、里親

等への支援などのため、地域の家庭からの相談

に応じ、専門的助言を行う児童家庭支援センタ

ーを県央及び県南地区に設置し、地域支援体制

の充実・強化を図るものでございます。

次の184ページをお開きください。

説明欄３の（１）改善事業、児童相談体制機

能強化事業につきましては、後ほど常任委員会

資料で御説明いたします。

また、説明欄４の児童虐待防止対策緊急強化

事業902万3,000円でございますが、これは、児

童相談所で一時保護中の児童に対する学習指導

体制の強化を図るため、非常勤を配置する経費

でございます。

次に 事項 青少年育成保護対策費２億7,712、（ ）

万円です。

これは、青少年の健全育成対策の推進に要す

る経費で、説明欄２の青少年自然の家管理運営

委託費２億7,478万4,000円につきましては、青

少年自然の家の運営を通して、心豊かで社会性

。に富んだ青少年の育成を図るものでございます

次の（事項）県民運動強化推進費927万3,000

円です。

これは、県民一体となった青少年健全育成運

動の推進に要する経費で、県民運動の実践母体

であります、公益社団法人宮崎県青少年育成県

民会議への運営補助等を計上するものでござい

ます。



- 111 -

平成30年３月13日(火)

次の 事項 子ども・若者育成支援対策費1,057（ ）

万円です。

これは、子ども・若者育成支援対策に要する

経費でございます。

次の185ページをごらんください。

説明欄１の改善事業、子ども・若者支援促進

事業につきましては、社会生活で困難を抱える

子ども・若者を総合的に支援するため、支援地

域協議会の運営やさまざまな悩みについて相談

を受ける総合相談窓口を設置するものでござい

ます。

次の（事項）地域子ども・子育て支援事業

費1,146万5,000円であります。

これは、乳児全戸訪問事業や子育て短期支援

事業などの市町村が実施する児童虐待の防止に

資する支援事業への助成に要する経費でござい

ます。

次の（事項）児童措置費等対策費25億7,658

万9,000円であります。

これは、児童福祉施設等の運営や施設入所児

童の処遇改善を図るものでございます。

説明欄７の改善事業「社会的養護自立支援事

業」につきましては、後ほど常任委員会資料に

て御説明をいたします。

次の 事項 里親委託促進事業費2,569万3,000（ ）

円であります。

これは、里親や委託児童の処遇改善及び里親

制度の普及啓発、里親への支援または委託の推

進に要する経費でありまして、里親普及促進セ

ンターの運営経費などを計上しております。

次に 一番下の 事項 母子等福祉対策費8,202、 （ ）

万5,000円であります。

次の186ページをお開きください。

これは、母子家庭等の自立促進を図るため、

相談支援や就業支援講習会の開催、就業に有利

な資格取得の支援の実施等に要する経費でござ

います。

次の（事項）ひとり親家庭医療費助成事業費

２億9,303万円であります。

これは、ひとり親家庭の負担を軽減し、生活

の安定を図るため、医療費を助成する経費でご

ざいます。

次の 事項 児童扶養手当支給事業費12億6,150（ ）

万4,000円であります。

これは、ひとり親家庭等に対して手当を支給

する経費を計上しているものでございます。

次に、187ページをごらんください。

一番下の 事項 児童福祉施設整備事業費2,718（ ）

万9,000円であります。

これは、児童福祉施設の整備に要する経費で

ありまして、説明欄１の新規事業「家庭的養護

環境推進整備事業」につきましては、常任委員

会資料にて御説明いたします。

、 。一般会計につきましては 以上でございます

続きまして、188ページをお開きください。

。母子父子寡婦福祉資金特別会計でございます

（事項）母子父子寡婦福祉資金貸付事業費２

億2,019万3,000円でございますが、これは、母

子父子及び寡婦を対象に、修学資金、生活資金

など、12種類の資金を貸し付けることにより、

経済的自立及び児童の福祉の向上を図るもので

ございます。

次に、下の（事項）元金5,076万3,000円でご

ざいますが、これは特別会計の剰余金を国へ返

還するものでございます。

予算額が皆増となっておりますが、これは、

昨年度まで民生費で計上しておりました国から

の借入金の償還金を、今年度から全庁的な取り

扱いとして、公債費で計上したことによるもの

でございます。
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特別会計につきましては、以上です。

厚生常任委員会資料の42ページをお開きくだ

さい。

改善事業、児童相談体制機能強化事業につい

てであります。

１の目的・背景ですが、児童相談所における

児童虐待対応件数は増加傾向にあり、相談内容

も多岐にわたる中、対応困難なケースも増加し

ております。このため、児童相談所職員や児童

養護施設職員等の資質向上や専門性の向上を図

、 、る必要がございますことから 各種研修の実施

支援の充実を図るものであります。

２の事業概要ですが （１）の児童相談所職員、

等資質向上事業として、児童福祉法の改正によ

りまして、職員等に受講が義務づけられた研修

や職員の専門性を強化するための研修を実施す

ることとしております。

また （２）の児童虐待対応機能強化事業とし、

て、児童養護施設等を初め、子供とのかかわり

のある関係機関を対象としまして、アからウま

での研修を実施することとしております。

３の事業費といたしましては、460万3,000円

を計上しておりまして、事業効果といたしまし

ては、各種研修の実施により、児童相談所職員

、や児童養護施設職員等の資質や専門性が向上し

要保護児童に対する支援の充実が図られるもの

と考えております。

次に、43ページをお開きください。

改善事業、社会的養護自立支援事業でありま

す。

１の目的・背景ですが、養護施設等の退所を

、控えた児童や既に退所した児童等に対しまして

入所中や退所後に必要な相談や支援を実施する

ことにより、児童が抱える将来への不安等を和

らげるとともに、その社会的自立を支援するも

のでございます。

２の事業概要ですが、児童養護施設等の退所

児童に対して、新たに配置予定の支援コーディ

ネーターが立案する継続支援計画に基づき支援

を行います（１）の退所児童等アフターケアセ

ンター設置運営事業や、施設を退所した児童等

が就職する際などに、施設長等が身元保証人と

なった場合の損害保険契約に係る保険料を補助

する （２）の身元保証人確保対策事業を行うこ、

とといたしております。

３の事業費としまして、832万8,000円を計上

しております。

４の事業効果といたしましては 支援コーディ、

ネーターの配置などによりまして、計画的なア

フターケアを初めとした児童の社会的自立に向

けた支援の充実が図られ、効果的な支援体制の

構築が図られるものと考えております。

次に、44ページをごらんください。

新規事業、家庭的養護環境推進整備事業につ

いてでございます。

１の目的・背景ですが、さまざまな困難を抱

えて児童養護施設等に入所する児童に対し、一

人一人の状況を考慮した、より家庭的な支援が

行えるよう、宮崎県家庭的養護推進計画に基づ

き、社会福祉法人が実施する児童養護施設の改

修やグループホームの整備等を支援するもので

ございます。

２の事業概要ですが、平成30年度にグループ

、ホームの整備を行う社会福祉法人に対しまして

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱に

基づきまして、補助を行うものでございます。

３の事業費としましては、2,718万9,000円を

計上しておりまして、４の事業効果といたしま

しては、児童養護施設本体とは別に、小規模な

養育単位のグループホームを整備することで、
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より家庭的な環境での児童の養育が可能になる

ものと考えております。

。こども家庭課からの説明は以上でございます

、○右松委員長 執行部の説明が終了しましたが

休憩を10分ほどとりたいと思いますので、45分

をめどに再開いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時35分休憩

午後２時41分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

執行部の説明が終了しましたので、質疑のほ

うをお願いします。

ちょっと私の勉強不足で。私学振○井本委員

興費というのは、昔からこっちに入っていたん

だっけ。

御指摘のように、私学○髙畑こども政策課長

振興費は私立の幼稚園に対する経常的経費の補

助でございまして、今は私どもが所管しており

ますけれども、以前は……

教育委員会。○井本委員

教育委員会ではなく、○髙畑こども政策課長

総務のほうで。

いつごろから。○井本委員

こども政策局ができた○髙畑こども政策課長

のが平成20年度でございますので、それ以降の

ことでございます。

そうすると、認定こども園、幼稚○井本委員

園のあの予算も同じですね。

財政的支援につきまし○髙畑こども政策課長

ては、今、お尋ねの私学振興費というのは、い

わゆる私立幼稚園ということで。平成27年度か

ら子ども・子育て支援新制度が始まりまして、

幼稚園、保育所、認定こども園に対しては、施

設型給付という形で、一律の財政的支援を行っ

ておりますけれども、これに乗らない、いわゆ

る私立幼稚園が今15園ほどございますので、こ

ちらの15園につきまして、財政的支援というこ

とで、この私学振興費で措置をしているという

ところでございます。

歳出予算説明資料176ページの認定○丸山委員

こども園の整備交付金事業なんですけれども。

これは補正予算のときに３億8,700万円ぐらい減

額で、何かとりやめたからということだったん

ですけれども、ことし４億6,000万円とかなり高

額の予算組みをしているんですが。本当に、こ

としはちゃんと認定こども園に移行できるよう

な予算組みを、各認定こども園に移行する、整

備するところから申請がされるということでよ

ろしいんでしょうか。

認定こども園施設整備○髙畑こども政策課長

交付金というのは、認定こども園等への移行を

見据えた施設に対する施設整備の補助でござい

ますけれども、今お尋ねのように、今年度当初

予算では、４億6,800万円余の計上をお願いして

おります。

参考までに、この内訳としましては、認定こ

ども園整備が４園 幼保連携型でありますと─

か、保育所型認定こども園あるいは保育所等が

該当しております。防犯対策整備で２園、それ

から幼稚園耐震化整備で３園ということで、計

９園がことしの対象となっております。

こういったものにつきましては、市町村の要

請、それから施設側の要請、これが相まって県

のほうに事業の打診があるわけでございますけ

れども、少しでもこういったものが先送りされ

ることなく、当初の計画どおり進めることを市

町村あるいは施設側と連携しながら 一緒になっ、

て取り組んでいきたいと考えております。

この事業にも関連するんですが、○丸山委員
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認定こども園は予定120なのに200を超してし

まっている。今、ざっくり言って、単体で幼稚

園が残っているのはどれくらい。１割ぐらいし

かもう残っていないというような感覚でよろし

いんでしょうかね。

今、県内では、私学振○髙畑こども政策課長

興の私立幼稚園を除きまして、いわゆる新制度

等に入っているものを含めますと、全ての幼稚

園、保育所、認定こども園で519園ほどございま

して、そのうち保育所が299園、認定こども園

が162園ということで、かなりこの３年間で認定

こども園への移行が進んでおります。

その背景としましては、認定こども園は、御

指摘のように、保育所と幼稚園の機能をあわせ

持つということで、親の就労に関係なく就園が

できるということでございまして、全国、九州

でもこの移行の比率というのは大きいわけでご

ざいます。

、 、○丸山委員 それとあと 待機児童というのが

宮崎県は少ないと聞いているんですが、今年度

末の状況を含めて、どういう状況かというのを

改めてお伺いしたいのですが。

待機児童の数値といた○髙畑こども政策課長

しましては、昨年４月１日現在のものが公表さ

れておりますが、本県におきましては、昨年４

月１日現在で、いわゆる待機児童が36名発生し

ております。

その内訳は、宮崎市が28名、門川町が８名と

いうことで36名となっております。

委員がおっしゃいましたように、全国的に見

ますと、都市部あるいは首都圏あたりが多いわ

けでございまして、宮崎県としましては、佐賀

に次いで九州では２番目に少ないという状況で

はございますけれども、一方で、待機児童が発

生していない県も幾つかございますので、そう

いった意味では、引き続き、待機児童の解消に

。向けては取り組む必要があると考えております

それと関連します。各園に聞いて○丸山委員

みると、保育士等の確保が厳しい厳しいと言わ

れるんですけれど、待機児童の数を見るとそん

なにないのかなというような感じが見受けられ

るんですけれども。まあ、行きたい保育園が厳

しいというだけなのか、どういうふうに理解を

すればよろしいのか、教えていただければと思

います。

いわゆる保育士不足、○髙畑こども政策課長

今、保育士の確保が課題となっておりますけれ

ども、先ほど県内に519園あると申し上げました

が、それぞれの施設において配置基準というの

がございまして、例えば、ゼロ歳児は３人に１

人とか、１歳児は６人に１人とか、そういった

配置基準に基づきまして保育士を配置しており

ます。

そういった意味では、保育士は最低基準以上

は配置が行われているわけでございますけれど

も、実際、その現場を見ますと、例えば、離職

された方の後になかなか補充ができないである

とか、あるいは一時預かりでありますとか、延

長保育でありますとか、こういった新たな取り

組みに対して取り組む際に、なかなか保育士が

集まりにくいといったものがございましす。あ

と、特に最近はゼロ歳児・１歳児・２歳児が多

いわけでございますけれども、このゼロ歳児か

ら２歳児というのは配置基準上、１人当たりの

保育士の数が多く必要でございますので、こう

、 、いった ゼロ歳から２歳の園児がふえることで

さらに、保育士不足に拍車をかけているという

ことでございまして、有効基準求人も２倍を超

えるという状況となっております。

委員会資料の41ページの未来みや○丸山委員
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ざき子育て県民運動推進事業のことについてお

伺いしたいのですが。ライフデザイン事業とい

うことで、大学生等にいつぐらいに結婚してと

いうのを 多分 そういう講座を開かれるんじゃ、 、

ないかなと思っているのですが、具体的に、ど

ういうことをやられているのか、少し教えてい

ただくとありがたいと思います。

この事業は29年度から○髙畑こども政策課長

開始をしたものでございまして 委員おっしゃっ、

たように、大学生を中心に、まず今年度はライ

フデザインに対してそれぞれの大学生がどう

いった意識を持っているかということでアンケ

ート調査を行っております。将来の結婚の希望

、 、でありますとか あるいは結婚された場合には

どれぐらい子供が欲しいかとか、そういったこ

。 、とをアンケートしました それに基づきまして

大学生になりますと、そろそろ人生を考える時

期でもございますので、いろんなアンケートを

とりますと、まだまだ自分にとっては結婚は先

のことだと、ただ、いずれは結婚はしたいとい

う、ちょっとあやふやな回答もございますけれ

ども、やはり大学生になりますと、みずからの

ことをみずからのこととして捉える。そういっ

た機会を提供するということ。それから、従来

の子育て支援施策が、どちらかというと、妊娠

・出産以降に重点を置いておりましたので、い

わゆるそれ以前の、結婚前の若者に対する事業

ということで、この一つの背景がございますけ

れども、そういったことで、今年度につきまし

ては、宮崎大学に委託をしまして、シンポジウ

ムを開催したり、あるいは講座を開催し、そこ

で講師を招いて、いろんな意識啓発を行ったと

ころでございます。

恐らく晩婚化が少子化にも影響し○丸山委員

ているということで、そういう事業に取り組ん

でいきたいということで、非常に、期待をしつ

つ、なかなか結果がすぐに出るのは厳しいのか

と思っておりますけれども。もう一つ踏み込ん

でいただいて、例えば、塊より始めよというこ

とで、県庁内の方々も晩婚化が進んでいると。

これは県庁だけじゃなくて市町村の職員も含め

て、ＪＡさんとか宮銀さんとか、大きな企業が

県にもあると思うので、そこ辺も晩婚化が進ん

。でいるというようにも聞いているものですから

やっぱり就職してからのほうが、より具体的に

ライフデザインを描きやすいんじゃないかなと

思っているんですが その辺のことをもうちょっ、

と踏み込んで、県のほうでも、若手の方々にこ

ういうのをやったほうがいいんじゃないかなと

思っているんですが その辺はできないんでしょ、

うか。

県庁を含め、県内にも○髙畑こども政策課長

企業が多々ありますけれども、企業にもたくさ

んの若い人が就職あるいは働いているというこ

とでございまして、こういった企業の独身の方

も一緒に取り込みたいということで 「Ｂｉｚｃ、

ｏｍ」という名称で 県内、今、17団体が加─

盟をしておりますが、主立った企業に加入して

いただきまして、企業で働いておられる独身の

方々をＢｉｚｃｏｍという形で募集しまして、

その独身の人たちに対しまして 啓発事業を行っ、

ているということでございます。

また、今おっしゃったように、県庁におきま

しても、かなり独身者が多いわけでございます

ので、県庁も一つの大きな企業体でもございま

すので、今後、そういった機会を見つけて、県

庁の独身者に向けても、機会があればＰＲある

いは周知・告知をしていきたいと考えておりま

す。

機会があればじゃなくて、県庁は○丸山委員
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県内では一番大きな企業の一つではないのかな

というふうに思っておりますので、しっかりと

福祉保健部が中心になって、担当課と思ってお

りますので。しっかりとこのライフデザインを

考えていただくことによって、少しでも少子化

に向けての取り組みを進めないと。たしか計画

によると、2.07に持っていきたいというのを計

画に上げておりますけれども、県庁内はどうな

のかと。県庁がみずから、そういうふうに取り

組んでみてもおもしろいんじゃないかと思って

おりますので、この辺のライフデザインをしっ

かりと取り組んでいただくようにお願いしたい

と思っております。

39、40ページのこども政策課の保○西村委員

育士等キャリアアップ研修事業で。保育士の所

得を上げていくというものもありますし、その

狙いも、保育士の価値を上げていくというのも

わかるんですけれども、先ほども話に出たよう

に、保育士が少なくて、非常に忙しくて大変な

状況の中で、さらに深い研修を受けないといけ

ないというと、現場の混乱というか、受けたい

けれども、そんな時間がないとか。その人たち

だってプライベートがあるわけですから、その

時間を潰してまでこの研修を受けていかなくて

はいけないのかといういろんな問題があるんで

すが、そのあたりはどう考えていますか。

今、委員御指摘のよう○髙畑こども政策課長

に、保育士不足が叫ばれている中で、この研修

を受けるということは、いろいろな御苦労もあ

ろうかと思います。

２の事業概要のところに書いてございますよ

うに、１回当たり１分野15時間という決まりが

ございまして、15時間を今のところは２日間で

開催を予定しております。

なお、１分野受講の方につきましては、おお

むね１年あるいは１年で済まない場合は２年と

いう形で終わろうかと思いますけれども、この

４分野受講の対象の方は、時間数にすると単純

に60時間ということになりまして、年間何日も

研修を受けることが必要になるということでご

ざいますので、この４分野受講の対象の方々に

つきましては、現時点では、おおむね３年間ほ

どで受講をしていただけるような計画を組んで

いるところでございます。

なるべく負担が偏らないように、それと、先

ほど申し上げましたように、県内３カ所でも実

施を予定しているというところでございます。

拘束時間も非常に長い研修ですか○西村委員

ら、果たして希望どおりに、受けたい人が受け

られるのかというのも疑問がありますし、その

人が研修を受けている間に ローテーション─

かもしれませんけれど、ほかの人が重いという

か、役割が厳しい仕事もあるんじゃないかなと

思っております。

あと、これによって処遇改善が見込まれる金

額が40ページに出ているんですけれども、この

４万円であったり、5,000円であったりというの

は、どのような目安で決められているものなん

でしょうか。

この４万円につきまし○髙畑こども政策課長

ては、このキャリアアップ研修事業のそもそも

の背景が、ニッポン一億総活躍プランの中で保

育人材確保対策ということで打ち出されたもの

でございまして、このときに保育士の処遇改善

が進んでいないということで、まずは２％全職

員に対して処遇改善を行うと。これは、処遇改

善加算１と言っております。あと、この４万

円、5,000円の部分が処遇改善加算２ということ

で区分をしておりますけれども、これにつきま

しては、キャリアアップの仕組みを構築しまし
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て、保育士としての技能・経験を積んだ職員に

対しまして、全産業の女性従業員と女性保育士

との給料の差が４万円ほどあったと。こういっ

たものを埋めるためにも、この４万円という背

景がございます。

基本的にこの保育士さんというの○西村委員

は、認可園に現在勤められている保育士さんの

イメージなんでしょうか。あとは、今、離職さ

れている方とかはどうなるんでしょうか。

基本的には、今現在、○髙畑こども政策課長

現職で働いておられる保育士を対象としており

ます。

。 。○西村委員 済みません 言葉が足りなかった

例えば、認可外園も含まれるんですか。

認可外園は、今回は対○髙畑こども政策課長

象とはしておりません。

ということは、今、離職をして、○西村委員

時々認可外園に手伝いに行ったり、その人の自

由な時間を使ってお手伝いに行ったりしている

ような、保育士免許は持っているけれども、完

全に認可園で働いていない人は、この研修の対

象にはならないということでよろしいですね。

処遇改善の対象になり○髙畑こども政策課長

ませんけれども、御自分のキャリアアップのた

、 、めに ぜひとも参加したいということであれば

そういった意味での研修の参加は決して不可能

ではないと考えております。

というのも、今、離職していて、○西村委員

例えば、子育て期間で離職された方が、ちょっ

と手がすいてきてもう一回復帰したいというと

きに、時間がある期間にこういう研修事業を受

けたらいいなと思ったもんですから。まあ、な

かなかその人たちに告知が間に合うかわかりま

せんけれども、せっかくの研修事業ですから、

県内の子育てにかかわる人たちの底上げにつな

がると思いますので、ぜひ、そのあたりの告知

もお願いをしたいと思います。

。○髙畑こども政策課長 ありがとうございます

先ほど９月補正でこの事業をことしからとりあ

えず１分野やっているということでございまし

たが、障がい児保育分野をことしやっておりま

すけれども、実際は２月以降の開催となってお

りまして、今回、６回予定をしておりますが、

もう既に４回は終了しております。今、大体285

名が受講済みで、恐らく400名を超える受講者に

なろうかと思いますけれども、今回、１分野を

行った中で、いろんな課題も見つかっておりま

、 、 、すので 課題を生かしながら 来年度に向けて

さらなる研修の充実に取り組んでいきたいと考

えております。

187ページの児童相談所費のことな○丸山委員

んですけれども、先週の補正では1,300万円ぐら

い一時預かりがふえたから増額になったんです

が、今回の30年度当初予算は、平成29年度より

も予算的に見込みが少ない 9,200万円から9,100。

万円で少し減っているんですけれども この減っ、

たのは、ふえていると説明を受けたのに、30年

度も恐らく補正予算で増加せざるを得ない状況

があるけれども、仕方なくこれぐらいしか措置

できなかったというイメージでいいのか、教え

ていただければと思います。

まず （事項）の児童相○松原こども家庭課長 、

談諸費で、前年度から減額になっている点につ

きましては、今年度から、各児童相談所に保健

、師業務専任の保健師を配置いたしました関係で

これまで中央児童相談所に非常勤職員で配置し

ておりました、保健福祉相談員という非常勤職

員がいたんですけれども、その分を見直して減

額した部分となっております。

お尋ねの、その児童相談所の一時保護に係る
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経費につきましては、今回、30年度の予算で約

２億2,000万円を計上しておりまして、額につき

ましては、今年度とほぼ同額という形になって

おります。

ただ、今年度の２月補正で、一時保護につな

がりやすい幼児等の相談・対応が多くてという

ような御説明を申し上げましたが この傾向が29、

年度、単年度の傾向であるのか、それとも、こ

れが継続した傾向として続いていくのかという

のは、現在の相談・対応状況を見ながら、今後

また見きわめていかないといけないなとは考え

ております。

できるだけ、一時預かりとか、そ○丸山委員

ういう虐待を含めて事案が少ないほうが好まし

いと思っておりますけれども、しかしながら、

虐待があったときには、速やかに対応できるよ

。うにしっかりとやっていただきたいと思います

先ほど、保健所の相談体制を変えたという、

そのほうがより対応が適切になるからというこ

となんでしょうか。それも含めて、もう少し説

明いただければと思います。

児童相談所の職員体制○松原こども家庭課長

の強化については、計画的に取り組んでおると

、 、ころなんですけれども 29年度につきましては

児童福祉、ケースワーカー、児童心理士等の職

種で、県内３つの児童相談所で６人ほど職員体

制を増加しております。

それとあわせて、これまで児童福祉士として

勤務していた保健師職は、在籍はしていたんで

すけれども、その保健師職をケースワーカー業

務から外して、子供の心と体、保健師固有の業

務に専任できる体制をとっております。

その関係で、先ほど申しました、中央児童相

談所に配置しておりました保健担当の非常勤職

員を、職員体制を強化する中で見直して配置し

たという流れになっております。

今の説明だと、これまで兼務で仕○丸山委員

事をしていただいたということで、よろしいで

すか。

児童相談所の児童福祉○松原こども家庭課長

士には、任用の資格要件がございまして、その

中の一つとして、保健師資格をお持ちの職員の

方で、経験のある方が児童相談所の児童福祉士

として業務ができる状況でございましたので、

そういった意味で、保健師職で児童相談所で児

童相談業務に携わる方はいらっしゃったんです

けれども、それに加えて、今回は保健師職の方

は児童相談所のケースワーカーとしての業務で

はなくて、保健師として子供に接する保健指導

であるとか、そういった部分に専念できるよう

な体制で従事していただくと。基本的には他の

児童相談には携わらないという体制に改めたと

いうことでございます。

先ほどの補足をさせて○髙畑こども政策課長

いただきます。

先ほど企業の独身者への啓発ということで、

みやざきＢｉｚｃｏｍというのを17企業で構成

しているということでございましたが、今年度

は、この３月24日にＢｉｚｃｏｍの交流会が開

かれます。

今回は、先ほど話題になりました、ライフデ

ザインをテーマに取り上げてワークショップを

行うということが決まっておりますので、御参

考までにお伝えしたいと思います。

それでは、以上をもって、こど○右松委員長

も政策課、こども家庭課の審査を終了いたしま

す。

、 。執行部入れかえのため 暫時休憩いたします

午後３時７分休憩
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午後３時11分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

ので、総括質疑に移ります。

福祉保健部の議案全般につきまして、質疑が

ありますでしょうか。

聞き忘れたことで 委員会資料の27○丸山委員 、

ページの地域のちから・リハビリテーション機

能強化推進事業なんですが。この説明資料を見

ますと 災害時におけるということが書いてあっ、

て、他県への支援について書いているところの

きっかけは北部豪雨とか、ああいう災害があっ

たときのリハビリテーションの重要性が理由な

のか。私自身も７年前に新燃岳の噴火で避難も

経験しているものですから、そういったことが

一つの背景なのか。また、平常時からリハの人

たちがネットワークを使って、高齢者の自立支

援、また重度化防止と書いてあるんですが、健

康寿命が４位、８位だったのが二十何位に低下

したということがあって、ロコモ体操にしっか

り取り組むとか、この辺をしっかり取り組んで

いきたいというようなことを踏まえての事業な

のかを、改めて説明していただくとありがたい

かなと思っています。

常任委員会資○内野医療・介護連携推進室長

料のほうにも、目的・背景のところで書いてい

るんですけれども、言われたとおり、まず、東

日本大震災の後で全国的なＪＲＡＴと呼ばれる

大規模災害時のリハビリテーションの支援のチ

ームができました。それから、おととしの熊本

地震のときに、そのＪＲＡＴが実際に出動して

さまざまな、例えば、簡易施設であるとか、そ

れから避難所であるとか、そういうところでの

心身機能の低下をとめるような活動を行いまし

た。

宮崎県におきましても、当然、南海トラフと

いうのがいつ来るかわからないという状況もご

ざいまして、そういう、災害時においての被災

者支援あるいは宮崎県の災害だけではなくて、

ほかの県でまた同じような大きな災害が起きた

ときに、宮崎県から出かけていくと、そういう

リハビリ専門職の重要性というのが高まってき

ているということでございます。

それと一方で、重度化防止とか、自立支援と

いうものを考えたときに、各地域のリハビリ専

門職 理学療法士とか作業療法士とか栄養士─

とか、そういう方々の役割、重要性がどんどん

増してきている。それこそ介護予防、住民主体

の通いの場でありますとか、ロコモとか、そう

いうことにおきましても、重要性が高まってき

ておりますので、まずはこういった方々の育成

を図らないといけないと。

、 、 、 、それと どうしても 今 組織的に横の連携

ネットワークがちょっと弱いというところもあ

りまして、そこを今回の事業の中で、さまざま

な研修ですとか、あと連絡会を開催することで

平常時から、いざ何か災害が起きたときとか、

それと通常の地域におけるリハビリ活動にも大

いに活動していただけるような、そういうリハ

ビリ専門職の方を育成していくと。そうするこ

とで、県内の各地域のリハビリ機能を強化して

いくということを目的としています。

ちなみに、リハ専門職という方々○丸山委員

というのは、今県内で、大体どれくらいいらっ

しゃって、計画的にもっとふやしていきたいと

いうような目標数みたいなのがあるものなので

しょうか。

ちょっと手元○内野医療・介護連携推進室長

に数字がないんですけれども、医療計画の後半

のページに、理学療法士、作業療法士等の数が
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載っております。

県内の病院に勤務する理学療法士が常勤換算

値で756名、それから作業療法士が466名、それ

。 、と言語聴覚士が131名となっております それと

そのほか、本県の歯科衛生士数が1,445名、以上

のような数字になっております。

それで、今後、2025年度に向けて○丸山委員

ふやしていくという方向性ということで書いて

あるんでしょうか。ちょっとまだ見ていなかっ

たもんですから。

この地域のち○内野医療・介護連携推進室長

から・リハビリテーション機能強化推進事業で

は、ふやしていくというのも重要なんですけれ

ども、どちらかというと、既に、さまざまな活

動をされている方の横のネットワークを強化し

ていくということと、災害時の対応の技術習得

というところも視野に入れた研修をやっていき

たいと思っております。

そういったネットワークというの○丸山委員

は、やはりどこの組織でも必要だと思っており

ますので、ぜひ、有事の際にしっかり、日ごろ

から地域のほうでしっかり根づいていけるよう

に、重度化防止とか、自立支援をやっていただ

ければと思っております。

お願いになるんですけれども、長○有岡委員

寿介護課の中で、市民後見人制度の、養成研修

をされるということでしたが、実は、高齢者だ

けでなくて、７年前の3.11のときに、子供たち

も身内がいない環境になったときに、そういっ

たものが確立されていないものですから、親族

の中でそういったものを奪い合ってしまったと

か、いろいろあったもんですから。将来、こど

も政策課、こども家庭課あたりとも連携しなが

ら、そういった将来の対策として、後見人育成

の中でも、そういったケースも含めて勉強して

いただけるとありがたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。

医療計画関係で少しだけ質問をさ○丸山委員

せていただこうと思いますが。本会議でも右松

委員長のほうからあったんですけれど、医師の

偏在が非常に宮崎の場合も大きくて、宮崎東諸

医療圏に集まってしまっていて、そこしかどん

どんふえていかないのが現状だと思っているん

ですが。この医療計画の目標値では、差を2.61

倍から2.30倍に縮小したいと書いてあるんです

が、医師の偏在を解消するというのは非常に難

しいような気がするんです。県のほうで何とか

平成30年度には計画を立ち上げて、偏在に向け

てやっていきますということは言うんですが、

本当に可能なのかなと。どういう形で本当にこ

の偏在をなくしていくのか、具体的に何かこう

手法があるのか、なかなか難しいような気がす

るんですが、どのように考えているのかを改め

てお伺いできればなと思っております。

本会議の質問でもいただ○田中医療薬務課長

、 、 、きまして 答弁もさせていただいた中で 現在

。国のほうが国会のほうに医療法改正案を出すと

その中で、この医師偏在対策をやっていく、実

効ある対策をやっていくという法案が出される

と伺っております。

、その内容について答弁をさせていただく中で

今、御質問いただいた偏在対策として私どもが

考えますのは、まずはやっぱり医師の数をふや

さないと少ない地域への供給というのがなかな

かできないということがございます。

それで、医療計画の中でも、臨床研修医80名

という目標を立てて、量的な確保を図るという

ところを引き続きやっていく。そして、国が法

案を出して進めようとしております偏在対策の

一つとしまして、医師の県内への配置・派遣と
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いったものについて、方針を関係者でしっかり

決めて、そしてそれを実行していくことで、中

心部だけではなくて、県内の全体に必要な医師

が供給されるような、そういったものを実行し

なさいと。そのための体制として地域医療対策

協議会という組織を強力に動かして、関係者の

合意のもとに方針を立て、そして本県でもこれ

からたくさん出てまいります、地域特別枠とい

う推薦入試で入りました医師を、そういった中

で派遣して、そして充足していく、このような

。取り組みをやっていくということでございます

法案が通りまして、法律が改正になりました

ら、そういったところを具体的に、医師確保計

、 、画という形でまとめて そして関係者ともども

大学、医師会といったところと一緒になって進

めていくといったところで、少しでも実効ある

対策を進めていきたいと思っております。

その医師確保法案が仮に通ったと○丸山委員

、 、して それで医者の偏在を解消するというのは

やっぱり医局とか、いろんな人脈とか、いろい

ろあって簡単ではないと思っているんですが。

そこを協議の場で、この地域は内科が少ないか

ら内科の医師を派遣するとか、そういうわけで

はないんじゃないかなと思うんですが、どうい

うふうにそれに配分していくのか、簡単ではな

いのかなと思うんですが、法案一つでできるも

のなのでしょうか。

丸山委員が御指摘のよう○田中医療薬務課長

に、正直簡単ではないと思います。

今おっしゃったような、内科医が足りない。

しかし、宮崎大学の内科の医局がそこまで派遣

できないとなると、数のマッチングすら難しく

なるかもしれません。

ただ、冒頭申し上げました、量的な確保と、

それと大学と一緒になって、大学も医局の中か

ら医師をいろんな病院に派遣しますけれども、

そういった大学の派遣とも調整しながら、私ど

もとしては、何とか少ない地域への派遣を一人

でもふやしていただきたいというようなところ

で調整して、協議しながら進めていくと。

お話のように、それが、法律ができ、そして

、対策が打ち出されたからできるかと言われると

そこは、これまで難しかったことがそれで劇的

に変わるというのは、なかなか考えにくいとこ

ろがございます。

、 、 、ただ そういう取り組みを 法律が変わった

、新しい対策ができたというのをきっかけに大学

医師会ともう一段連携して、強力に一緒にやっ

ていって何とか成果を出すというところで取り

組んでいきたいと思います。

ちょっと私の記憶違いか、勉強不○丸山委員

足かもわかりませんが、昔、各都道府県に医大

ができたのは、その地域に、宮崎の医者は宮崎

大学で育てていくんだよということだったはず

なのに、宮崎大学では毎年100名ぐらい医大生が

卒業していくんだけれど、宮崎には50から60％

。 。ぐらいしか残っていない もっと少ないのかな

県外に出てしまっているというのがあるもんで

すから、宮崎出身は宮崎に帰ってくるとか、も

しくは宮崎大学の生徒は宮崎で研修をするべき

とか、こういう新しい法ができるんであれば、

それを義務化をさせるとかというぐらいの気持

ちがないと、なかなか研修医をふやすといって

も、ふやしづらいんじゃないかなと思っている

んですが。その辺の議論というのは難しいと思

うんですが、それぐらいしないと、恐らく、医

者は東京、あと大きな病院、大都市にしか集ま

らないんじゃないかと思うんです。今回の医療

、 、 、法では 義務化といいますか それはできない

入っていないものなんでしょうか。
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例えば、本県であれば、○田中医療薬務課長

宮崎大学医学部を卒業して、初期臨床研修に入

る段階で、県外に出てしまうというのを一つと

めたいというのがございます。大学のほうも同

じ思いで、もう具体的な対策の議論もしており

ますが、それに少し先んじるような形で国のほ

うも。例えば、本県であれば、宮崎出身で宮崎

大学医学部を卒業して臨床研修医で残ったとい

う医師が一番、最終的に地元定着率が高い、全

国的にもそのようなデータが出ております。

そこで、国のほうとしては、初期臨床研修を

やはりその県で受けるように義務づけようと、

特に地域枠、本県で言うと、地域特別枠という

ような入試推薦枠で入りました学生、医師には

義務づけようというのを、新年度、半ば実質的

に義務づけをしております。

その担保としては、もし、他県に行ったとい

うような場合には、そこの受け入れた病院の臨

床研修の補助金を減額するとか、ペナルティー

をつけるような形で実効性を持たせるという形

をとっております。

そういったところとあわせて、私どもでも、

先ほど申しました、宮崎大学と危機感を非常に

持っております。とにかく他県に逃がさないと

言ったら変な言い方ですけれども、本県を選ん

でもらうという、それをいろんな手だてで何と

か成果が出るように、今、具体的に議論もして

おりますし、できるだけ早く、そういう対策を

打ちたいと考えております。

いずれにしましても、医師確保が○丸山委員

前提と。プラス偏在をできるだけ早めに解消し

ていただきたいなと思っております。なかなか

この医療構想を含めて、人口減少の中では、基

本的には大都市、宮崎市を中心に人口が集まり

やすくなってきている、イコール医者も集まり

。やすい環境になってしまっているもんですから

田舎に行けば行くほど住みづらくなってしまう

可能性が高いもんですから、ぜひ、それを抑制

するためにも、医者の確保、偏在解消にぜひ福

祉保健部一丸となって取り組んでいただくよう

お願いしたいと思っております。

私からも、宮崎大学とキャリア○右松委員長

形成プログラムの策定をしっかり進めていただ

くことと、それから力のある指導医のもとで臨

床研修のプログラムをしっかり進めてもらうと

いうことで、確保をぜひお願いしたいと思いま

す。

。○井本委員 私も代表質問でやったもんだから

国の分析としては、絶対数は足りとるという分

析でしょう。絶対数をふやしても、偏在が直ら

ないという分析でしょう。だったら、偏在して

いるのが問題なんだというね。

だから、今、宮崎県内でも、恐らく、医師数

としては、足りていると考えているわけですよ

ね、認識というかね。この偏在を正すというこ

とをやらないといけないという話じゃないです

か。

委員お話のとおりであり○田中医療薬務課長

ます。

ただ、本県、10年前と比べますと、確かに、

、 、総数ではふえているんですけれども その間に

例えば、非常に医療も専門化・高度化すること

で医師がいろいろ必要になるといったようなこ

とで、実質的にはなかなか充足感がないと、不

足感が強いと。全国的に都道府県間の偏在とい

うのも大きい。どうしても都市部に集まってい

て、地方は少ないというような状況が出ている

と。全国的な中での、宮崎を初め、地方部が少

ないという偏在の問題、そして県内で、お話の

、 、ように 宮崎市・東諸県とほかの地域での偏在
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この２つの問題がございます。この２つを同時

並行で何とか解決していかないといけないと。

それと、全国ベースのほうは、やっぱり国が

どのような対策を、どのような強制力のあるも

のを出してくるのかというところにもよってき

ますけれども、やっぱり県内の偏在というとこ

ろは、私ども、あるいは宮崎大学、医師会、こ

ういったところでないと、なかなかできないと

いうところがございます。そこは、私どもで何

とか進めていきたいと思います。

まあ、今まで一生懸命やってきま○井本委員

したからね、それは本当に。国が法律をつくっ

ても、とても難しいだろうなという気がするん

だけれども。具体的に何かいい方法があるのか

、 、な とてもありそうにないなという感じなのか

私は、あのときこの質問をしながらそう思った

んだけれども、何かあるんですか。

今年度、初めてやりまし○田中医療薬務課長

たけれども、医療に関心を持つ高校生、医学部

に行きたいと思っている高校生に、ある意味、

本県の医療の実態とか、あるいは本県で受ける

医療教育の魅力というのを知らせる、広める、

そういうフォーラムなどをやりました。

やはり、中学あるいは高校といったところか

ら、本県で働く、本県で医療をやるということ

の意義、意味というのを実感としてしみ込ませ

て、そしてその後、大学に残ると。時間がかか

りますけれども、そういうことを地道にやる。

それと、やはり、今、大学にいる、今、臨床

研修医をやっている医師に、とにかく数多く接

触あるいはいろんなアプローチの中で、本県へ

残る、選択するというところを選んでもらう、

そういう地道なところがどうしても中心になっ

てくるかなと思います。それをいろいろ手を尽

くしてやるしかないというのが正直なところで

ございます。

。 。○井本委員 わかりました 頑張ってください

最後にしますが。今回も議案とし○丸山委員

ての計画が４本、報告が４本あって、これは絵

に描いた餅では結局だめだし、ちゃんと実行し

てほしいなと思っていますので、最後に、部長

のほうに、これだけ大きな計画を議案として提

出し、報告したわけでありますので、実効ある

ものにするための意気込みを含めて、最後にお

伺いできればなと思っております。

ことしは、ありとあらゆ○畑山福祉保健部長

る主立った計画がちょうど終期を迎えつつ、し

かも、次期に向けては計画を合わせていく、５

年だったものを６年にしていくということで、

いろいろ計画策定、大きな改革の年であったと

思います。また、国保についても制度改革で都

道府県化が始まるということで、静かな準備を

しつつ、今後の2025年に向けてしっかりやって

いかなきゃいけない年だと思います。

それで、確かに行政は比較的 むしろ計画─

なしに何もできない部分もあるんでしょうけれ

ど、計画をつくると満足してしまうというとこ

ろがないように、さまざまな計画の取り組み、

そういうものも、ＰＤＣＡを回しながらしっか

りと進捗管理をしていきたいと思っております

し、また、委員の皆様からも、折に触れ、適時

適切に、また叱咤激励をいただきつつ、我々も

それを刺激にして、しっかりと計画を前に進め

。 、 、ていきたいと思います また 計画そのものも

恐らく、これから５年、６年の計画であります

が、３年後の見直し、３年後の見直しというと

もう再来年ぐらいから作業を始めるというよう

なところもあるので、計画を回しながら、次の

ことをまた考えていく。特に、介護と医療の連

携というのは、ことし初めて合わせてきました
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けれども、今後、介護医療院の話も出ましたけ

れども、そういったものも徐々に具体化をして

いく中で、どのような形で医療資源から介護の

ほうにシフトしていくのか、していかないのか

というところも含めて、見ながらまた、計画の

進捗も図っていかなければいけないということ

で、我々も大きな責任も感じつつ、しっかりと

進めていきたいと思っております。

ほかにありますでしょうか。よ○右松委員長

ろしいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありますでしょう○右松委員長

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願の審査に移りま○右松委員長

す。

継続請願第22号について、執行部からの説明

はありますでしょうか。

特に説明はございませ○髙畑こども政策課長

ん。

それでは、継続請願第22号「子○右松委員長

どもの医療費助成制度の拡充を求める請願」に

、 。ついて 委員からの質疑はありますでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって福祉保○右松委員長

健部を終了いたします。

執行部の皆様、１年間、本当にお疲れさまで

した。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後３時36分休憩

午後３時38分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うことになっておりますので 15、

日に行いたいと思います。再開時刻は13時30分

としたいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○右松委員長

します。

その他、何かありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○右松委員長

本日の委員会を終了いたします。

午後３時39分散会
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午後１時27分再開

出席委員（７人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

委員会を再開いたします。○右松委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各号議案につきまして、賛否も含め、御意見を

いただければと思います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、議案の採決を行いま○右松委員長

す。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○右松委員長

ます。

議案第１号、第４号、第５号、第20号、第22

号 第25号 第29号から第31号 第33号から第43、 、 、

号、第50号から第53号につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○右松委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第22号「子どもの医療費助成制度

の拡充を求める請願」についてでありますが、

この請願の取り扱いも含め、御意見をお願いし

ます。

〔 継続 「採決」と呼ぶ者あり〕「 」

継続の意見が出た場合は継続を○右松委員長

優先するということになりますので。

それではお諮りいたします。請願第22号を継

。続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第22号○右松委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について御意見を

お願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時33分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○右松委員長

します。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査につきましては、閉会中の継続審査とい

平成30年３月15日(木)
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たしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○右松委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることとします。

その他、何かありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって委員会○右松委員長

を終了いたします。

午後１時34分閉会

平成30年３月15日(木)


